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序章 指数とは 

 
 指数とは 

「指数」と正面から問われるとかしこまってしまうかもしれません。しかし、我々

は日常生活の中で、知らず知らずのうちに指数に接しています。例えば、「物価は上が

っても賃金が上がらず生活が苦しい」というとき、この物価の状況を示す指標は消費

者物価指数（総務省作成）になります。また、公務員給与の中央と地方の水準比較に

も指数が使われています。 
では指数とは何でしょうか。一言で説明すると、「ある基準を定め、その基準値を 100

として、そこからの変化を増減で表す指標」となります 1。 
「基準値からの変化」と一言で言いましたが、これがどのようなことか、上記の物

価と公務員給与を例に、もう少し詳しく説明しましょう。 
まずは物価です。以下のグラフは、食料品の物価の推移を示しています。 

 
序－１図 消費者物価指数（食料品）の推移 

 
 
グラフを見ると、2020 年の点がちょうど 100 のライン上にあるのがわかります。こ

れは消費者物価指数が 2020 年を基準としているためです。 
 

 
1 統計用語としては、ある状態から他の状態へ移ったときの数量の相対的増減を測定するための指標

を指数 index あるいは index number といい、「通常それはある一つの選ばれた状態の数量に対するそれ

と比較されるべき状態の数量の比率に 100 を乗じたもの」として定義される。 
出所：「世界大百科事典 第２版」（平凡社） 



そして、2022 年には 104.5 となっています。これは 2022 年の食料品の物価が、基準

である 2020 年に比べて 4.5％上昇したことを意味します。 
次に、公務員給与です。以下は、都道府県別の地方公務員の給与を国家公務員の給

与と比較したものを指数化したグラフです。 

序－２図 地方公務員給与の国家公務員比較 

 

先程は 2020 年という年月を基準としましたが、こちらは国、つまり国家公務員を基

準としています。グラフを見ると、静岡県が 102 を超えていることから、静岡県は基

準となる国家公務員と比べ、2％以上給与が高いことを示しています。また、国=100 と

いう同一の基準で指数化したため、都道府県同士を比べることも可能となります。 
指数の基本的な考え方は極めてシンプルです。そして指数にすることによって、①

時間的、場所的な比較をしやすい、②違った単位で計測したものを集計しやすい、な

どの利点が生じます。 
そのため、指数は特に経済活動の分析で広く用いられ、理論的な深化と実証的な経

験の積み重ねにより発展してきました。こうしたことから、経済活動における指数を

他の指数と区別して、「経済指数」と呼ぶことがあります。 
 
 指数作成の難しさ 

指数の基本的な考え方はシンプルだといいました。しかし、指数を作成する場合に

は、様々な条件をクリアする必要があります。 
まず、欲しいデータが手に入るかという問題です。他の統計データを基に指数を作

成する場合、それぞれの統計データは個々の目的を持って調査が行われるため、必ず

しも欲しいデータと合致するとは限りません。また、データがあっても単純に指数化

できない場合もあり、その中身を十分に調べる必要があります。 
例えば、自動車の生産を例に挙げてみましょう。Ａ工場における自動車の生産台数

が前年 1,000 万台、これに対して本年は 1,500 万台であるとします。単純に比率を計算



すると、前年に比較して本年は 1.5 倍の生産が行われたことになります。しかし、前

年の生産の中身が１台数千万円もする大型トラックで占められており、本年の生産が

１台百万円位の軽乗用車が中心となっている場合には、単純に 1.5 倍の生産活動が行

われたといえるでしょうか。 
また、前年と本年で同じ型式の自動車を生産したとしても、前年はエンジンから各

種部品、ボディに至るまでＡ工場内で作った上で最終的な組立を行っていましたが、

本年はエンジン、各種部品、ボディをほかの工場で作り、Ａ工場ではこれを購入して

最終組立のみを行った場合、前年に対して台数が 1.5 倍という比率はどのような意味

を持つことになるのでしょうか。 
極端な例を述べましたが、一工場内の自動車という特定の製品をとっても指数によ

る比較はそう簡単なものではありません。これが都道府県、さらには日本全国などの

地域全体について自動車の生産高を示す指数を作成しようとすれば、工場によって製

造している自動車の種類も異なり、部品の調達方法など製造の方法もそれぞれ一様で

はないため、問題は一層複雑になります。加えて、地域全体の生産活動を考えた場合

には、自動車、鋼材、化学薬品等、全く種類の異なる製品の生産が同一地域の中で行

われているわけですから、これらを集計して指数として表現するためには、あらかじ

め定義概念について統一的な基準を設定しておくことが必要となるのです。 
指数は経済分析のためのツールですから、当然のことながらその背景に経済理論が

存在しています。また、指数作成には統計数値を利用するため、統計実査上の種々の

問題も考慮に入れる必要がありますし、月々の運用では、限られた人員と時間の中で

指数を作成していかなければなりません。そのため、どんなに経済理論的に見て極め

て優れた指数であっても、それを作成するための統計がそろわない場合や、指数作成

時期に間に合わない場合、更には定められた作業量、作業時間の中で処理が不可能な

場合には意味がありません。 
指数作成上の課題としては、一口にいえば、経済理論的側面と実査上の様々な問題

点とを、どのように調和させて最良の指数を作成するかということになります。これ

は、別の見方からすれば、経済分析上の様々なニーズに対して、実査上の制約のもと

で指数作成側がいかに応えるかということであり、指数作成者の最も苦心するところ

であると同時に、最もやりがいのある仕事なのです。 
一方、経済分析に指数を利用する際に、指数の持つ様々な限界を踏まえつつ、指数

の表現する経済活動をどう読み取るかということが、指数ユーザーの最も苦心すると

ころであると同時に、極めて興味のある仕事となっています。 
 
 

 指数の歴史 

指数の起源は、1675 年にイギリスのライス・ヴォーン（Rice Vaughan）が 1352 年と



1650 年の物価の単純比較を行ったことといわれています。その後、様々な経済学者に

よって物価指数が研究され、理論的発展を遂げてきました。 
物の価格を指数化する物価指数に対し、物の数量を指数化するのが数量指数です。

数量指数の主軸をなすのは製造業生産指数であり、世界各国で作られています。我が

国でも経済産業省において、鉱業部門を含めた鉱工業生産指数として作成されていま

す。こちらは、1900 年代に入ってから発展したもので、物価指数に比べその歴史は新

しいものです。そのため、国際比較性を高める観点から、1950 年に国際連合から指数

の概念や方法論を解説した「Index Numbers of Industrial Production」が発表され、2010
年には改訂版である「International Recommendations for the Index of Industrial Production 
2010」が発表されました。 
こうした経緯のため、経済統計に関するテキストの中で指数について解説している

部分は、どちらかといえば物価指数中心のものが多いのが現状です。ただ、物価指数

と数量指数は対をなしていることから、前者に関する理論は、基本的には後者にも当

てはめることが可能です。 
 

 我が国における鉱工業指数の変遷 

我が国における鉱工業指数の歴史は、「生産指数」から始まります。まず、昭和 9 年

に商工省（当時。現 経済産業省）が、昭和 5 年 1 月に遡及した『工業生産量指数』

を公表しました。その後、戦時体制の強化とともに統計資料の公表が困難になり、こ

の指数は中断されました。 
戦後は、G.H.Q が戦前を基準とした 2生産指数を公表していましたが、昭和 24 年に

再び作成準備に入り、翌 25 年 5 月に『通産省試算戦後基準鉱工業生産指数（昭和 21
年基準）』を作成し、公表しました。この指数は 128 品目で構成された比較的簡易なも

のでしたが、その後、試行錯誤を繰り返して昭和 24 年基準、25 年基準 3と指数の範

囲、分類の改善を図るとともに、基礎データである『生産動態統計調査』等の整備拡

充に伴い、採用品目数も徐々に増やしていくことになります。また、この時代は戦後

の物資が不足する中で在庫の状況を把握することが急務であったことから、まず昭和

9～13 年基準の「在庫率指数 4」を作成、公表しました。さらに、在庫率だけではなく、

在庫そのものの状況を知りたいという要請に応え、昭和 25 年基準では、「生産者製品

在庫指数」と「販売業者在庫指数」をそれぞれ作成、公表しています。 
 

 
2 占領政策として、当初は日本が再び米国の脅威とならないように、本格的な軍備を整える前である

昭和 5～9 年の水準を経済回復の目標としていたため。なお、品目数は 69 品目だった。 
3 頻繁に基準改定を行っているが、これには理由がある。21 年は所管外品目が含まれておらず、所管

品目であっても業界情報が混在していたことや、日本経済自体が終戦直後で疲弊していた年であった

ことから基準時として必ずしも適切ではなかったこと。24 年はウェイト等のデータが充実していなか

ったが、25 年に工業統計調査を実施し、基礎データがそろったことが挙げられる。 
4 これは、総合の生産指数と在庫指数から在庫率指数を計算したもの。公表は昭和 25 年 9 月。 



こうして生産や在庫の指数ができあがると、次第に生産体系全体を把握するための

指数の作成が始まります。まず「設備能力及び稼働率指数」が昭和 25 年基準で作成さ

れ、続いて「原材料指数 5」、「生産者出荷指数」が昭和 28 年基準でそれぞれ作成され

ました。この時に「生産者製品在庫指数（昭和 28 年基準）」も併せて改定されていま

す。 
このように、順次、鉱工業関連の各指数が整備されてきましたが、データの制約等

から指数間において基準時がバラバラな状態でした。そこで、昭和 30 年基準で各指数

の基準を統一するとともに、業種だけだった分類についても財分類を追加作成するな

ど、昭和 30 年基準をもって現在の方式がほぼ確立しました。 
これ以降は 5 年ごとに基準改定を行い、現在の令和 2 年（2020 年）基準に至ってい

ますが、この間、「販売業者在庫指数」については、『機械器具流通統計調査』の中止

等、基礎データの制約から流通在庫全体を捉えているとは言い難い状況となったため、

平成 5 年 2 月分（昭和 60 年基準指数）をもって廃止をしました。このほか、「原材料

指数」も、素材型産業から加工型産業へ産業構造が変化しているにもかかわらず、基

礎データである『生産動態統計調査』において捕捉率の低い加工型業種の拡充が困難

であったことなどから、平成 7 年基準指数を最後に廃止しています。 
経済の高度化、産業構造の変化が進展する中で廃止する指数がある一方、経済動向

を的確・迅速に把握するための新たな指標の開発要請も高まってきました。これに応

えるべく、生産の先行きを指標化したものが「製造工業生産予測指数」で、昭和 46 年

から作成（昭和 44 年基準、その後 45 年基準に改訂）しています。このほか、「地域別

鉱工業指数」と「都府県別鉱工業指数」が、地方経済産業局及び都府県で独自に作成

されています。前者は各地方局が昭和 24 年基準で作成し、その後 30 年基準で統一さ

れました。後者は各都府県が独自に作成したため、基準年次が 24 年、25 年、26 年、

30 年とバラバラでしたが、これも 30 年基準で統一され、以後今日まで続いています。 
なお、短期的な経済動向や景気動向をみる上で「季節調整済指数」は欠かせません

が、これを作成するための季節調整法は、導入当初の昭和 30 年基準では「連環比率

法」を用いていました。その後、昭和 35 年基準で通商産業省（当時。現 経済産業省）

が新たに開発した MITI 法を使用することにし、平成 7 年基準からは米国商務省セン

サス局が開発した「センサス局法 X-12-ARIMA」に変更しました。これらの詳細につ

いては、「第４章 季節調整方法」に記載していますので、そちらを参考にしてくださ

い。 
  

 
 
６ 原材料指数は、昭和 30 年代の輸入割当制の下、輸入原材料在庫の的確な把握を目的に、「原材料消

費指数」、「原材料在庫指数」、「原材料在庫率指数」が作成された。 



（補論）基幹統計化の経緯 

 

 基幹統計とは 

鉱工業指数は「基幹統計」に指定されています。では、この基幹統計とは何でしょ

うか。 
我が国では、経済産業省を始め、各府省が様々な統計を作成しています。いずれも

現状を把握し、政策の企画立案のための基礎資料となる重要なものですが、その中で

も中核をなし、特に重要性の高い統計が「基幹統計」として指定されています。 
基幹統計への指定は、我が国における官公庁が行う統計について定めた法律である

『統計法（平成 19 年法律第 53 号）』（以下、「新統計法」と呼ぶ。）により規定されて

います。 
具体的には、 
イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計 
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計 
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その

他国際比較を行う上において特に重要な統計 
これらのいずれかに該当するものとして総務大臣が指定 6する統計が、基幹統計 7と

なります。 
鉱工業指数の基幹統計への指定は、統計委員会での諮問・答申を経て、平成 23 年 2

月 9 日総務省告示第 35 号により公示されました。 
 
 基幹統計化までの経緯 

前述のとおり、鉱工業指数は戦後早い段階から作成されていましたが、当時の『統

計法（昭和 22 年法律第 18 号）』では、直接調査を行わずほかの統計結果を加工する統

計 8についての規程がなかったことから、重要な統計の指定対象としていませんでし

た。平成 19 年に統計法が全面的に改正され、ここで初めて加工統計も重要な統計とし

て指定の対象となりました。 
また、新統計法では統計施策についての基本計画の策定を義務付けており、新統計

法の施行に合わせて、『公的統計の整備に関する基本的な計画』（平成 21 年 3 月 13 日

 
 
6 統計法第２条４項３号より 
7 官公庁が行う統計のうち、法律上、特別な効果が付与されているものが「基幹統計」となる。「基幹

統計」を作成するために行われる調査は「基幹統計調査」といい、その重要性から、報告義務、未提

出への罰則等が規定されている。 
 一方、特に効果が付与されていない統計も多々あり、これらは「一般統計」と呼ばれ、それを作成

するために行われる調査は「一般統計調査」となる。 
8 他の統計結果を加工する統計を「二次統計」、「加工統計」といい、行政記録情報など業務データを

利用する統計を「業務統計」という。 



閣議決定）が定められました。この中で、鉱工業指数については「平成 22 年までに新

たに基幹統計として整備する統計」として明記され、これを受けて、平成 22 年に鉱工

業指数の基幹統計化に向けた手続が行われました。 
基幹統計化を行う上でまず検討事項となったのは、どの系列を基幹統計として指定

するか 9でした。 
 

序－３図 鉱工業指数の基幹統計要件への該当状況 

 

 
 ※ 統計委員会第 24 回産業統計部会（平成 22 年 12 月 7 日）資料１の参考資料２より 

 
基幹統計化を検討していた当時、鉱工業指数の系列は、①生産指数（付加価値額ウ

ェイト）、②生産指数（生産額ウェイト）、③出荷指数、④在庫指数、⑤在庫率指数、

⑥生産能力指数、⑦稼働率指数、⑧予測指数の８系列を作成していました。 
このうち、②については利用頻度が低いこと、⑧については当月及び翌月の生産計

画を指数化するものであり、前月の実績を指数化している他の系列とは性質が異なっ

 
 
9 基本計画においても「将来の基幹統計化について検討する統計」のグループに入らなかったよう

に、鉱工業指数が「基幹統計の要件」を満たしているのは周知の事実として、そもそも議論されなか

った。 



ていることから、②と⑧を除いた６系列を基幹統計化することとして、統計委員会へ

諮問が行われることとなりました。 
こうして、第 40 回統計委員会（平成 22 年 11 月 19 日）で諮問 10され、第 24 回産業

統計部会（平成 22 年 12 月７日）で審議された結果 11、「②と⑧を除く６系列を基幹統

計化することが適当」と結論付けられました。そして、第 41 回統計委員会（平成 22
年 12 月 17 日）において「基幹統計として指定することは適当」と答申されたことに

より、鉱工業指数は平成 23 年 1 月分から基幹統計として指定されました。 
 

 
 
10 基幹統計への指定は総務大臣が行うが、指定に先だって統計委員会の意見を聞かなければならない

ため（統計法第 7 条 1 項）。 
11 一つの議題について全委員が参加することは物理的にも難しいことから、議論する分野ごとに部会

を設け、それぞれの部会に所属する委員が議論を行う形を取っている。もちろん、部会で決まったこ

とが必ずその後の統計委員会で了承されるとは限らず、さらなる議論を促されて追加で部会での議論

を行う場合もある。 



第１章  指数入門 

 
１.１ 指数の考え方 

 
 実績系列と前年比 

指数の考え方や作り方について、簡単な具体例で説明します。 
指数は、主として時系列比較のために利用されます。本書では原則として時系列の

指数を取り扱いますが、場所的な比較のための指数も考え方は同様です。 
今、ある地域（ある国又はある県）における品目別生産実績が、次の４品目のみで

あったとします。 
第１－１表  品目別生産実績推移 

 

 
鋼   材 乗 用 車      綿 織 物      マーキングペン 

ｔ 台 千㎡ 千本 

2017年 
2018年 
2019年 
2020年 
2021年 

2022年 

8,980,000 
8,567,000 
8,875,000 
8,538,000 
9,629,000 

9,843,000 

805,000 
810,000 
836,000 
811,000 
861,000 

847,000 

84,200 
77,400 
66,300 
60,300 
54,000 

50,600 

72,500 
68,400 
69,500 
61,900 
63,600 

62,000 
 
さて、この６年間で各品目の生産がどのように変動したかを観察しましょう。第１

－１表を見てわかるのは、2017 年と 2022 年とを比べると、鋼材と乗用車が増加し、

綿織物とマーキングペンが減少しているということです。 
しかし、鋼材と乗用車は確かに５年間で増加していますが、よく見ると年によって

その変動は一様ではありません。綿織物とマーキングペンの減少についても各年の動

きは一定ではないようです。そこで、品目ごとに前年との比率をとり、百分率（100 倍

して％表示）にして時系列に並べてみます（第１－２表）。 
これを見ると、品目別生産の動きがよくわかります。鋼材は 2018 年に減少、翌年増

加、再び減少し、その後連続して増加となりましたが、ならしてみるとこの間、増加

傾向で推移しています。乗用車は 2019 年まで２年連続増加の後、減少に転じ、2021 年

には回復しましたが、2022 年には再び減少しています。綿織物は 2018 年以降、減少

傾向で推移しています。マーキングペンは 2018 年で減少となった後、増加と減少を繰

り返しています。 



このように、前年比を並べたものも指数です。前年比や前月比のように、観察しよ

うとする時点とその直前の時点の統計数値の比率をとり、時系列として並べたものを

「連環指数（連環比率）」といいます。 
 

第１－２表 品目別前年比（連環指数）の推移 

                                                                  （％） 

 鋼  材 乗 用 車      綿 織 物      マーキングペン 

2017年 
2018年 
2019年 
2020年 
2021年 

2022年 

      － 
     95.4 
    103.6 
     96.2 
    112.8 

    102.2 

      － 
     100.6 
     103.2 
      97.0 
     106.2 

      98.4 

      － 
     91.9 
     85.7 
     91.0 
     89.6 

     93.7 

      － 
     94.3 
    101.6 
     89.1 
    102.7 

     97.5 
  
連環指数は観察時点の直前の時点を基準として作成されます。一方、鉱工業指数を

はじめとする多くの指数は、観察しようとする期間の全ての時点について、同じ時点

の数値を基準として作成されます。これを「固定基準指数」といいます。このとき、

基準となる時点を「基準時」、比較される時点を「比較時」といいます。第１－１表に

ついて 2020 年を基準とする品目別の比率を計算してみましょう（これを「個別指数」

や「品目別指数」といいます。）やはり 100 を乗じて表示します。 
 

第１－３表 品目別生産指数 

                                                   （基準時：2020 年） 

 鋼  材 乗 用 車      綿 織 物      マーキングペン 

2017年 
2018年 
2019年 
2020年 
2021年 

2022年 

    105.2 
    100.3 
    103.9 
    100.0 
    112.8 

    115.3 

     99.3 
     99.9 
    103.1 
    100.0 
    106.2 

    104.4 

    139.6 
    128.4 
    110.0 
    100.0 
     89.6 

     83.9 

    117.1 
    110.5 
    112.3 
    100.0 
    102.7 

    100.2 
 
 総合指数の作成 

品目別の生産の動向はわかりました。次に、この地域全体の生産活動がどのように

変化したかについて考えてみましょう。そのためにはこの地域の各品目の生産高を何

らかの形で集計して、全体の変動を表すような数値を作成する必要があります。個別



指数を集計したものを「総合指数」といいます。ある地域で生産した個別品目の生産

を表した個別指数を作成し、それを積み上げた総合指数を作成することで、その地域

の生産活動を測定できます。総合指数の作り方には色々な方法が考えられますが、実

際に適用するにあたっては、理論的側面と実務的側面の双方から各種の検討を行い、

その中で最良のものを選択する必要があります。指数の作成に際しては、総合指数を

どのような目的で、どのようにして作成するかということが第一義的問題であり、個

別指数はその目的や総合指数の作成方法に応じて選択されます。 
 

①  金額指数 

再び第１－１表に戻り、総合指数の作成について考えてみます。これら４品目はそ

れぞれ測定単位が違いますので、単純に合計することは意味がありません。単位の違

う統計数値を集計するには、共通の測定単位に直さなければなりません。その最も一

般的な方式が生産金額による方法です。2020 年と 2022 年の各品目の単位当たりの価

格が以下のとおりであったとします。 
 

第１－４表 品目別単価の推移 

 鋼  材 乗 用 車      綿 織 物      マーキングペン 

千円／ｔ 千円／台 千円／千㎡ 千円／千本 

 2020年 
 2022年 

     65 
     70 

    1,680 
    1,730 

    135 
     130 

    75 
     70 

 それぞれの年の生産金額を求め、その比率をとります。 
 

 9,843,000×70＋847,000×1,730＋50,600×130＋62,000×70 
×100 

 8,538,000×65＋811,000×1,680＋60,300×135＋61,900×75 
 

 ＝ 
2,165,238,000 

 × 100 ＝ 112.2 
1,930,233,000 

 これが「金額指数」です。この指数の変動には、生産の量的な変動と価格の変動の

両方が含まれることになります。 
 
②  数量指数 

経済活動を観察しようとする場合、価格変動を排除して量的な変動だけを見たいと

いうことがあります。そのようなときにはどうすれば良いのでしょうか。 
個々の品目の場合であれば簡単です。例えば、鋼材の 2020 年と 2022 年の生産金額

の比率は、次のようになります。 
 



9,843,000(t)×70(千円) 
 × 100  ＝ 

6890.10(億円) 
 × 100 = 124.2 

8,538,000(t)×65(千円) 5749.70(億円) 
 

量的な変動だけを見たい場合には、生産数量そのものの動きを見ればよいので、その

比率をとります。 
 

9,843,000(t) 
 × 100 = 115.3 

8,538,000(t) 
 

すなわち、第１－３表に示した品目別生産指数そのものです。 
しかし、総合指数については、価格変動を取り除くために一定の約束事が必要にな

ります。 
総合した数量指数を作成する最も簡単な方法は、各品目の単位の違いを無視して合

計し、その比率を計算するものです。第１－１表を基に、この方式によって 2020 年を

基準時とする 2022 年の指数を作ってみましょう。 
 

［総合計算－１］ 
9,843,000＋847,000＋50,600＋62,000 

 × 100 
8,538,000＋811,000＋60,300＋61,900 

 

    ＝ 
10,802,600 

 × 100  ＝ 114.1 
9,471,200 

 

この指数によれば、2020 年に対して 2022 年は、品目によっては価格の上昇や低下

はあったものの、全体的な生産量の水準は 114.1％に上昇していることになります。し

かし、この方法は、もともと加えても意味のない数値を合計しているのですから、適

切な指数とはいえません。例えば、鋼材について単位を切り上げ、それぞれ 8,538,000
ｔから 8,538 千ｔに、9,843,000ｔから 9,843 千ｔに変更して計算してみます。 
 

［総合計算－１′］ 
 

9,843＋847,000＋50,600＋62,000 
 × 100 ＝ 

969,443 
 × 100 ＝ 102.9 

8,538＋811,000＋60,300＋61,900 941,738 
 

この結果では、2020 年に対して 2022 年の全体的な生産量の水準は 102.9％の上昇と

なり、先ほどの計算結果と矛盾することになります。鋼材の生産活動が全く変わって

いないにも関わらず、ただ単位の取り方を変えることによって総合指数が大きく変わ

るとなれば、この方法は採用できません。他の品目についても単位を切り上げたり、

下げたりすることで指数値が変わってくることになり不都合です。 
 



次は、先に個別指数を計算して第１－３表の形にした後で、単純算術平均をとる総

合の方法です。 
 

［総合計算－２］ 
 

115.3 + 104.4 +  83.9 + 100.2 
 × 100 ＝ 

403.8 
 × 100 ＝ 101.0 

100.0 + 100.0 + 100.0 + 100.0 400.0 
 

この方式では単位がｔから千ｔに変更することによって数値が変わるというような

矛盾はありません。しかし、これにも問題があります。 
この方式によると、基準時における各品目の生産量の割合、すなわち鋼材 853 万 8

千ｔ、乗用車 81 万 1 千台、綿織物 6,030 万㎡及びマーキングペン 6,190 万本が、それ

ぞれ全体に与える影響度は等しいと仮定したことになります。例えば、基準時に対し

鋼材が 853,800ｔ増加（10%増加）した場合と乗用車が 81,100 台増加（10%増加）した

場合とで、全体（総合指数）を引き上げる力は同じだということになります。しかし、

鋼材 853,800ｔと乗用車 81,100 台とが総合指数に対して同じ影響度を持つという仮定

は、客観的な根拠がありません。 
そこで、基準時における各品目の価格がわかっているのですから、これを比較時の

品目別生産量に乗じて生産金額を計算し、それと基準時の生産金額との比率をとりま

す。こうすれば、価格変動の影響を受けない、各品目の影響度を勘案した総合指数が

計算できることになります。ほとんどの指数はこの考え方によって作成されています。

これが価格変動の影響のない、実質的な数量のみの変動を表現する「数量指数」です。 
再び第１－１表及び第１－４表からこれを計算します。 
 

［総合計算－３］ 
 

9,843,000×65＋847,000×1,680＋50,600×135＋62,000×75 
 × 100 

8,538,000×65＋811,000×1,680＋60,300×135＋61,900×75 
 

 ＝ 
2,074,236,000 

 × 100 ＝ 107.5 
1,930,233,000 

 
2020 年を 100 とすると、2022 年の総合指数は 107.5 という結果です。 
 
一方、比較時の品目別価格が、基準時も同じであったと考えると、 

 
［総合計算－４］ 
 

9,843,000×70＋847,000×1,730＋50,600×130＋62,000×70 
 × 100 

8,538,000×70＋811,000×1,730＋60,300×130＋61,900×70 





なお、指数は 100 を乗じて表すことが慣習となっています。ここからは 100 を乗ずる

ことを省略します。そして品目に関する添字を省略しても間違いのない場合は品目番

号を省略して、次のように書きます。 
 
 
 
前節最後のラスパイレス算式数量指数を Q Lt とすると、この指数は基準時、比較時

ともに基準時の価格によって評価し総合したものですから、次のように表すことがで

きます。 
 
 
 
また、パーシェ算式数量指数 Q Pt  は、基準時、比較時ともに比較時の価格によって

評価し総合したものですから、次のように表すことができます。 
 
 
 
ラスパイレス算式とパーシェ算式が基準時又は比較時の一方の価格を用いて計算さ

れるのに対し、両者の算式を折衷して基準時と比較時の双方の価格を用いる数量指数

が考えられています。その代表的なものとして、「フィッシャー（Fisher）算式」が挙

げられます。フィッシャー算式数量指数 Q Ft  は、ラスパイレス式とパーシェ式を掛け

合わせたものの平方根（幾何平均）で、次のように表すことができます。 
 
 
 
このほかにも、「エッジワース（Edgeworth）算式」又は「ボウレイ（Bowley）算式」

といわれる式（QE
t）もあります。 

 
 
 
 
 ラスパイレス算式とパーシェ算式の比較 

 ここでラスパイレス算式とパーシェ算式の若干の比較を行うことにします。もし、

品目ごとの基準時に対する比較時の価格の変化率（すなわち品目別価格指数）が、全

てについて等しいという特殊なケースの場合には、各品目について、 
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評価されていますから、基準時以外の任意の２時点間の比較の際には、価格の影響も

含まれてしまうことになります。結局、指数による通常の動向観察の場合には、ラス

パイレス算式の方が有効であるといえます。 
生産指数を始めとする数量指数のほとんどは、固定基準によるラスパイレス算式で

作成されています。他の算式があまり使われないのは、作業効率という実務的な面に

よる理由も大きいといえます。固定基準によるラスパイレス算式の数量指数を作成す

るには、各々の品目について基準時における価格 p0 と基準時における数量 q0（「基準

数量」といいます）、それに各比較時における数量 qt がわかれば計算することができ

ます。ほかの算式では、これに加えて各比較時における価格も同時に必要となります。

品目ごとに数量・価格の整合性を持つデータを比較すべき全期間についてそろえるこ

とは困難であるとともに、作業量が極めて大きくなるため計算に時間がかかり、しか

も発表の遅延に繋がります。 
 
 指数のバイアス 

ラスパイレス算式数量指数は、基準時の価格で比較時の数量を評価し、総合してい

るのですから、価格が基準時と比較時とで大きく変化している場合は、活動の実態を

適切に表現する指数とはいえません。パーシェ算式の数量指数も価格の変化が著しい

場合には、基準時について現実とかけ離れた比較時の価格で評価するのですから、や

はり適切な指数とはいえません。当然のことながら、比較時が基準時から離れるにし

たがって価格の変化は大きくなり、固定基準による指数は歪みを持つことになります。

これを「バイアス（bias)」といいます。 
バイアスの大きさをみるために、ラスパイレス算式と対称的なパーシェ算式の指数

を作って両者の比較を行うことがあります。これを「パーシェ・チェック」といいま

す。パーシェ算式の数量指数はラスパイレス算式のものと全く正反対のバイアスを持

つこととなるので、もし両者の乖離が大きければ、その基準による指数は適切な指数

ではないということになります。 
生産指数を始めラスパイレス算式の指数は、基準時から遠ざかるにしたがって上方

バイアスを持つのが普通です。これを「ラスパイレス・バイアス」といいます。バイ

アスの方向及びその大きさは、品目ごとの数量の変動と価格の変動との相対関係で決

まりますが、やや長期的にみた場合、生産量が増大傾向にある品目は、量産効果によ

るコスト低減や、価格競争の激化等により価格が低下していくのが一般的です。これ

らの品目について、比較時及び基準時の数量を、基準時の相対的に高い方の価格で評

価すれば総合に与える影響は大きくなります。一方、生産指数をパーシェ算式で作成

した場合には、これらの品目について、両時点の数量を低い方の比較時の価格で評価

しますから、総合に与える影響は小さくなり、下方バイアスを持つのが普通です。 
固定基準によるラスパイレス算式指数のバイアスが大きくなり、その指数が適切で



なくなる場合には、最近時の価格で評価し直した新たな指数に基準改定されなければ

なりません。 
 

１.３ 数量指数と物価指数 

 
 数量指数と物価指数の関係 

金額の名目的な変動は、数量の変動と価格の変動から成り立ちます。このうち、数

量の変動を表すのが「数量指数」です。価格の変動を表すのが、個別指数の場合は「価

格指数」、総合指数の場合は「物価指数」と呼んでいます。物価指数についてもラスパ

イレス算式とパーシェ算式が考えられます。ラスパイレス算式を L 式、パーシェ算式

を P 式と略して呼ぶこととし、L 式と P 式、数量指数と物価指数の算式を整理すると

次のとおりになります。 
          ［ L 式 ］   ［ P 式 ］ 
 

数量指数 
 

 
物価指数 

 
ここで、「金額＝数量×価格」の関係を考えてみます。これから、金額指数を数量指

数で除すと、価格指数が誘導されることがわかります。 
具体的には、金額指数を L 式数量指数で除すと、 

 
 
 
この右辺は、比較時の数量にそれぞれ基準時及び比較時の価格を乗じて合計したも

のですから、P 式の物価指数です。 
次に金額指数を P 式数量指数で除すと、 

 
 
 
  この右辺は、L 式の物価指数です。つまり、 
    金額指数 ＝ L 式数量指数 × P 式物価指数 
 または、 
    金額指数 ＝ P 式数量指数 × L 式物価指数 
の関係が成り立ちます。 
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我々は名目金額を物価指数で除して実質金額を計算したり、数量指数に物価指数を

乗じて名目金額の動きを観察したりすることがあります。このとき、注意しなければ

ならないのは、物価指数に数量指数を乗じても名目金額指数と一致するとは限らない

ということです。これは、物価指数や数量指数のそれぞれ観察する対象の経済活動が

異なっており、品目の定義範囲の違いやウェイトの違い等、整合性が確保されていな

いためです。数量指数のほとんどがラスパイレス算式であると同様に、物価指数のほ

とんどもラスパイレス算式で作成されていますので、このように指数同士を乗じたり、

除したりして他の指数との比較などを行う場合には、算式の違いを頭に入れて、その

制約のもとで行う必要があります。ただ実際には、算式による理論的な整合性の問題

よりも、指数の対象範囲や品目定義の違い等の問題の方が大きいことも考えられます。

算式の違いをいったん無視して大まかな比較を行うことも、場合によってはそれなり

の意味を持つでしょう。 
なお、フィッシャー算式の物価指数は、 

 
 
 
ですが、 

 
 
 
となり、 

   金額指数 ＝ F 式数量指数 × F 式物価指数 
の関係が成り立ちます。同じ算式の数量指数と価格指数を掛け合わすことにより、

金額指数を得ることができることから、フィッシャー算式は理想算式と呼ばれること

があります。 
金額指数の場合は、価格評価によるバイアスを考える必要がありませんから、上記

の数量指数と物価指数の L 式と P 式の関係で明らかなとおり、L 式数量指数が上方バ

イアスを生じている場合には、P 式物価指数では下方バイアスを生じていることにな

ります。また、P 式数量指数が下方バイアスを生じているとすれば L 式物価指数では

上方バイアスを生じていることになります。つまり L 式では数量指数、物価指数とも

に上方バイアスを生ずる場合が多く、P 式では数量指数、物価指数ともに下方バイア

スを生ずる場合が多いということです。物価指数のほとんどが L 式であることは前述

しましたが、その理由も数量指数と全く同様です。物価指数においてもバイアスの大

きさはパーシェ・チェックが目安となり、バイアスが大きな場合には基準改定を行わ

なければならないことも数量指数の場合と全く同様です。 
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１.４ 総和法と加重平均法 

 
 ラスパイレス算式の変形 

ラスパイレス算式数量指数は、次のように変形することができます。 
 
 
 
 
再び品目番号 i を付して表示すると、右辺のうち は基準時における品目

ごとの構成比です。この構成比は「ウェイト」と呼ばれ、Wi0／ΣWi0 で表すことがで

きます。それぞれの pi0 qi0 及びΣpi0 qi0 は、ウェイト計算の元となる金額ですから、「ウ

ェイト基準額」といいます。また、（qit／qi0）は各品目の数量の基準時と比較時の比率

ですから、１．１節で述べた個別指数です。今、第１－１表の数値例を基に、右辺の

方式により 2020 年基準の 2022 年指数を作成してみましょう。 
 

第１－５表  ウェイト基準額及びウェイト 

 鋼 材      乗 用 車      綿 織 物      マーキングペン 合   計 
 

ウェイト     
 

基準額    

ウェイト     

 

8,538,000 

  × 65千円 

= 554,970,000 
 

0.2875 

811,000 

 × 1,680千円 

=1,362,480,000 
 

0.7059 

 60,300 

  × 135千円 

= 8,140,500 
 

0.0042 

 61,900 

   × 75千円 

= 4,642,500 
 

0.0024 

 

 

 1,930,233,000 
 

1.000 

 
個別指数は第１－３表で計算されていますから、そのまま使用します。 

   0.2875×115.3 ＋ 0.7059×104.4 ＋ 0.0042×83.9 ＋ 0.0024×100.2 ＝ 107.5 
 
その結果は、１．１節で計算した［総合計算－３］ラスパイレス算式の指数と一致

します。 
 
のように、それぞれの品目の数量に価格を乗じて金額に直し、合計金額を

求めてから比率計算を行う方式を「総和法」といいます。これに対して、 
 
 
のように、個別指数をウェイトによって総合する方式を「加重平均

法」といいます。実際の指数計算は、計算の簡便性、操作性を考慮に

入れ、加重平均法で行われている場合が多く、生産指数をはじめ一連の鉱工業関連指

数もこの方式で計算されています。 
  次にパーシェ算式を加重平均法に直してみましょう。 
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  ラスパイレス算式を加重平均法に変形すると、基準時のウェイトによる加重算術平

均の形になります。また、パーシェ算式を変形すると、比較時のウェイトによる加重

調和平均の形になります。 
  物価指数についての加重平均法の形を示しておきます。物価指数のほとんども加重

平均法で計算されています。 
 
  ラスパイレス算式 
 
 
 
  パーシェ算式 
 
 
 
 
  ウェイトの意味付け 

  総和法でも加重平均法でも計算結果は同じになるため、実際の計算手順はともかく、

指数の本来的な考え方を総和法におくべきか、あるいは加重平均法におくべきか、と

いう点に関しては色々な意見があります。まず、指数は実質生産額、実質消費額、貨

幣購買力、生計費などのような経済上の実体概念を集計量としてとらえ、その変動を

表現することを第一義とすべきであるという考え方があります。この場合には、計算

上は加重平均法で行うとしても、総和法に還元して意味のあるウェイトが使用される

こととなります。鉱工業関連指数の場合は、加重平均法から総和法への還元が可能と

なっています。 
一方、指数にその経済概念上の意味や解釈を与えることはそれほど重要なことでは

なく、世の中に存在する品目の数量又は価格の変動を何らかの形で総合して、全体的

な生産水準又は物価水準を表現するのが指数であり、これが結果として経済上の実体

概念に近似させることができるという考え方があります。この場合には、総和法への

還元は考えに入れる必要はなく、例えば、 
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というように比較時ウェイトによる加重算術平均や、金額ウェイト以外の従業者数や

設備台数のような全く別の観点からのウェイトも検討の対象となります。 



第２章  鉱工業指数の解説 

 
２.１  総      説 

 
  鉱工業指数の体系 

現在、作成している鉱工業指数は以下の７指数であり、その代表格である全国ベー

スの「生産・出荷・在庫及び在庫率指数」は、毎月、速報（翌月下旬）と確報（翌々

月中旬）を公表しています。また、速報公表時に「製造工業生産予測指数」を、確報

公表時に「生産能力・稼働率指数」を、それぞれ併せて公表しています。 
 
  ①  生産指数（付加価値額ウェイト） 
  ②  生産者出荷指数 
  ③  生産者製品在庫指数 
  ④  生産者製品在庫率指数 
  ⑤  生産能力指数 
  ⑥  稼働率指数 
  ⑦  製造工業生産予測指数 
 
  鉱工業生産活動の過程 

我が国には約 41 万の鉱業や製造工業、すなわち鉱工業に属する事業所（管理，補助

的経済活動を行う事業所は除く）があり、これらの事業所では原材料を消費し、生産

設備を使用して生産活動を行っています。生産活動の成果である鉱工業製品は、一部

については在庫として残りますが、大部分は需要先に出荷されます。 
出荷された製品を大別すると、原材料として生産工程に再投入される「生産財」と、

生産設備や建設資材として投資される、あるいは個人によって消費される「最終需要

財」に分けることができます。このうち最終需要財については、家計で消費されるも

のを「消費財」、設備投資や建設資材などに使われるものを「投資財」といいます。

さらに投資財のうち、生産設備などの機械類やほかの企業設備などに使われるものを

「資本財」、鉄骨や橋りょうのように土木・建設関係に使われるものを「建設財」と

いいます。なお、生産財の大部分は原材料として輸入原材料とともに製造工業の生産

工程に再投入され、加工度を高めた上で再び需要先に出荷されます。また、資本財に

ついてもその多くは鉱工業の生産設備として再び生産活動に投入されますが、一部は

鉱工業以外の固定資本形成として使用されるものもあります。一方、需要先が海外で

ある場合には、生産財、最終需要財ともに輸出として我が国の鉱工業生産活動から離

れていきます。これら鉱工業の生産あるいは再生産の過程を図に示すと次のとおりです。 





産者出荷指数、③生産者製品在庫指数、④生産者製品在庫率指数の速報値を公表しま

す。また、同時に⑦生産予測指数を公表します。翌々月の中旬に上記①～④の確報値

を公表すると共に、⑤生産能力指数と⑥稼働率指数を公表します。また、年間の確定

数値がそろった時点で１年分のデータを見直して、「年間補正」を行い公表していま

す。 
公表時は、原指数のほか季節調整済指数も公表しています。季節調整については第

４章で詳しく述べますが、米国商務省が開発した X-12-ARIMA という手法で行ってい

ます。 
 
  業種分類と日本標準産業分類 

鉱工業指数の基本的な分類は業種分類です。これは、ほかの経済指標と比較しやす

いように『日本標準産業分類』をベースとして作成されています。日本標準産業分類

は、産業統計の相互比較を容易にするための統一的な基準として設定されたもので、

製品の種類、生産設備や技術、原材料の種類などに着目して分類されています。業種

に着目した分類を考える場合、同一事業所内でいろいろな経済活動が行われていても、

一般的に主たる活動によって事業所全体を一つの産業に格付けています。一方、指数

の業種分類は、当該業種で生産する製品（品目）の集合体、つまりアクティビティの

概念であり、業種の活動を所属品目の活動によって表わす仕組みとなっています。 
鉱工業指数の主要業種分類は、利用上の便宜性やデータ面の制約など指数の特性を

考慮し、日本標準産業分類を組み替えて作成されています。具体的には、業種の配列

は日本標準産業分類によらず、おおむね重工業から化学工業、軽工業の順に並べてい

ます。また、日本標準産業分類上、大分類となっている「鉱業」は、ウェイトが小さ

いため一つの業種とし、製造工業の後に位置付けています。さらに「はん用機械」、

「業務用機械」をまとめて「汎用・業務用機械工業」とするなど、日本標準産業分類

の中分類を複数まとめて一つの業種としているものもあるほか、「ゴム製品工業」、

「木材・木製品工業」などウェイトの小さい業種は「その他工業」の中にまとめてい

ます。この結果、業種分類の数は、「鉱工業」、「製造工業」を加え、「その他工業」、

「鉱業」をそれぞれ１業種として合計 17 業種となっています。 
主要業種分類の下位分類として、小分類業種、細分類業種も設定しています。2020

年（令和２年）基準改定では、主要業種間の規模のアンバランスを抑制する目的で分

割や統合を行うと共に、小分類業種を多く設定しました。 
具体的には、付加価値額、出荷額とも「その他の製造業」を下回る「繊維工業」、

「ゴム製品工業」、「木材・木製品工業」、「家具工業」、「皮革製品工業」の５業

種を「その他工業」内の小分類としています。また、付加価値額及び出荷額において

「その他の製造業」を僅かに超える程度で、業種内の系列数が少ない「印刷業」も、

2015 年基準と同様、「その他工業」内の小分類として設定しました。こうした分類の



設定により、生産・出荷指数で公表している主要業種及び細分類業種の数は 155 とな

っています。一方、在庫指数、在庫率指数は、在庫の系列がない業種があるため、こ

れより少なくなっています。 
その他、鉱業及び製造業全体の活動を表す「鉱工業」以外に、鉱工業に電力・ガス

事業、熱供給事業、水道事業を加えた「産業総合」を参考系列として公表しています。 



第２－１表  指数業種分類と日本標準産業分類の対応 

日本標準産業分類

鉱工業

製造工業 大分類E－製造業

鉄鋼・非鉄金属工業

鉄鋼業 中分類｢22鉄鋼業｣

非鉄金属工業 中分類｢23非鉄金属製造業｣

金属製品工業 中分類｢24金属製品製造業」

生産用機械工業 中分類｢26生産用機械器具製造業｣

汎用・業務用機械工業

汎用機械工業 中分類｢25はん用機械器具製造業｣

業務用機械工業 中分類｢27業務用機械器具製造業｣

電子部品・デバイス工業 中分類｢28電子部品デバイス電子回路製造業｣

電気・情報通信機械工業

電気機械工業 中分類｢29電気機械器具製造業｣
（細分類｢2922内燃機関電装品製造業｣を除く）

情報通信機械工業 中分類｢30情報通信機械器具製造業｣

輸送機械工業

自動車工業 中分類｢31輸送用機械器具製造業｣のうち
小分類「311自動車同附属品製造業」及び
細分類｢2922内燃機関電装品製造業｣

輸送機械工業（除．自動車工業） 中分類｢31輸送用機械器具製造業｣
（小分類「311自動車同附属品製造業」を除く）

窯業・土石製品工業 中分類｢21窯業土石製品製造業｣

化学工業

無機・有機化学工業 中分類｢16化学工業｣のうち
小分類｢162無機化学工業製品製造業｣＋

｢163有機化学工業製品製造業｣
化学工業（除．無機・有機化学工業） 中分類｢16化学工業｣

（小分類｢162無機化学工業製品製造業｣
｢163有機化学工業製品製造業｣を除く）

石油・石炭製品工業 中分類｢17石油製品石炭製品製造業｣

プラスチック製品工業 中分類｢18プラスチック製品製造業｣
（細分類｢1841軟質プラスチック発泡製品製造業

(半硬質性を含む)｣を除く）

パルプ･紙･紙加工品工業 中分類｢14パルプ紙紙加工品製造業｣

食料品・たばこ工業 中分類｢09食料品製造業｣＋
中分類｢10飲料たばこ飼料製造業｣

その他工業

繊維工業 中分類｢11繊維工業｣

木材・木製品工業 中分類｢12木材木製品製造業(家具を除く)｣

家具工業 細分類｢1311木製家具製造業(漆塗りを除く)｣＋

｢1312金属製家具製造業｣

印刷業 中分類｢15印刷同関連業｣のうち小分類「151印刷業」

ゴム製品工業 中分類｢19ゴム製品製造業｣

その他製品工業 中分類｢20なめし革同製品毛皮製造業｣＋
中分類｢32その他の製造業｣

鉱 業 大分類C－鉱業，採石業，砂利採取業
（小分類｢054採石業，砂砂利玉石採取業｣を除く）

鉱工業指数業種分類



 財分類の内容 

業種分類による指数のほかに、製品の経済的用途に着目した財分類指数も作成して

います。既に述べたように、生産活動により産み出された製品（財）は、原材料や燃

料として生産活動に再投入される「生産財」と、生産活動から離れて最終製品となる

「最終需要財」に分けられます。最終需要財は、更に資本形成に向けられる「投資財」

と、家計で消費される「消費財」に分けることができます。投資財は、鉄骨やセメン

トのように建設投資に用いられる「建設財」と、クレーンや金属工作機械のように設

備投資に向けられる「資本財」に区分します。一方、消費財は、薄型テレビや電気冷

蔵庫のような「耐久消費財」と、化粧品や紙おむつ等の「非耐久消費財」に区分しま

す。また、生産財についても、集積回路やエチレンのように再び鉱工業の生産活動に

投入される「鉱工業用生産財」と、複合肥料や架線金物のように鉱工業以外の生産活

動に投入される「その他用生産財」に区分します。 
なお、輸出に向けられるものは、国内の生産活動に投入されるわけではないため、

本来は全て最終需要財に格付けられることになります。しかし、財のもともと有して

いる性質に着目して区分しているため、輸出向けの集積回路やエチレン等も生産財と

しています。これを整理すると次のとおりです。 
 
 
 
                                                  資   本   財 
                                投    資    財 
                                                  建   設   財 
                  最終需要財 
                                                  耐久消費財       
                                消    費    財 
    鉱工業製品                                    非耐久消費財 
 
                                鉱工業用生産財 
                  生  産  財 
                                その他用生産財 



第２－２表  財格付けの定義 
 

分        類 定                             義 

最 終 需 要 財         
鉱工業又はほかの産業に原材料等として投入されない最終製

品。ただし、建設財を含み、企業消費財を除く。 

 投   資    財 資本財と建設財の合計。 

 
資   本   財 

家計以外で購入される製品。原則として想定耐用年数が１年以

上で、比較的購入単価の高いもの。 

建   設   財 
建築工事用の資材及び衛生用陶磁器等の建築物に付随する内

装品及び土木工事の資材。 

 消    費    財 家計で購入される製品（耐久消費財と非耐久消費財の合計）。 

 
耐久消費財       

原則として想定耐用年数１年以上で、比較的購入単価が高いも

の。 

非耐久消費財 
原則として想定耐用年数１年末満で、比較的購入単価が安いも

の。 

生     産     財 
鉱工業及びほかの産業に原材料等として投入される製品｡ 
ただし、企業消費財を含み、建設財を除く。 

 

鉱工業用生産財 
鉱工業の生産工程に原材料、燃料、部品、容器、消耗品、工具

等として再投入される製品。 

その他用生産財 非鉱工業の原材料、燃料、容器、消耗品及び企業消費財。 

 
なお、指数の業種別・財別の採用品目数及びウェイトは、次の２．２節以降で示し

ます。 
  



２.２  生  産  指  数 

 
  指数の目的と仕組み 

生産指数は、現在は「付加価値額ウェイト」の指数のみ作成しています。以前は「生

産額ウェイト」の指数も作成していましたが、利用が少ないため取りやめました。 
付加価値額ウェイトの生産指数は、生産過程で産み出した純粋な価値を尺度として、

生産水準の推移を見るものです。また、生産指数の対象範囲は鉱工業ですが、これに

電力・ガス事業、熱供給業、水道事業を加えて「産業総合（鉱工業、電力・ガス事業）」

と「産業総合（鉱工業、電力・ガス・熱供給・水道事業）」いう参考系列も作成して

います。 
算式は基準時固定加重算術平均法（算式は以下のとおり）であり、直近の基準時及

びウェイトの計算時点（ウェイト時といいます）は、いずれも 2020 年（令和２年）と

なっています。 
 
 
 
ここで qi0 は基準時の品目別１か月平均生産数量、qit は観察しようとする比較時（月

次）の品目別生産数量です。pi0 は基準時の各品目１単位当たりの付加価値額です。 
 
 指数のウェイト 

直近の基準改定における、鉱工業指数のウェイト基準額算定の主たる基礎データは

『経済センサス‐活動調査』の事業所ベースのデータです。この調査は、各事業所が

出荷する品目の中で、最も額が大きい品目の産業を事業所の産業として格付けていま

す。したがって、その事業所の付加価値額は「産業分類の概念」となり、他産業の品

目の付加価値額も含んだものとなっています。しかし、指数の業種分類は「アクティ

ビティの概念（生産する品目の集合体）」であるため、付加価値額ウェイトを算定す

る際には、経済センサス‐活動調査の製品ごとの出荷額及び在庫額等を再編集計する

ことによって、産業分類の概念から指数の業種概念に組替えています。なお、自己消

費についても経済センサス‐活動調査と指数の生産の概念が異なるため、自己消費の

多い品目はその金額を別途調整しています（３．３節参照）。 
なお、生産指数の業種別・財別ウェイトは第２－４表のとおりです。 
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第２－３表  生産指数及び生産者出荷指数の業種別・財別採用品目数 



第２－４表  生産指数(付加価値額ウェイト)の業種別・財別ウェイト 
 



指数の採用系列 
  2015 年（平成 27 年）基準生産指数では、鉱工業 408 品目の個別系列を採用してい

ます。そのうち経済産業省所管品目は 364 品目で、主に生産動態統計の調査品目から

選ばれています。 
  生産動態統計以外からの系列は他省庁及び業界団体で実施している調査結果から求

めます。現行生産指数では、以下に示す 44 品目を系列として採用しています。 

  

これに電力・ガス事業、熱供給事業、水道事業を鉱工業総合に加え、産業総合という

名称で公表しており、これらを含めると全体では 412 品目となります。 
  業種別・財別の採用品目数は第２－３表のとおりです。生産者出荷指数の採用品目

数も同じです。 
 
 付加価値額とは 

  現在の生産指数は付加価値額ウェイトを用いています。付加価値額（Value Added）
とは、生産活動の過程の中で新しく付加された価値の額です。これを、繊維工業を例

にとり、図を用いて説明してみましょう。 
羊毛から毛織物の衣服ができるまでの主要な生産工程を単純化して、第２－２図の

フローチャートで示しました。それぞれの工程における生産金額や原材料費等が図に

示すとおりとします。また、それぞれの段階で使用するメインの機械設備の名称も（ ）

内に付しておきます。 
  さて、この産業全体の生産規模はいくらでしょうか。まず考えられるのは、それぞ

れの工程における生産品目の生産額を合計することです。 

毛 糸  ＋ 毛織物 ＋ 衣 服  ＝  合 計  
18 億円  ＋ 26 億円 ＋ 30 億円  ＝ 74 億円 

  これで生産規模を示したことになるのでしょうか。毛織物のところで染色整理の工

程を経ていますから、染色整理の加工賃も加えて、 

毛 糸 ＋ 毛織物 ＋ 染色整理 ＋ 衣 服 ＝  合 計  
18 億円 ＋ 26 億円 ＋  4 億円  ＋ 30 億円 ＝ 78 億円 

の方がより実態を示していると考える人がいるかもしれません。 

品    目 業    種 品目数 データ入手元
鋼船・鉄道車両 輸送機械工業 2品目 国土交通省
医薬品 化学工業 1品目 厚生労働省
製材・合板 その他工業 3品目 農林水産省
食料品(酒類を除く) 食料品・たばこ工業 29品目 農林水産省及び各業界団体等
酒類 〃 7品目 各酒造組合
たばこ 〃 1品目 日本たばこ産業株式会社
石炭 鉱業 1品目 財団法人石炭エネルギーセンター

計 44品目



第２－２図  繊維工業の生産工程の一例 

 



 さらには染色整理の結果 26 億円の織物ができたのですから、 
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合 計 

 

 
 
 

    18 億円 ＋ (26－4)億円 ＋  26 億円    ＋ 30 億円 ＝ 96 億円 
 
がより正しいと考える人がいるかもしれません。 
このように品目の生産額を合計して全体の生産額を計算する場合には、品目をどの

ように定義するかにより、その数値に相違が出ます。染色整理を例にとりましたが、

羊毛から毛糸になる工程を更に細かくみると、 
 
    脂付羊毛  →  洗上羊毛  →  羊毛トップ  →  毛  糸 
 
の段階があり、これらの全てを品目として生産金額に計上すれば、合計の金額が更に

増大することになります。 
  これではほかの産業との比較ができません。そこで次に考えられるのが、各工程の

生産金額からそのために要した原材料等の消費額を差し引き、それぞれの工程で新し

く産み出された金額分を合計する方式です。 
 

 

毛 糸 

 

   ＋ 
 

 

毛 織 物 

 

   ＋ 
 

 

衣 服 

 

    ＝ 
 

 

合 計 

(18－(11+2))億円 ＋ (26－(15+2+1))億円 ＋ (30－(20+1))億円 ＝  22 億円 
 
  毛糸を 18 億円生産するための費用は、羊毛等原材料が 11 億円、電力等の燃料費が

2 億円ですので、この費用を差し引いた金額は 5 億円となります。このようにして、

毛糸から衣服を生産するまでの各工程の生産金額からその工程で消費された原材料費

等を差し引くと、合計 22 億円になります。この金額を「粗付加価値額」といいます。 
  毛織物をみると、生産額 26 億円は染色整理後のものですから、染色整理のために要

した電力（染料等を含む）等も同時に差し引いてあります。次に毛織物から染色整理

を分離してみます。 
 
         毛  織  物    染色整理    原料（毛糸）    電力等 
        （染色整理後）   加 工 賃    消費額     消費額  
 毛  織  物    26 億円 －    4 億円 －  15 億円  － 2 億円  ＝ 5 億円 
（染色整理前） 
 
                       電力（染料等を含む） 
              加工賃       消費額 
 
 染色整理       4 億円  －   1 億円    ＝   3 億円 
  



この合計値、5 億円＋3 億円＝8 億円は、毛織物の工程を分離する前の 26 億円－（15
＋2＋1）億円＝8 億円と一致します。このように粗付加価値額は品目単位でも、企業

（又は工場）単位でも、産業単位でも定義することができます。国全体でのこの概念

は、「国内総生産（Gross Domestic Product、GDP)」と呼ばれます。 
  生産活動のために消費されるのは原材料等だけではありません。紡績機や織機等の

機械設備も年々減耗し、陳腐化します。そこで、粗付加価値額から機械設備減耗額を

差し引いたのが付加価値額です。 
 
    付加価値額 ＝ 生産額 －（原材料消費額等＋機械設備減耗額） 

＝ 粗付加価値額 － 機械設備減耗額 
 
  繊維工業の数値例において、毛糸、毛織物、染色整理、衣服の各工程の設備、すな

わち、紡績機、織機、染色仕上機械、ミシンの各機械がそれぞれ 0.5 億円ずつ計 2 億

円減耗した場合には、この産業全体の付加価値額は 22 億－2 億円＝20 億円というこ

とになります。付加価値額とは、文字どおり生産活動の結果、各段階で新たに付加さ

れた価値の額をいいます。国全体の付加価値額は「国内純生産（Net Domestic Product、
NDP）」です。これを、産業単位で考えた場合には、最終製品となってその産業の外

に出たものの総額からその産業の生産活動のために外から投入した原材料等の総額を

差し引き、更に機械設備減耗分も差し引きます。この繊維工業の例では、 
 
 
     最 終 製 品 
（毛糸＋毛織物＋衣服） 

 
 
－
  

 
羊 毛 輸 入  ＋  電 力 等 

（毛糸工程＋毛織物工程（含染色）＋衣服工程） 
 

  ( 3  +  6  + 30 ) 億円  －   ( 11 +  2   +   3   +   1 ) 億円 
 

    － 
 

  機 械 設 備 減 耗 分 
 

    － ( 0.5  +  0.5  +  0.5  +  0.5 ) 億円   ＝  20 億円 
となります。 
  機械設備減耗額は、実際に計測することが極めて困難なため、会計経理上の減価償

却費で代用するのが普通です。しかし、両者は必ずしも一致せず、減価償却費は経理

上の取り扱いの変更等により実際の生産活動における減耗額と乖離するため、生産活

動の規模を表す指標としては付加価値額よりも粗付加価値額を使用するべきであると

いう考え方もあります。国内総生産（GDP）は、前述のとおり粗付加価値額の概念で

あり、国全体の生産規模を示す指標として使用されています。しかし、生産過程での

使用による機械設備の減耗は、当該期間の生産活動において、顕在化していないだけ

で実際には経常的に発生している費用とも考えられることから、生産活動の結果、新

たに得られた価値とは、減価償却費を差し引いた後の付加価値額であり、理論的には

これが生産規模を示すのに最も適切な指標であるということになります。 



２.３  生産者出荷指数と生産者製品在庫指数 

 
  生産者出荷指数の概念と仕組み 

  生産者出荷指数は、生産活動によって産出された製品の出荷動向を総合的に表すこ

とにより、鉱工業に対する需要動向を観察しようとするものです。生産指数と同時に

毎月、速報と確報の２回公表しています。 
  算式、分類等は生産指数と全く同じです。 
  採用系列も生産指数と同じで、品目数も 408 品目です。基礎データの出所も生産指

数と全く同じであり、生産動態統計が中心となっています。 
  出荷指数の定義としては、製品の需給動向を見るという観点からは、「販売取引量」

が有効であるといえます。そのためには、事業所内の自己消費分や自社他工場消費向

け、製造事業所から本社等の販売部門への転送分、更には販売部門を別会社として経

営を行っている場合には、それら販売会社への引渡し分等はできるだけ除外し、企業

あるいは企業グループからの販売動向を出荷指数として捉えた方がよいことになりま

す。生産動態統計の出荷は原則として事業所からの出荷になりますが、必要に応じて

出荷を「販売向け」と「その他向け」に分けて調査し、「販売向け」を出荷の系列と

して採用することで上述の目的に応じています。 
生産動態統計においては、ボイラや化学機械などの受注製品である大型設備向け機

械はユーザーの検収等をもって生産として扱い、出荷・在庫を調査していません。こ

うした品目については、生産の数値をそのまま出荷の数値としています。このほかに、

弁や管継手などの機械部品や電子部品等では、実際に販売・在庫があるにもかかわら

ず、受注品の性格が強いこと、品種が多岐にわたって数値の把握が難しいことなどの

理由から、生産のみを調査している場合があり、この場合も生産＝出荷としています。 
 
 ここで、海外からの購入品や生産委託品など、自社が生産していない受入品につい

ての調査票上の扱いについてふれておきます。 
 生産、出荷、在庫等のバランスを数量ベースでみた場合、 
   
月初在庫量 ＋ 受入量 ＋ 生産量 ＝ 消費量 ＋ 販売量 ＋ その他出荷量 ＋ 月末在庫量 
  
の関係が調査票上では成り立ちます。一方、指数では、受入量、消費量、その他出荷

量（含む品目も一部あります。）については対象としていませんが、かつてはこれら

が除かれていても数量ベースでの生産、出荷、在庫のバランスに大きな影響はありま

せんでした。しかし、機械工業等の製品をはじめとする多くの業種で海外からの受入

品が増加し、生産、出荷、在庫のバランスがくずれ、その結果、それぞれの指数の動

きのバランスが成り立たないケースが見られるようになりました。調査票を記入する

イメージで例を挙げてみます。 





第２－５表  生産者出荷指数の業種別・財別ウェイト 

 



  生産者製品在庫指数の概念と仕組み 

  生産者製品在庫指数は、生産活動によって産出された製品が出荷されずに、生産者

の段階に残っている製品（在庫）の動きを示します。算式、分類等は、生産・出荷指

数と全く同じで、基礎データの出所は出荷指数の系列と同様にしています。また、採

用品目数は 291 となっています。 
  まず、問題となるのは「生産者の範囲」ですが、この範囲は出荷指数と同様にして

います。これは、企業によって生産事業所ではなく本社倉庫等に製品在庫を置いてい

るケースがあり、製品需給の動向把握という観点からは、それら全体を捉えて在庫の

動きを見なければ不都合となるからです。このため、生産動態統計調査では本社の在

庫を調査している品目もあります。 
  次に「製品の範囲」について考えてみましょう。生産事業所の中で次工程に投入さ

れる中間生産物は、製品とせずに、半製品・仕掛品又は原材料在庫として扱うことが

あります。製品在庫と原材料在庫との区別は、在庫として保有される目的の如何によ

ります。例えば、圧延メーカーが保有する鋼材は製品在庫ですが、機械メーカーが保

有する鋼材は原材料在庫に含まれます。しかし、保有の目的によって在庫を製品と原

材料とに区別する扱い方は、一貫生産事業所の場合は困難です。例えば、鉄鋼業の一

貫メーカーにおける銑鉄、粗鋼、圧延鋼材などは、それぞれの工程の製品であると同

時に、次工程の原材料でもあります。機械工業における部品や繊維工業における糸な

ども同様です。これらは指数の上では製品在庫として取り扱っています。生産動態統

計調査では、鉄鋼業や繊維工業等の一貫メーカー以外の専業事業所において、原材料

として購入又は受入れた製品については、原材料在庫として計上することになってい

ますので、ある時は製品在庫に、またある時は原材料在庫になるというようなことは

ありません。同じ業種に属する事業所が違う取り扱いをすることもありませんから、

二重計算や脱落はなく、製品在庫指数の時系列としての一貫性は保たれています。 
  在庫指数の採用品目数は生産及び出荷指数の採用品目数より少ないものとなってい

ます。受注製品の場合、仕掛品在庫はあっても製品在庫が無いこと、また、品種が多

種多様で把握が困難な品目や、経済産業省所管外品目で生産又は出荷の実績値が入手

可能でも在庫数値が得られない品目があるためです。 
  品目別ウェイトは 2020 年（令和２年）における１か月平均の「在庫数量×単価」で

あり、単価は生産指数及び出荷指数と同じものを使用しています。これにより、３つ

の指数の整合性を図り、製品需給の全体的なバランス状況が観察できるようになって

います。業種別ウェイトは経済センサス‐活動調査における製品の年末在庫を年平均

に調整し、膨らましを行っています。さらに前述の中間生産物で、指数上では製品在

庫としていますが、経済センサス‐活動調査上は製品扱いとしていない品目について

は、生産動態統計を用いてその分を加算しています。生産者製品在庫指数の採用品目

数及びウェイトは、第２－６表、第２－７表のとおりです。 



第２－６表  生産者製品在庫指数の業種別・財別採用品目数 



第２－７表  生産者製品在庫指数の業種別・財別ウェイト 

 



２.４  生産者製品在庫率指数 

 
  指数の目的と仕組み 

在庫率指数は、生産活動により産出された製品の需給状況がひっ迫してきているか、

あるいは緩んできているかを示す指数であり、在庫と出荷の比率で表現しています。

公表は生産・出荷・在庫指数と同時に行います。 
  この指数は在庫数量と出荷数量の２つの異なる系列を用いて求めます。まず、品目

ごとに在庫数量と出荷数量の比を計算して、その 2020 年（令和２年）の年平均を基準

数量とし、個別指数を算出します。さらに、在庫額ウェイトによって総合化します。 
  受注製品はともかく、市場の動向を見ながら生産を行う製品は、一般的には出荷を

円滑に行うために、適度の「ランニングストック」を持っているため、在庫と出荷と

の比率によって在庫率指数としています。しかし、前述のように一部の品目について

は製品在庫として計上されている中に、出荷を目的とした在庫と自分のところで原材

料として使用する自己消費のための在庫が混在している場合があります。 
  自己消費のための在庫は本来原材料在庫ですから、理論上ではこれらを取り除いて

在庫率を計算しなければいけませんが、実態上不可能です。また、自己消費率の高い

品目は出荷量が極めて少ないため、出荷量との比率をとると在庫率が不安定となるこ

とから、このような品目は出荷数量と在庫数量の比率ではなく、生産数量と在庫数量

の比率をもって在庫率の個別指数としています。これらの品目には鋼半製品、アルミ

ニウム地金、二塩化エチレン、コールタール製品、段ボールシート等があります。 
  さらに、季節変動が激しい石油ストーブ、セパレート形エアコン、コンバイン等の

栽培用・収穫調整用機器等については、当指数の系列から除外しています。この結果、

在庫率指数の採用品目数は、在庫指数より８品目少ない 283 となっています。これに

対する個別ウェイトは、本来ならば在庫指数における個別ウェイト基準額に除外した

８品目についての調整を行うべきですが、計算の便宜等を考えて在庫指数のウェイト

をそのまま使用しています。このため鉱工業総合の在庫率指数のウェイトは、9704.2
となっています。 
 
  率指数の算式の特徴 

  在庫率指数は基準時固定加重算術平均法で計算していますが、生産量、出荷量、在

庫量といった具体的な実績系列から作成されている生産・出荷・在庫指数とは構造的

に異なっています。生産指数等が単一の概念の実績系列の中で基準時と比較時を決め

て指数化しているのに対し、在庫率指数は出荷と在庫という２種類の実績系列の比率

を品目ごとに指数化し、それを加重平均して総合指数を作成しています。このような

指数を鉱工業指数の中では「率指数」と呼んでいます。 
  在庫率指数の総合指数の算出には２つの方法があります。 



１．総合の在庫指数と出荷指数をそれぞれ先に計算してから、その比率を求める方法 
２．品目別の在庫と出荷の比率を求め（品目別の在庫率指数の作成）、これを加重平

均して総合指数を求める方法 
 
 どちらの方法がより適切であるかは意見の分かれるところですが、現行は２の方法

を採用しています。１の方法は品目や業種の規模の拡大等については適正に総合指数

に反映できますが、逆に品目別の在庫率に変化がなくても、ある品目の規模が変化す

れば、その影響で総合指数が変化します。また、在庫が非採用となっている品目は出

荷の動きのみが反映され、総合在庫率の動きから製品需給の状況を観察するのに適切

でない場合が生じて、別途、在庫採用品目のみによる出荷指数を作成しなければなり

ません。 
  ２の方法は個々の製品の動向は整合的に把握されますが、出荷と在庫が反対方向に

動いた時には、在庫率は相乗された動きとなるため特異な数値を示し、総合に大きな

不規則変動を持ち込むことがあります。なお、１の方法による指数が必要である場合

には出荷指数及び在庫指数がそれぞれ公表されているため、利用者が総合指数計算を

行わなくても簡単に計算できます。 
  現行（２の方法）の在庫率指数を IRt とすると、その算式は次のとおりです。 

 
 
 
 
 

…… 基準時点の各品目の在庫額構成比＝ウェイト 
 

… …  基準時点の各品目の在庫率、              …… t 時点の各品目の在庫率 
 
  すなわち、個別の在庫率水準の基準時点に対する比較時点の上昇率を個別指数とし、

基準時における在庫額のウェイトで総合したものです。この算式はまた、次のように

変形されます。 

  この変形後の式の意味は、比較時点の個別在庫率を基準時における出荷額ウェイト

で総合し、基準時点における総合在庫率指数で除したものとなります。 
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第２－８表  生産者製品在庫率指数の業種別・財別採用品目数 

 
 



第２－９表  生産者製品在庫率指数の業種別・財別ウェイト 

 
 
  



２.５  製造工業生産能力指数と稼働率指数 

 
  指数の目的と仕組み 

製造工業の設備の稼働状況がどのように推移してきたかを表すのが、稼働率指数で

す。個別品目の生産実績と生産能力の比によって品目別に稼働率指数を求め、これを

総合して作成します。また、生産能力についても稼働率指数同様、個別品目の生産能

力指数を求め、これを総合して作成します。これらの指数は生産・出荷・在庫指数の

確報公表と同時に公表しています。 
設備の稼働状況を捉えるには、今までに説明してきた生産・出荷・在庫の場合とは

また違った難しさがあります。生産・出荷・在庫であれば、少なくとも個別品目につ

いては具体的な製品の物理的数量が測定可能です。しかし、生産能力あるいは稼働率

は極めて抽象的な概念ですから、概念や統一的な算定基準を規定してから測定しなけ

れば、様々な方式によるものが混在してしまい、その内容が不明確になってしまいま

す。本節では、指数の具体的な仕組みを中心に述べることとし、更に補論で概念や算

定基準等の理論的側面について深めることにします。 
生産能力指数、稼働率指数ともに算式は 2020 年（令和２年）基準の加重算術平均法

です。生産能力指数の個別指数は品目別生産能力、ウェイトは品目別能力付加価値評

価額（品目別単位当たり付加価値額×生産能力量）となっています。品目別生産能力

の基礎データは、生産動態統計調査による「能力調査」又は「設備調査」から求めて

いますが、能力を測定することが困難なものも多く、能力データが得られる品目は限

られたものにとどまっています。また、所管外品目に至っては全くデータが得られて

いません。一方、稼働率指数の個別指数は品目別稼働率（生産数量／生産能力）であ

り、ウェイトは品目別付加価値額です。品目別稼働率における生産数量は、原則とし

て生産指数と同様のものとしていますが、生産数量と生産能力の対応が困難なものに

ついては、①紡績糸、織物等では紡績機や織機の運転錘（台）数と保有する運転可能

錘（台）数の比や、②石油製品では原油処理量と原油処理能力の比などのような工夫

により稼働率を求めている品目もあります。 
以上の結果、採用系列数は生産能力指数、稼働率指数とも 139 品目と生産指数に比

べ非常に少なく、品目は完全には対応しているとはいえません。また、生産指数と比

べると代表率も低くなっています。 
 
  指数の分類 

分類は業種分類のみで、財分類の設定はしていません。業種分類は生産能力指数、

稼働率指数ともに生産指数の分類に準じていますが、生産指数と比較すると、「プラ

スチック製品工業」、「食料品・たばこ工業」、「鉱業」は系列が得られないため対

象外となっているほか、「その他工業」についてはその細分類業種である「皮革製品



工業」、「印刷業」、「木材・木製品工業」も系列が得られないため、これら細分類

業種を除いて作成しています。業種別の採用品目数及びウェイトは第２－１０表のと

おりです。 
 

第２－１０表  生産能力指数・稼働率指数の採用品目数及びウェイト 
 

 
  実稼働率の公表について 

基準時の稼働率を 100 とする稼働率指数は、業種別指数も生産・出荷・在庫指数の

確報と同時に公表されますが、一方で業種別公表の要請が強い生産可能な最大算出量

（フル稼働時）を l00 としたときの稼働水準、すなわち「実稼働率」については公表

していません。その理由としては、生産活動の形態は各業種様々であるため、業種間

比較は困難であることに加えて、現行の稼働率指数は月々の稼働率の推移を観察する

指標としてはほぼ十分ですが、実稼働率の総合的な水準を見るためには、精度が不十

分であることが挙げられます。 
しかし、大数の法則によりある程度総合したレベルでは、実稼働率の大まかな目安

として使用できると考え、2015 年（平成 27 年）基準までは、基準時における「製造

工業」、「機械工業」、「機械工業を除く製造工業」についての実稼働率を計算して



いましたが、近年、生産能力の把握がますます困難となっていることを背景に、2020
年（令和２年）基準では、実稼働率の計算を取りやめました。 
 
  率指数としての稼働率指数 

稼働率指数は、生産数量と生産能力という異なった系列の比率として求められます。

すなわち、前に説明した在庫率指数と同様、稼働率指数は「率指数」となっています。

この指数の作成方法についても、生産数量、生産能力それぞれに総合化してから比率

計算を行う方法と、先に品目別に比率計算をしてから総合化する方法がありますが、

在庫率指数と同様に昭和 50 年基準で前者から後者に方式を替えています。ちなみに、

現行指数の算式を示すと以下のとおりになります。 
 稼働率指数を ORtとすると、 
 

 
 
 
 

 
………… 基準時における各品目の付加価値額構成比＝ウェイト 
 

………………………… 基準時における各品目の稼働率（生産／能力） 
 
………………………… ｔ時点における各品目の稼働率（生産／能力） 
 

すなわち、個別の稼働率水準の基準時点に対する比較時点の上昇率を個別指数とし、

基準時における付加価値額の構成比をウェイトとして総合したものです。この算式は

また、在庫率指数の際と同様に次のように変形できます。 
 
 
 
 
 

 
 
分母は基準時における実稼働率です。分子の は、基準時での品目別能力付

加価値評価額の構成比、すなわち能力付加価値評価額によるウェイトです。したがっ

て現行算式における稼働率指数は、観察しようとしている比較時点の個別の稼働率を、
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基準時における能力付加価値評価額ウェイトで総合したものを、基準時の総合実稼働

率で除したものとなります。 
 
 

(補論)   生産能力及び稼働率の考え方 

 
  生産能力・稼働率の測定方法の種類 

現行の生産能力及び稼働率指数の考え方は、生産能力を「事業所の保有する生産設

備においてどれだけの生産が可能であるか」という「技術概念による測定方式」を採

用しています。このほかにも稼働率については、様々な測定方法が研究されています。

その代表的な方法の１つにアメリカのペンシルバニア大学の「ウォートンスクール

（Wharton School）」において開発されたウォートンスクール方式と呼ばれる手法があ

ります。 
この手法は極めて簡単なもので、生産のピーク時を直線で結び、これを生産能力と

考え、その直線と実際の生産との比率をもって稼働率と考える（生産のピーク時は稼

働率 100％となる）やり方です。この方式の特徴は、生産能力の算定方式を品目ごと

に厳密に決める必要がなく、全体をカバーすることができる点です。また、生産活動

に対する経済的な諸条件の変化は、結果として生産に反映することになるので、技術

革新による設備の高級化や陳腐化等も結果的に織り込まれたものとなっています。こ

の方式は、直接総合指数に対して算出することもできますが、業種や品目ごとに計算

してそれを総合して算出することもできます。また、ピーク時を直線でなく、指数曲

線によって結ぶこともできます。 
一方、問題点としては、各ピーク時が 100％稼働となっている保証はなく、また能

力そのものも直線や指数曲線のように単調に増加するのではなく、生産と同様に景気

循環の影響を受けているかもしれず、実態より変化が増幅している可能性も考えられ

ます。さらに、我々が最も観察したいのは最近時点のものですが、過去の最も近いピ

ーク時以降は、それまでの直線等を傾向線として延長して能力とするしかないので、

次のピークまでは暫定値とならざるを得ないことも問題です。 
別の測定方法として、生産能力を具体的な技術概念としてではなく「費用概念」と

して考え、それによって算出する方法もあります。費用概念の生産能力は、企業行動

が利潤の極大化を目的とするとき、所与の生産設備の下において平均総費用が最小に

なる生産量で示されます。企業行動の分析や価格変動などの経済的諸現象との関係を

見るには費用概念の方が理論的により優れていると考えられます。これを統計として

客観的に捉えることはなかなか困難ですが、アメリカのバーント（E.R.Bernt）教授は、

同国の製造業についてこの概念による稼働率を測定しました。なお、バーント方式の

稼働率は計量経済モデルを手法として用いていますが、その内容についてはここでは



省略します。 
 
  技術概念による生産能力・稼働率指数 

現行の生産能力・稼働率指数は技術概念による考え方を用いています。生産設備か

らその能力を測定するには、２つの両極端な状況を想定できます。一つは、労働者や

原材料に全く制約がなく、しかも設備の故障や点検等も考慮に入れずに 24 時間フル

稼働を行った場合の「理論上の能力」です。もう一つは、労働者の熟練度や輸送のボ

トルネックをはじめ、現実に受けている制約条件の全てを考慮した場合の能力です。

前者の理論能力の場合は、実際の生産との対比による稼働状況をみる上で、特に組立

産業において、ほとんど意味がありません。一方、後者の現実能力は、それぞれの工

場によってその生産環境が全く同じということはあり得ないため、同一の設備であっ

ても千差万別の能力を持つことになり、全体の集計量としての能力の意味が複雑で曖

昧なものとなります。 
そこで品目ごと、あるいは業種ごとに現実の制約条件を種々検討して標準化し、「生

産能力は、生産諸条件が標準的な状態にある場合に、その生産設備で生産可能な最大

生産量である」と規定し、この「標準能力」と生産との対比により稼働率を算定する

ことにしています。個別品目についてだけではなく、総合的な稼働状況を把握するに

は、品目間、業種間でできるだけ整合的な算定方法をとることが望ましいと考えられ

ます。このため現行の方式では、品目間、業種間の共通的な生産条件を取り出して統

一的算定基準を定め、更にそれぞれの特殊条件を勘案しつつ、個々に生産能力の算定

方法を決定することにしています。しかし、近年、鉱工業生産で大きなウェイトを占

める機械工業などの加工組立型産業の品目を中心に、大量生産から多品種少量生産へ

の対応を図るために従来とは全く異なる「セル生産」と呼ばれる方式が拡がってきて

います。このセル生産方式では、生産能力が人的資源に依存することになるため、従

来の「ライン生産方式」のような製造設備に着目した生産能力の算定が難しく、品目

間における標準的、統一的な状況を把握することが困難になってきています。 
 

  生産能力の統一的算定基準 

既述のとおり、現行指数は技術概念による考え方を採用しているため、生産能力は

「生産諸条件が標準的状態にある場合に、その生産設備で生産可能な最大生産量」で

表されます。具体的には、以下のような「生産能力測定の統一的算定基準」に則り、

生産能力を算定しています。 
①   操業日数及び操業時間 

まず、年間操業日数の 1／12 を「月間操業日数」と定め、月々の暦日の変更は能

力の変動に含めません。鉄鋼業や石油化学工業のような連続操業を行っている業種

・品目は、原則として 365 日×1／12 を月間操業日数とし、週１回休日を原則とす



る業種（又は事業所）及び完全週休２日を原則とする業種（又は事業所）において

は、それぞれ 25 日／月、20 日／月を月間操業日数としています。 
それ以外の休日制の場合も、これに準じて算定しています。年間を通じて発生す

ると考えられる、偶発的な故障日数や設備の休止期間は、１か月当たりの平均の当

該日数を上記の月間操業日数から減ずることとしています。毎年行うことになって

いる定期修理も、同様に１か月当たりの平均日数に換算して月間操業日数から減じ

ています。しかし、隔年又は数年に１回行われる大修理や大規模な改造に伴う休止

期間は、対象となる修理及び改造の時期が流動的であり、必ずしも定期的に修理等

が行われるとはいい難いので、この点については特に能力減とはしていません。 
一方、操業時間については、従業者の交替、機械の調整、労働慣行等による休止

時を考慮に入れた「１日の標準的な操業時間」を捉えることにしています。一時的

な需給関係による操業時間の変動や火災等災害に伴う事故による操業時間の減少等

は、生産能力の変動としては考慮しないことにしています。このような要因による

操業時間の変動は、生産能力の変動ではなく、稼働率の変動として反映されるべき

だと考えているからです。ただし、現状では一部の品目について、実際の月間操業

日数を能力算定式に組み込んでいる場合があるため、個別の対応をしています。 
②  設備の技術条件の変化 

その中心となる設備に変化がない場合であっても、原料の前処理方法の進歩、触

媒の改良、エネルギー源の転換、生産設備の部分的改良等の技術的条件が変化した

場合には、能力の変化として反映させることとしています。また、設備の陳腐化等

による能力の変化を考慮に入れる必要がある場合は、設備ごとに「標準的な技術条

件」を前提としつつ、これらを勘案して生産能力を算定します。なお、中心的な設

備に問題がなくても付帯設備等が生産のネックとなっている場合には考慮に入れる

こととしています。これらの技術的条件の変化については、定期的な見直しを行っ

て精度を維持するよう努めています。 
③  労働力・原燃料の量及び質 

労働力については、各生産設備に配置した人員の一時的変化は考慮せず、当該生

産設備における「標準的な人員」を前提としています。また、労働力の質に関して

も、当該生産設備における「標準的な質」を前提としています。 
一方、原燃料については、個別の事業所においては一時的な必要量が入手できな

いことも起こり得ますが、一般的には量的制約がないものと考えて特に考慮してい

ません。また、原燃料の質については当該品目で平均的に使用される品質を前提と

しています。しかし、事業所ごとの差が激しく平均的な品質を前提とすることが困

難な品目については、事業所ごとに平均的な品質を決めて差し支えないことにして

います。 



④  混合生産の取り扱い 
１つの設備から２種類以上の品目が生産される場合は、平均的な品目構成の生産

量によって捉えることとしています。平均的な品目構成を想定することが困難な場

合や過去の平均的な品目構成が今後も継続すると考えられない場合などは、原材料

等の投入や主要機械の使用時間等から可能投入量、可能使用時間等を代用して採用

することもあります。 
⑤  能力見直し、設備の新設・増強・休止・廃業などの取り扱いについて 

月の途中での設備の改造や見直し等の変更をした場合、当該月の能力は月の途中

であっても変更後の数値としています。また、新規設備については、稼働した月か

ら１か月分の能力の報告を求めています。ただし、試運転による稼働は対象として

いません。 
一方、今後使用見込みのない生産設備、廃棄を予定して休止している生産設備、

休止中で再開に大改造を要する生産設備は対象範囲に含めないこととしています。

言い換えれば、休止中であってもすぐに使用可能な設備については、廃棄を予定し

ているか使用見込みがないという前提がない限り全て対象に含めるということで

す。また、毎年の定期的な修理を予定している生産設備については、①で述べたと

おり、対象範囲に含めておき、年間の操業日数で調整することにしています。 
廃業や設備廃棄については、稼働を完全に中止した翌月の報告としています。し

たがって、廃業が月初めであっても月末であっても、能力が減少するのは翌月から

ということになります。 
 
  



２.６  製造工業生産予測指数 

 
  予測指数と予測調査 

   
『製造工業生産予測指数』は、企業を対象として、製造工業の先行き２か月（調査

月およびその翌月）の生産計画を調査する『製造工業生産予測調査』を基礎データと

して作成しています。経済政策の効果的な運営を図るためには、現状の実態把握とと

もに、先行きの見通しも把握することが必要不可欠であることから、製造工業生産予

測指数は景気動向等の判断資料として重要な役割を果たしています。 
 今まで説明した生産指数をはじめとする指数は、昭和 30 年基準指数でほぼ体系が

確立し、その後５年ごとに基準改定が行われてきましたが、この指数は昭和 46 年３月

に初めて 40 年基準で作成されました。しかし、すぐに生産指数等の改定に合わせて昭

和 45 年基準に切り替えられました。その後、予測指数の改定は生産指数等の改定の翌

年に行ってきましたが、平成 12 年基準からは同時に行っています。毎月の指数値の公

表は、生産・出荷・在庫指数の速報と同時に行っています。 
なお、2020 年（令和２年）基準では、予測指数は 2023 年４月分調査より、生産指

数等は 2023 年６月分確報より、改定を行っています。 
 生産指数等では、生産動態統計を中心とした既存の統計を基礎データとして使用し

ていますが、予測指数の基礎データは製造工業生産予測調査です。この調査は、企業

の品目別の「生産計画量」又は「見込み量」を具体的な数値で毎月把握するもので、

ほかの短期的な見通し調査（ビジネスサーベイ）の多くは定性的な把握が中心となっ

ているのに対し、調査結果が月々定量的に把握できる点に特色があります。 
  製造工業生産予測調査は、統計法に基づく「一般統計調査」として以下の要領で経

済産業省が実施しています。 
 
①  調査対象品目 

生産動態統計調査に準じ、経済産業省の所管する製造工業に属する主要製品 186
品目 

②   調査対象 
企業べースとし、調査品目ごとに生産量の上位から累計しておおむね 80％を把握

できる企業を目途 
③  調査内容 

前月の生産実績並びに当月及び翌月見込みの生産量 
④  調査期日 

毎月 10 日現在 



⑤  調査方法 
メール（郵送）及び政府オンライン調査システムを利用した自計申告方式 
 

  予測指数の作成 

  上記調査により得られた結果を基に、以下の要領で製造工業生産予測指数を作成し

ています。 
 
①  基準時 

2020 年（令和２年） 
②  採用品目 

製造工業生産予測調査で得られた製造工業に属する 186 品目 
③  総合算式 

生産指数と同様、基準時固定加重算術平均法 
④  ウェイト 

付加価値額ウェイト 
採用品目において予測調査の非対象企業となっている付加価値額分は、採用品目

内で膨らましを実施。 
⑤  季節調整方法 

米国商務省の開発した「センサス局法 X-12-ARIMA」を用いて、予測指数体系内

における前月実績指数について季節指数を計算し、３系列（前月実績、当月見込み、

翌月見込み）とも同じ季節指数を使用。 
⑥  公表分類 

製造工業 
＜業種分類＞ 
鉄鋼・非鉄金属工業（鉄鋼業、非鉄金属工業）、金属製品工業、生産用機械工

業、汎用・業務用機械工業、電子部品・デバイス工業、電気・情報通信機械工

業（電気機械工業、情報通信機械工業）、輸送機械工業、化学工業、石油製品

工業、パルプ・紙・紙加工品工業、その他 
＜財分類＞ 
資本財（除．輸送機械）、建設財、耐久消費財、非耐久消費財、鉱工業用生産

財 
⑦  公表内容 

製造工業と上記の各分類について、前月実績、当月み込み、翌月み込みの季節調

整済指数、前月比、原指数及び前年同月比を公表するとともに、前月における実現

率及び当月における予測修正率を公表｡ 
 



  実現率と予測修正率 

  実現率とは、前月に予測した当月見込みの数値が、１か月経過して前月の実績値と

なった際にどの程度実現されたかを見るものです。予測修正率とは、前月に予測した

翌月見込みの数値が、１か月経過して当月見込みとしてどれだけ修正されたかを見る

ものです。いずれも季節調整済指数で計算していますが、参考値として原指数での計

算結果も公表しています。 
 

実現率   ＝ 
当月調査による前月実績指数 
前月調査による当月見込み指数 

 

予測修正率 ＝ 
当月調査による当月見込み指数 
前月調査による翌月見込み指数 

 
  企業が強気の生産計画を立てたにもかかわらずそれが実現されなかった場合、その

原因が需要の弱さであれば今後の計画を低めに修正するでしょう。反対に需要が強い

のに原材料や能力の制約等からそれが達成できなかった場合には、今後の計画を増加

させようとするでしょう。一方で、実績値が計画値をオーバーした場合、需要が強け

れば今後の計画を高めに修正するでしょうし、製品の作り過ぎであれば今後の計画を

下方に修正するでしょう。 
  このように、実現率と予測修正率はその時々の経済状況とそれぞれの企業が置かれ

ている状況に応じて変化します。このため、企業の生産活動における態度を示す指標

として広く活用されています。 
 

実現率の特徴 

実現率は、企業の生産計画（当月見込み）が、前月の生産実績としてどの程度実現

したかを示す数値ですが、企業の生産計画は、実績より過大に立てられている場合が

多いため、実現率は、マイナスになることがほとんどです。 
また、実現率は、平均すると－３％程度になりますが、年によっても実現率の平均

は異なっており、ここ数年は、実現率のマイナス幅が大きくなる傾向にあります。 
なお、経済変動が大きな時期は、先行きに対する不透明感が増すことから、企業も

生産計画の見通しが立てづらくなり、実現率のマイナス幅が大きくなる傾向がみられ

ます。実際、2020 年以降は新型コロナ感染症や半導体等の部材供給不足による影響等

で経済変動が大きかったことから、実現率は、ほかの年と比べ、マイナス幅が大きく

なっています。 
実現率の特徴として、ほとんどの月がマイナスとなりますが、３月の実現率（３月

の生産計画と実績値の差）は、プラスになる傾向がみられます。これは、３月は、決





月見込）の前月比の相関係数は 0.302 と、相関はそれよりもだいぶ低くなっており、

計画から実際の生産指数の増減率を予測することは難しいことがわかります。 
 
予測指数と鉱工業生産指数の相関係数（2013 年～2020 年） 

 実績 １月前の計画 ２月前の計画 
指数の相関係数 0.986 0.949 0.830 
前月比の相関係数 0.930 0.710 0.302 

 
鉱工業生産指数の先行きの試算 

経済産業省では、予測指数を用いて、鉱工業生産指数の１月先の増減率の予測を公

表しています。試算方法は、精度向上を図るため、見直し等を適宜行っており、この

先も見直しが行われる可能性がありますが、現時点（2023 年 12 月）の試算方法は、

実現率の時系列データを neg-log 変換し、当該データ系列に対して ARIMA モデルを設

定し予測値を計算し、逆変換を行い実現率の予測値を算出します。実現率の予測値か

ら予測指数の翌月の実績値を推計し、当月の実績値と翌月の予測実績値から、生産指

数の１月先の増減率の予測値を推計するという方法をとっています。 
 
【補足】neg-log 変換 
neg-log 変換（negative logarithmic transformation）とは、時系列データに負値やゼロ値

が含まれている場合の対数変換の手法です。 
真数を「時系列データの絶対値＋１」とすることで、絶対値記号が時系列データの

負値を正値にし、１を加えることで時系列データがゼロ値であっても対数変換が可能

となります。 
 
時系列データを{𝑋𝑋𝑛𝑛}とするとき、neg-log 変換の変換式は以下となります。 
𝑌𝑌𝑛𝑛 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋𝑛𝑛) × {𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠|𝑋𝑋𝑛𝑛|} + 1 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋𝑛𝑛)は符号関数といい、𝑋𝑋𝑛𝑛が正値のときは 1、負値のときは-1、ゼロ値のときは

0 をとる関数。|𝑋𝑋𝑛𝑛|は𝑋𝑋𝑛𝑛の絶対値。 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋𝑛𝑛)と|𝑋𝑋𝑛𝑛|より、𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋𝑛𝑛) × |𝑋𝑋𝑛𝑛| = 𝑋𝑋𝑛𝑛となります。 
 

 
予測指数と景気動向 

予測指数は、企業の生産計画に基づく情報であることから、企業自身の景気判断も

含まれていると考えることができます。実際、景気が上向きのときには、生産計画が

上方に修正される傾向があり、反対に、景気が下方局面に向かっているときには、生

産計画が下方修正される傾向にあります。 



経済産業省では、生産計画と景気動向の関係性に着目し、予測調査のデータを使っ

て、景気動向との関連性の高い指標を作成し、公表しています。 
具体的には、予測調査において、生産計画を上方修正した割合から、生産計画を下

方修正した割合を差し引いた、いわゆる DI を作成・公表しています。 
この DI は、景気動向との関連性が高く、DI が－５を下回っている場合は、景気後

退局面入りしている可能性が高くなります。 
予測指数は、鉱工業生産指数の先行きを直接検討することができる一方、このよう

に、景気動向を占う材料とすることもでき、使い方・分析の方法によって、様々な情

報を得ることができます。 
 

 



第３章  指数の作り方 

 
３.１ 基 準 改 定 

 
  固定基準指数とバイアス 

  鉱工業指数や企業物価指数などの各指数は、現在「2020 年（令和２年）基準」とな

っています。算式はウェイトを基準時に固定した加重平均法、すなわち「ラスパイレ

ス算式」を採用している指数がほとんどです。ただし、貿易価格指数は「フィッシャ

ー算式」、GDP デフレーターは「パーシェ算式」というように、ほかの算式によるも

のもあります。 
  基準時固定加重平均法による指数は、比較時が基準時から遠ざかるにしたがってバ

イアスが生じます。その要因は品目間の相対価格の変化です。よく「ある品目の生産

規模が数倍になり構成比が著しく増大したのに、基準時の小さなウェイトを使用して

いるからその品目の上昇が適正に評価されず、総合指数が下方にバイアスを持ってい

る」とか、「生産規模が半減したのに、その品目は基準時の大きなウェイトを使用し

ているため、総合指数は実際より低めの数値となっている」と考える人がいますが、

これは間違いです。 
固定基準の数量指数は、 

 
 
 
 
同じく物価指数は、 

 
 
 
 
です。当該品目のウェイトは ですが、これが比較時の構成比 

となっていないため不適正な評価なのではなく、ウェイトの分子 pi0 qi0 のうち qi0 は基

準数量と相殺されており、右辺の総和型における pi0 と比較時における実際の価格の違

いがどれだけあるかによりバイアスが生じるのです。一般に成長品目は量産効果等に

より相対価格が低下し、一方、停滞品目は下方硬直的な価格となっている場合が多い

のですが、どちらも基準時の価格によって評価されることになるため、成長品目は過

大に、停滞品は過小に評価され、総合指数に上方のバイアスを持ち込むことになりま
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す。ただし、繰り返しになりますが、比較時価格 pit による指数（＝パーシェ算式指数）

の方のバイアスが少ないということではなく、ラスパイレス算式と全く正反対のバイ

アスを持つということになります。 
  固定された基準時から遠ざかるにしたがって指数のバイアスが大きくなるならば、

比較時の１時点前を基準時とする指数を作り、基準時を順次移動させ、それを連結さ

せた指数を作成するという手法も考えられます。このような指数を「連鎖基準指数」

といいます。この方式は国連の IIP マニュアルでも推奨方法の一つとされており、ア

メリカ、カナダなどの国で作成されています。しかし、まだ多くの国の鉱工業指数は

固定基準による指数となっています。その理由は指数の意味の明確さと、作業の効率

性です。しかしながら、あまり長く基準時を固定しておくとバイアスが大きくなりま

すから、適当な時点で新しい時点に基準時を移さなければなりません。これが「基準

改定」です。 
 
  基準改定の考え方 

  基準改定を行うのは、算式のバイアスをなくすためだけではなく、もう１つ大きな

理由があります。実際の指数は、生産されている全ての品目を捉えているわけではあ

りません。その時々において、全体の生産活動を代表できる品目の検討、選定を行い、

最適な品目を採用することによって総合計算が行われます。このため、適当な時期に

採用品目を見直し、その質的な変化や改定後に新たに登場した製品も含め、指数の代

表性を検討する必要が生じます。 
  指数の基準時は、経済的に安定した時点が望ましいといえます。固定基準指数では、

その指数の全期間にわたって同じウェイトが使用されるため、特殊な時点のウェイト

は総合指数に歪みを持ち込むことになります。よって、経済的に安定した時点のウェ

イトとするために、基準時と別の時点のウェイトを用いることがあります。このよう

にウェイトに使用した時点を、基準時と区別して「ウェイト時」と呼ぶことがありま

す。また、１時点を基準時及びウェイト時とするのではなく、数年間の平均をとるこ

とで、より歪みの少ない指数を作ることがあります。これを「広礎法」による指数と

いいます。 
  経済の安定した時期が基準時としてふさわしいならば、それぞれの指数の持つ特質

により、様々な基準時をとるべきという考えもあります。しかし、日本においては、

各指数ともに歩調を合わせて５年ごとに基準改定が行われています。過去の例では、

第１次石油危機後の数年間は、経済活動が極めて大きく変化した時期であり、指数に

よっては基準時として問題があるものもあったかもしれませんが、いずれも昭和 50 年

基準に改定しました。各指数の基準時を同一時点に統一する最大の理由は、それぞれ

を用いた比較や加工を容易にするためです。一次統計でも、『国勢調査』や『経済セ

ンサス‐活動調査』といった日本全体の状況を把握する大規模な調査は、指数の基準



時と同じ年に定期的に行われています。また、指数以外の加工統計である『産業連関

表』も、基本表は指数の基準時と同年で作られ、それを基準として指数等を使って毎

年の延長表を推計しています。 
  過去の鉱工業生産指数を見る限り、指数にバイアスが生じる原因は、経済的に不安

定な時点をウェイト時として選んだことによって歪んだウェイト（相対価格）に固定

しているということより、比較時が基準時から遠ざかることにより、特定品目の著し

い価格変化の影響で当初設定したウェイト（相対価格）が実態と乖離してくること等

の要因の方が大きいといえます。 
  なお、昭和 50 年基準までは、各指数における基準改定の周期を５年ごととすること

は、単なる慣習に過ぎなかったのですが、昭和 55 年基準以降は、統計審議会（旧統計

法）の答申（昭和 56 年 3 月 20 日（諮問 185 号））により、正式に西暦年号の末尾０

又は５の年を基準時とすることを原則としています。 
 
 
３.２ 個 別 系 列 の 選 び 方 

 
  指数と基礎データ 

  指数作成のための主な作業の１つに、採用系列の選定とその基礎データの収集整備

があります。しかし、その方法はそれぞれの指数で様々な形で行われており、特に採

用系列の基礎データの収集方法は各指数の間で全く異なっています。 
  生産指数を始めとする鉱工業指数は、主として『生産動態統計』を基礎データとし

ていますが、この調査は必ずしも鉱工業指数を作成するために実施されているもので

はないため、別途、ほかの資料も使用することで補完しています。 
 一方、企業物価指数は毎月調査を行っていますし、消費者物価指数は小売物価統計

からデータを求めています。この小売物価統計は、最初から消費者物価指数の個別系

列作成を主目的としており、同指数の採用系列の変更に伴い調査品目の改正が行われ

ます。このほか、貿易価格指数は本来的には業務統計である貿易統計（輸出入通関実

績）を基礎データとしています。 
  このように、それぞれの指数の基礎データの収集方法が違っているのは、データの

持つ経済的特性等が異なるからです。企業物価指数については、商品の価格が特定の

数銘柄及び特定の数社の把握で全体の動きを代表させることが可能な場合が多いこと

が挙げられます。消費者物価指数が小売物価統計という統計法に基づく基幹統計によ

っているのは、品目の動向は特定の指定銘柄で代表できるとしても、その小売価格は

商店の形態や場所によって異なるため、広範囲な調査を行う必要があるからです。し

たがって、小売物価統計調査は都道府県を通じて調査員による調査を実施しています。

また、貿易価格指数の場合は、商品の輸出入は通関手続きが必要であり、全ての商品



を網羅していますから、問題は指数用の品目分類をどう編成するかということになり

ます。 
  一方、生産指数等の数量指数の系列は、物価指数とは違った特性を有しています（た

だし、貿易数量指数については、金額指数を物価指数で除して誘導する方式ですから、

生産指数等の数量指数とは異なります）。物価指数の場合は、個々の系列の取引額又

は消費額について全体に関する価格を把握しなくても、特定の典型的な数値を観察す

れば、その系列全体の動向がおおむね推測可能です。これに対し、数量指数の場合は、

個々の系列についての生産量（取引量）又は消費量の合計についての動向を観察する

ことが必要となります。ただし、観察しようとする範囲について、全てのデータがそ

ろっていなければ指数が計算できないということではありません。むしろ、限られた

データの中で、現実の経済活動に対してより良好な代表性を持つ指数をいかに作成す

るかということが指数作成の課題です。 
 
  生産指数における代表率と採用品目 

  以下、付加価値額ウェイト生産指数を例にとって説明します。生産活動によって産

出される全品目の数を n とし、その全てについてのデータが入手可能であるとします。

個々の品目の基準時における単位当たりの付加価値額を pi0、基準時及び比較時の生産

数量をそれぞれ qi0 及び qit とします。全品目生産指数は、 
 
 
 
 
で計算されます。したがって、個々の品目の全体に与える影響度合は、 
 
 
 
 
です。そこで n 個の品目から採用品目を選択する目安は、付加価値額の大きさと個別

指数の変動の大きさということになります。n 個の品目（全品目）のうち m 個を採用

品目とした場合、指数の「代表率（coverage）」は 
 
 
 
 

で示すことができます。 
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訳となる業種分類や財分類も作成するため、これらの分類も踏まえて採用品目を選択

することになります。 
 
  生産指数のデータの制約 

  今までは、全品目のデータが入手可能であることを前提として話を進めましたが、

実際はデータの制約という点が指数作成上の非常に大きな問題となっています。生産

指数の採用系列の中心的な基礎データは、前述のとおり『生産動態統計』です。しか

し、この調査は主要鉱工業製品の生産需給動向を把握しようとするもので、指数の採

用系列選定の観点から見ると、調査対象品目は必ずしも満足のいくものとはなってい

ません。調査品目数は最も細かな分類（末端分類といいます）で約 1,600、対象事業所

数は約 1 万 4 千となっていますが、全ての事業所を対象とする『経済センサス‐活動

調査』の結果を見ると、鉱工業に属する事業所の数は約 41 万となっており、生産動態

統計がカバーする範囲は一部であることがわかります。そして、その調査品目の決定

は、各種個別の行政ニーズ、経済指標としてのニーズ、指数等加工統計のための基礎

データとしてのニーズなど極めて多目的な観点からなされており、既に示したような

付加価値額の大きさを目安に選ばれているわけでもありません。しかも、鉱工業製品

であっても経済産業省所管外のものは調査対象外となっており、生産指数の採用品目

という目的だけのために、調査を大幅に拡充することは極めて困難といわざるを得ま

せん。この点を消費者物価指数について見ると、卸・小売業に属する事業所だけでも

140 万以上あるのに、小売物価統計調査は 2 万 7 千店舗と 2 万 8 千世帯の調査対象で

良好な代表性を有しており、しかも、基準改定ごとにこの指数作成を主たる目的とし

て調査品目の入れ替えを行っているのとは対照的です。これは、価格調査の場合、各

品目について全ての店舗における月初から月末までの価格が入手できなくても、特定

の店舗の特定の期日の価格でその典型的な数値を得ることができるのに対し、数量調

査の場合は、各品目について生産活動を行っている全ての事業所の月初から月末まで

の実績値を集計しなければ総量を把握できないことが大きな理由です。もちろん、各

品目の生産数量についても先に第３－１図（ローレンツ曲線）で示した％方式により、

大規模事業所の数量を把握することで全体を推察することはある程度可能であり、生

産動態統計調査においてもかなりの部分について零細事業所を調査対象から除外す

る、いわゆる「裾切り調査」を実施していますが、この方式をとったとしても、調査

品目の拡大には限度があります。 
 
  採用品目の選び方 

  実際の生産指数の採用品目の選定にあたっては、まず、生産動態統計調査及び経済

産業省所管以外の月次調査の全品目を整理して、この調査の中の代表率をどの程度に

したらよいかを決定します。そのやり方は、先ほどのローレンツ曲線の際の理論に準



じて、付加価値額の大きい順に品目を並べ、上位 60％まで、次いで 65％まで、…90
％、95％、100％（全品目）と 60％指数から 5％刻みの加重平均指数を作成し、全品目

指数に対してそれぞれの指数の代表性の検討を行います（生産動態統計調査等では品

目別付加価値額を調査していないため、品目別生産金額で代用します。同調査で生産

金額の調査がされていない品目については、生産数量に出荷単価やその他のデータに

よる単価を乗じて算出します。目安として考える場合には、生産金額による代表率で

も概ね妥当な結果を得ることができます）。過去の検討結果においては、全体の動き

を代表するだけであれば、代表率 80％程度の採用品目であっても一応の精度が確保で

きることがわかっています。しかし、業種によっては更に範囲を拡大して採用しなけ

れば、代表性が確保できないものもあります。そこで、代表率 90％を目安としつつ、

生産動態統計そのものの把握率や財別のバランス等も考慮に入れた上で、採用品目の

検討を行っています。 
  検討は、①各品目の系列として代表し得る範囲、②測定単位の系列としての有効性、

③月次作業の効率性、④速報時の精度確保、⑤調査改正による系列の連続性の確保等

を中心に行われます。また、品目の将来性及び品目の動向分析上の重要性等について

も積極的に検討を行っています。しかし、この作業の定量的な基準を作成することは

なかなか難しく、指数作成者が最も苦労するところです。 
 
  採用品目の範囲と測定単位の選定 

  採用品目の選定にあたっては、前述のとおり、生産活動を代表する系列として適切

かどうかの検討を行いますが、なかでも以下の２点については検討に充分な時間を割

いています。 
  その第１は、品目の括り方の問題です。数多い末端品目をそのまま使って総合指数

を計算した場合と、いくつかの末端品目を括って指数計算用の１品目とし、これを使

って総合指数を計算した場合とで、動きに大差がなければ明らかに後者の方が効率的

といえます。では、両者の動きに大差がない、言い換えれば、末端品目を括ることが

できるのはどのような場合でしょうか。それは、①それぞれの末端品目の単位当たり

の付加価値額が同等の場合、②それぞれの末端品目の動きが似ている場合のいずれか

です。例えば、鋼板の場合、厚さなどによっていくつにも細分化することはできます

が、大口契約とスポット買い等で価格の違いはあるものの、作られる場所や用途が決

まっているので全体としての動きに大差はないことから、鋼板として括って採用して

も問題はありません。一方、エアコンには様々な形式の製品があり、パッケージ形、

セパレート形、乗用車用などそれぞれ価格も作り方も需要先も全く異なり、当然月々

の動きも異なるため、採用系列としては別々の品目として扱った方がよいと考えられ

ます。月次作業の効率化を考えれば、より少ない品目で生産活動を代表させる方が望

ましいですが、どの品目をどこまで括るかの判断は、作成者が理論上問題があるかど



うかの見当をつけ、過去のデータによって検証してみる以外に方法はありません。そ

の場合、その指数が利用される将来数年の見通しを持っていることが必要です。 
  第２は、品目の「測定単位の選定」です。生産動態統計調査の各品目の測定単位は、

必ずしも１種類ではありません。個数、重量、容量など同一品目で２種類以上の測定

単位で調査している品目があり、どの単位で時系列を作るかによって動きが大幅に違

うことがあります。このような品目の単位を選ぶ基準は、当然ながら生産活動の実態

を最も的確に表現できるような単位を選ぶことが大切です。例えば、電線ケーブルに

ついてその測定単位を長さにすると、太い電線ケーブルを作った月と、細い電線ケー

ブルを作った月とでは、生産活動の内容が異なることになります。また、機械製品で

は、発電機を kVA、はん用内燃機関を千 PS というように、その製品の有する機能の

大きさを単位として採用しているものもあります。もし、適切な測定単位が選ばれて

いない系列があれば、実態を正しく反映できず、総合指数に攪乱要因を持ち込むこと

になります。 
  一方、生産指数の系列の測定単位として金額を採用することがあります。これは、

①その系列が本質的には数種類の品目から構成されており、１品目としては適当な数

量による測定単位の系列が見当らない場合、②系列内における個々の品質変化が著し

く、数量単位では変化の内容が表せない場合等が該当します。測定単位として金額を

採用する場合には、価格変動を取り除き、数量変動分のみを取り出さなければなりま

せん。2020 年（令和２年）基準指数の採用品目の測定単位の状況については、別途補

論で述べることとします。 
 
  長期生産物の取り扱い 

  機械製品の中には、生産に着手してからできあがるまで２か月以上、時には１年以

上の期間を必要とするものがあります。このような品目を「長期生産物」と呼んでい

ます。生産動態統計調査では原則として製品が完成した時点で生産として計上します

が、実際の生産活動は着手してから完成までの期間を通じて行われているため、長期

生産物について完成した最後の日に全てを計上することは適切ではありません。そこ

で、このような品目については、何らかの形で月次系列を得る工夫が必要ですので、

完成時の生産量のほかに、生産内訳及び月間進ちょく量を調査しています。 
 その方法としては、 
  ①  月次の進ちょく状況を調査し、生産とする。 
  ②  着工と完工予定を調査し、何らかの方法でそれを月別に配分する。 
  ③  鋼材使用量、労働投入量、電力使用量等、投入側の適当な系列を代用する。 
等があります。2020 年（令和２年）基準指数では「鋼船」のみを長期生産物として扱

っており、その進捗量は、着工（起工）時期を調べ、これを標準的な工事遂行量の比

率で月別に配分して算出しています。なお、鋼船の出荷量については、月次の引渡し



量としています。 



(補論)生産指数における品目の測定単位 

 
  2020 年（令和２年）基準鉱工業生産指数で採用している 408 品目の測定単位は、第

３－１表のとおりとなっています。これによると、 
①  一般的な「重量」を単位として用いているものが 196 品目あり、品目数の単純構

成比で約 48%を占めています。しかし、これには次の２つのケースがあります。 
１．重量を測定単位とすることがその製品にとって慣習や社会通念上当然であると

考えて差し支えないもの（鉄鋼製品、化学製品等） 
２．ほかの測定単位に適切なものが見当らず、次善の策として重量を用いているも

の（金属製品、生産用機械製品等） 
②  台、個、本、枚、点、足、セット、ダースなど、単純な「数」によるものが 106 品

目あり、全体の約 26%を占めています。 
③  「金額」によるものは 51 品目で約 13%であり、2020 年（令和２年）基準におい

てはこの金額採用の品目を全てデフレートしています。 
④  kl、m2、ｍなど、「体積」や「面積」、「長さ」によるものは 43 品目で、これも

約 11%を占めています。単位の性格としては、どちらかといえば①－２と類似して

います。 
⑤  残りの 12 品目、約 3%がその品目の「固有単位」又は「換算単位」によるものと

なっています。 
これらの測定単位のうち、計測値が生産活動の実態を適切に表現しているかどうか

について検討すべきは、特に①－２及び②です。③の「金額」は、数量単位（①、②、

④及び⑤）を用いることが明らかに適切でない場合について採用されます。これら採

用単位の選択の問題は、機械工業において多く見受けられます。この業種における品

目には同一名称で呼ばれる製品であっても、様々な銘柄や型式があるため、生産様式

や機能、価格等が異なり、また需要先も一様ではありません。したがって、適切な測

定単位を見出すのが困難なものもあります。また、機械工業は製品の機能変化等が著

しく、新製品や複合製品などの台頭によって、当初は指数の個別系列として適切な測

定単位であったものが、次第に不適格となるケースもないとはいえません。 
生産動態統計調査の機械器具部門では、基本的には測定単位を「台（個）数」と「金

額」の２種類としていますが、一部の特定品目についてはこの２種類以外の単位によ

って調査を行っています。上記に照らし合わせていえば、①－２と⑤ということにな

ります。このうち、⑤に属する PS（はん用内燃機関等）、kW（モーター等）、鉛量ｔ

（鉛蓄電池）等は、それぞれの製品固有の性能を示すものであり、それなりに生産活

動の実態を表していると考えて差し支えないものといえます。一方、①－２に属する

ものは、例えば「生産用機械工業」及び「汎用・業務用機械工業」では採用品目数 55
品目中 21 品目も占めており化学機械、金属工作機械、ポンプ等がこれに当たります。



一般的には受注製品で型式等が特定できない大型の設備機械が中心であり、トン数を

単位とするのは重量と大きさは比例するという仮定のもとで採用していることになり

ます。 
機械工業における最も基本的な単位は②の「台又は個数」です。エアコン、デジタ

ルカメラ、自動車など、非常に多くの品目がこの単位によるものです。耐久消費財や

各種の部品が中心で、レディメイドの規格化された製品が多い一方、これらの品目こ

そ銘柄が多様であり、まさしく軽・薄・短・小という言葉で象徴される技術革新の激

しい品目です。したがって、機能変化、新型製品、複合製品等の品質変化の問題が典

型的に見出されるのもこうした品目です。 
系列の等質性の観点からこれらの問題点に対処する手段として、③の金額が 51 品

目について用いられていますが、このうち医薬品、印刷等を除く 47 品目が機械の製

品で占められています。これらは食料品加工機械や集積回路など種類が多岐にわたっ

ており、単位当たりの価格が全く異なる製品を１つの品目として扱っています。これ

らの金額を単位とする品目は、数量変動のほか価格変動も含むことになります。鉱工

業指数は量的変動を表す数量指数ですので、価格の変動分を除いて数量の変動のみに

しなければなりません。そこで、2020 年（令和２年）基準においては、金額単位を

採用している 51 品目の全てにおいて、物価指数でデフレートしています。ただし、

金額系列の品目定義としっかり合致したデフレーターが全ての品目で存在する訳では

なく、これらの品目に対応するデフレーターをいかに適切に求めるかが、大きな検討

課題となっています。 
 



第３－１表 2020年（令和 2年）基準鉱工業生産指数の単位別採用品目数 

 
※４「指数」：鉄道車両生産指数 



３.３ 業種別・財別ウェイトの作り方 

 
  指数作成作業の中で、個別系列の選定及び時系列整備と並ぶ大きな作業としてウェ

イトの算出があります。各指数のウェイト作成の概略は第２章で触れていますので、

ここでは生産・出荷・在庫指数のそれぞれのウェイト作成の具体的手順について述べ

ることとします。ウェイトは鉱工業総合を 10,000 とする構成比で示され、ウェイトの

基となる金額を「ウェイト基準額」と呼んでいます。以下、業種別ウェイト基準額の

算定方法を説明します。 
 
  業種別付加価値額ウェイトの基準額算出 

  付加価値額ウェイト算出のための中心的基礎データは、製造業部門、鉱業部門とも

に『経済センサス‐活動調査』の結果です。これに『生産動態統計』等が補完資料と

して使われています。 
  まず、製造業の付加価値額ウェイトですが、これを 2021 年（令和３年）に実施され

た経済センサス‐活動調査（以下『センサス』）の製造業部門から算出する場合、次

の式により計算しています。 

・付加価値額＝製造品出荷額等※＋（製造品在庫額増減＋半製品･仕掛品価額増減） 

－（原材料使用額等＋内国消費税額＋推計消費税額＋減価償却額)  

※製造品出荷額等＝製造品出荷額＋加工賃収入額＋その他の収入額 
 
  センサス（製造業）の産業編による付加価値額は、「産業分類概念」によるもので

す。これを指数の「業種分類概念」に合わせるために手直しを行わなければなりませ

ん。産業分類概念であるセンサスは、ある事業所において複数の産業にまたがった多

種多様な品目を製造している場合には、その出荷額の多寡によって最も多い産業に格

付けし、事業所全体の数値をその産業のものとして計上しています。これでは当該業

種に本来属すべき品目の付加価値額が他産業のものとなり、当該産業には他業種に属

すべき付加価値額が含まれ不都合です。幸いにしてセンサス（製造業）では、上記の

産業別数値のほかに、製造品出荷額と製造品在庫額について、工業統計調査に準じた

センサス（製造業）独自の品目分類で調査しています。そこで、産業分類を業種分類

に手直しするために、品目別付加価値額を計算して調整を行っています。なお、品目

別付加価値額（基準金額）は、その品目の生産額を出荷額と年間在庫増減により推計

し、それに本来属すべき産業細分類の付加価値率（付加価値額／生産額）を乗じて算

出しています。 
  次に、産業分類を第２章に示した指数業種分類に合わせるために、組み替え等を行

います。また、非採用業種や、非採用でなくても産業細分類ベースで採用系列が取れ



ないもの等については、該当部分を一度付加価値額から削った後、「削除前付加価値

総額／削除後付加価値総額」で算出した係数を、製造業の各採用業種に乗じて配分し

ます。結果的に、採用業種における付加価値基準額は、以前よりも大きくなります。

この作業を「膨らまし」と呼び、求めた係数を「膨らまし率」といいます。膨らまし

には、業種段階で行うものと、個別品目段階で行うものとがあり、個別品目の膨らま

しについては後で述べることにします。 
  一方、鉱業部門の付加価値額は次のとおり求めています。 

・付加価値額 ＝ 生産金額－（原料､資材､燃料・電力の使用額＋減価償却費) 

本来は生産金額から鉱業活動に係る費用の総額を除くことが望ましく、実際にセン

サス（鉱業、採石業、砂利採取業）では「その他の支出額」として不動産賃貸料、保

険料、運搬費等の間接的経費を調査しています。しかし、センサス（製造業）におい

てはこれらの経費は部分的にしか捉えておらず、結果として付加価値額に含まれるた

め、両者の相対的ウェイトの整合性を図る観点から、鉱業についても「その他の支出

額」を付加価値額に含めることにしています。 
  なお、「採石業，砂・砂利・玉石採取業」は、センサス（鉱業、採石業、砂利採取

業）では調査対象としていますが、鉱工業指数としては非採用業種であることから、

この分の付加価値額は全体に含めないこととしています（これについては後述する出

荷額等のほかのウェイトも同様です）。 
 
  業種別出荷額ウェイトの基準額算出 

  出荷額ウェイトの基準額は、製造工業についてはセンサス（製造業）の品目分類に

よる製造品出荷額そのものを使用します。付加価値額のような産業と業種の概念調整

及び生産額のような自己消費の調整等は、特に必要ありません。業種の組み替え及び

非採用業種等の調整についてはほかと同様です。また、鉱業については基本的にセン

サス（鉱業、採石業、砂利採取業）を用いています。 
 
  業種別在庫額ウェイトの基準額算出 

  在庫額ウェイト基準額については、製造工業はセンサス（製造業）における年末製

造品在庫額から算出しています。業種の組み替え及び非採用分の取り扱いはほかと同

様です。在庫額に関して特記すべき調整点の第１は、自己消費に関するものです。工

場（事業所）内で自己消費される品目はその工場の中間的生産物ですから、センサス

（製造業）ではこれらは半製品・仕掛品として扱われ、多くは製造品在庫に計上され

ません。一方、指数では製品在庫として取り扱われるため、この分を加算計上する必

要があります。そこで、鉄鋼業、化学工業等を中心に生産動態統計によってその調整

を行っています。 



  第２の調整点は、指数のウェイト基準額は年平均在庫ですから、年末在庫から年平

均在庫を推計することです（ほかのウェイト基準額は、算出した年間の金額を単純に

12 で割ればよいので問題ありません）。これについては業種ごとに指数の採用系列の

動きを用いて次の方式により調整しています。 
                                             

・平均在庫額 ＝ 調整済年末製造品在庫額 × 年平均採用系列在庫額 
年末採用系列在庫額 

                                            
  鉱業の在庫額については、センサス（鉱業、採石業、砂利採取業）では在庫調査を

行っていないため、出荷額と同様、生産動態統計の各品目（系列として非採用とした

品目を含む）の年平均在庫数量にセンサス（鉱業、採石業、砂利採取業）の生産平均

単価を乗じて算出しています。 
  以上により、鉱工業の業種別ウェイト基準額が求められました。さらに、電力・ガ

ス・熱供給・水道事業を加えたものを産業総合として参考系列で作成しています。電

力及びガスの付加価値額、生産額、出荷額は、別途資源エネルギー庁で調査している

財務諸表から計算し、熱供給及び水道事業は、I-O 表の付加価値額から作成されてい

る第三次産業活動指数のウェイトを基に作成し、鉱工業に上乗せしています。 
 
  財別特殊分類ウェイトの算出 

  業種別ウェイト基準額を求めたら、次にこれを財別特殊分類に分割します。この作

業のためにセンサス（製造業）を再集計し、「業種別・財別マトリックス表」を作成

しています。そのウェイト基準額の算出方法は、以下の手順のとおりです。 
①   マトリックスの基礎となる各金額は、センサス（製造業）の品目分類集計により

ます。すなわち、センサス（製造業）では日本標準産業分類の細分類の下に独自の

品目分類を設けて調査しているので、出荷額はその品目分類別製造品出荷額を用

い、在庫額は、当年の品目分類別年末製造品在庫額を用います。そして生産額は、

品目分類別年末製造品在庫額の前年と当年の増減を求め、これに品目分類別製造品

出荷額を加えて算出します。さらに付加価値額は、このようにして求めた品目別の

生産額に、その品目が属すべき産業細分類の付加価値率（付加価値額／生産額）を

乗じて算出します。 
②  上記により算出した品目別の各金額をその主たる用途により「資本財」､「建設

財」､「耐久消費財」､「非耐久消費財」､「鉱工業用生産財」､「その他用生産財」

の６財に格付けします。品目の用途が２財以上にわたっており、特定の１財に格付

けすることが実態的でないと考えられる場合には、２財以上にその構成比で配分し

ます。 
③  これを業種別・財別にマトリックス表の形で集計します。その際の業種分類は、

既に述べた指数用に組み替えた後のものとします。 



④  上記の数値のうち、生産額については自己消費額（「業種別生産額ウェイトの基

準額算出」参照）が含まれていませんので、これを生産動態統計等から推計し、鉱

工業用生産財に加算します。在庫額についても、自己消費分在庫額（「業種別在庫

額ウェイトの基準額算出」参照）を推計し、鉱工業用生産財に加算します。 
⑤  以上で求められた数値について、業種ごとに財別構成比を求め、これを前節にお

ける業種別ウェイト基準額に乗じ、財別ウェイト基準額の第１次推定値とします。

これで業種別・財別のウェイト基準額が作成されます。 
  ただし、この方式によると、ある業種のある財については採用系列がないケースや、

あったとしても代表率が極めて低く、その動きを代表させることに無理があるケース

が生ずることがあります。業種において代表性の確保が困難な場合、ほかの業種にそ

のウェイトを膨らませたものと同様の方式を、財別についてもとることになります。 



３.４ 個別ウェイトと膨らまし 

 
  個別品目の付加価値額等の推計 

  採用品目が決定し、業種別・財別ウェイト基準額が算出できたら、次は個別採用品

目の基準時における付加価値額、生産額、出荷額、在庫額を求めます。生産額、出荷

額、在庫額については、採用品目の基準となる生産・出荷・在庫の各数量に単価を乗

じて単純に算出しています。一方、付加価値額は個別品目ごとに直接算出できないた

め、センサス（製造業）においてその品目の属する産業細分類別付加価値率（付加価

値額／生産額）を上記生産額に乗じて算出します。ただし、産業細分類別付加価値率

は事業所ベース、つまり事業所の最終生産物に対する事業所全体の付加価値額になる

ため、工場（事業所）において一貫工程の中間生産物として自己消費されることの多

い品目はこの方式を適用できません。このため、鉄鋼業、石油化学工業、紙・パルプ

工業における一貫工程製品については、別途業界団体に協力を依頼するなどほかの情

報から推計して算出します。 
  以上で求めた数値を業種別・財別に集計しますが、採用品目のうちその用途が２つ

の財にまたがるものは、その比率でもってそれぞれに配分を行っています。 
 
  個別品目の膨らまし 

  このようにして算出した個別採用品目の各金額を業種別・財別に積み上げます。当

然のことながら、積み上げの結果と前節で計算したウェイト基準額の第１次推計値を

対比すると積み上げ結果の方が小さくなります。この比率が代表率です。代表率が極

端に低ければ、それぞれの採用品目がその属する分類を代表させるには無理があると

いうことになります。採用品目に非採用品目分のウェイトを載せ、採用品目でもって

非採用分の動きを代表させることを、前述の業種ウェイトの時と同様に「膨らまし」

といい、その比率を「膨らまし率」といいます。膨らまし率は代表率の逆数です。現

行指数の膨らましについては、業種別・財別のセルの中の非採用品目は、鉱工業全体

の動きよりもセルの中の採用品目に似た動きをすると仮定してセルごとに膨らましを

行うことを基本としていますが、セルによっては膨らまし率が大きくなり過ぎること

も実際にはあります。膨らまし率が過大なセルについては、その上位分類（資本財の

上位分類は資本財と建設財を合計した投資財、投資財の上位分類は最終需要財）で膨

らます方式をとって、膨らまし率が過大にならないように再調整しています。なお、

業種及び個別品目の膨らましを図式化すると、第３－２図のようになります。 
  後は、求めた膨らまし率を個別採用品目の基準時における付加価値額に乗じること

によって、品目別ウェイト基準額を求めます。これを鉱工業総合 10,000 とした比率計

算を行えば品目別、業種別の整合的なウェイトが求められます。この品目別ウェイト

を財別に集計したものが、各財別のウェイトとなっています。 





行っていますが、その方式はおおむね次によっています。 
①  一部の事業所の数値が入手できない場合は、その分について前月値のスライド等

で推計し品目トータルの数値を求める。 
②  速報作成時に全くデータが入手できない、又はごく一部のデータしか入手できな

い系列については、季節調整済指数の前月比がゼロになる数値、つまり季節調整済

指数で見た時、鉱工業全体に影響を与えないような数値になるよう推計する。 
  どのような推計方法を選択しても、多かれ少なかれ推計誤差が発生することは否定

できません。また、極めて短期間のうちに事業所からの報告を求めているため、速報

の数値を固めた直後に報告者から訂正連絡が入ることもあり、多少なりとも速報指数

と確報指数に乖離が生じることになります。この乖離の解消については、報告者から

正確な実績値をいかに迅速に求め得るかという点と、限られた時間の中でいかに綿密

な審査・集計及び推計が可能かという点に帰着しますが、今後も改善に向けて努力す

べき課題となっています。 
 なお、他府省から求めている「医薬品」、「木材・木製品」及び「食料品関係」の

系列については、速報時はデータが間に合わない、あるいは間に合ってもごく限られ

たデータしか入手できないため、速報指数では「化学工業（除．無機・有機化学工業）」

には医薬品を含めずに公表し、「食料品・たばこ工業」の公表は行っていません。 
 
  年間補正 

  指数は速報と確報のほかに、翌年になって前年の数値について月別の実績値の見直

し修正を行い、この実績値を基に指数及び季節指数を再計算します。これを「年間補

正」といい、当該指数の最終確定値となります。年間補正では、前年の 1 月分～12 月

分の個別品目の実績値について見直しを行い、必要があれば修正します。また、修正

した前年実績を追加して改めて季節指数を計算し直し、前年の季節指数が確定値とな

ります。この季節指数により季節調整済指数を計算し、過去１年間について全面的に

修正します。 
 なお、鉱工業指数の季節調整方法については次章で述べますが、米国商務省センサ

ス局が開発した X-12-ARIMA を採用しています。この手法の運用方法としては、まず

前年 12 月までの過去 12 年間の系列から季節パターンである季節指数を算出します。

この時に算出された前年の季節指数で、当年の月々の季節調整を行いますが、その際、

曜日・祝祭日の調整については、当年のカレンダーを基にして調整します。 
 その後、当年 12 月の実績までそろった時点で、当年も含む形で季節指数と季節調整

済指数を算出し直すとともに、その後１年間は暫定季節指数として、曜日・祝祭日を

該当年分にして計算した季節指数を使用します。それを年々繰り返すという方法をと

ります。 



  過去の時系列の再計算 

  基準改定時に行われる過去時系列の整備は大きく分けて２つあります。１つ目は、

当該基準の適用期間の基礎データの整備です。現行 2020 年（令和２年）基準の鉱工業

指数は、2018 年 1 月まで遡及して計算しています。一方で、企業物価指数や消費者物

価指数は、2020 年 1 月から 2020 年（令和２年）基準で作成していますが、鉱工業指

数と２つの物価指数の計算期間の違いの理由の１つに基礎データの捉え方の違いが挙

げられます。鉱工業指数の基礎データは、生産動態統計を始めとする既存の統計調査

から求めるため、統計データさえ存在していれば過去に遡ることは比較的容易です。

一方、物価指数は指数作成のために基礎データを自ら作成しており、基準改定によっ

て系列の入れ替えがあった場合、新規系列について改めて過去に遡及した実績値を調

査することは容易ではありません。 
  ２つ目は、過去に作成した指数を現在の基準に合わせる作業です。基準の異なる指

数を連結した指数を「接続指数」といいます。接続指数の作成方法は、指数によって

それぞれ若干の違いがありますが、ここでは鉱工業指数について説明します。 
鉱工業指数の 2017 年 12 月以前の数値は、2015 年（平成 27 年）基準指数を用いま

す。新旧基準の境目である 2018 年 1～3 月期は、新基準、旧基準の指数ともに作成さ

れているので、その新旧指数（季節調整済）の水準の比率を求め、係数として 2015 年

（平成 27 年）基準以前の指数に単純に乗じます。このようにすることで 2015 年（平

成 27 年）基準指数と連続的に観察が可能となる仕組みになっています。 
同様に、2015 年（平成 27 年）基準と 2010 年（平成 22 年）基準とでは 2013 年 1～

3 月期で、2010 年（平成 22 年）基準と 2005 年（平成 17 年）基準とでは 2008 年 1～3
月期でそれぞれ係数を算出して両基準の指数を接続させ、1978 年（昭和 53 年）1 月か

らの長期接続指数を作成公表しています。 
指数はもともと短期的な動向観察を主目的としており、接続の際の係数による誤差

が累積されることから、長期にわたった期間の比較は正確とはいえません。例えば、

1980 年（昭和 55 年）基準指数を最新時点の基準に接続する際は、1985 年（昭和 60 年）

基準から 2015 年（平成 27 年）基準まで 7 回分の接続係数を掛けなくてはなりません。

また、基準改定を行う度に品目の入れ替えがある等の理由から、接続指数の時系列の

中では少しずつ品質が異なる指数がつながっていることになります。基準年の異なる

指数同士に係数を乗じて接続する方法は、指数水準を単純に調整しているだけであり、

長期間にわたる比較の際には注意が必要です。 
 



３.６ 系 列 の 維 持 管 理 

 
３.６.１ 統計調査の変更に伴う指数の連続性維持 

 
  時系列の断層 

  鉱工業指数の採用系列は、既述のとおり生産動態統計を中心としていますが、この

統計は指数作成の基礎データ収集を本来の目的としているわけではありません。また、

所管外データなど生産動態統計以外の系列は、当然ながら指数作成に利用されること

を考慮に入れていません。それぞれの統計はそれぞれ個別の目的があり、目的の変化

に対応して調査内容も変化します。調査環境やコストとの兼ね合いなどの状況変化で

も調査方式は変化します。生産動態統計では、調査対象となる品目の盛衰、行政ニー

ズ等の変化に応じて、調査品目の新設・廃止、あるいは定義変更が行われてきたほか、

調査対象規模の見直し等も行われてきました。このため、指数に採用しようとする個

々の品目の実数について、今までの実績値と連続しない場合が出てきます。これを時

系列の「断層」といいます。 
  個々の実績値に断層が生じることは、利用度を高めるために最近の状況に合わせて

調査内容を改正したわけなので、やむを得ません。しかし、生産活動の実態的な変化

ではなく、基礎データの調査の仕組み等の変更による数値変化が、指数の中に持ち込

まれることは避けなければなりません。個別指数の基礎データとして使う際にはこの

ような断層を調整し、指数の連続性を確保する必要があります。この調整を「断層処

理」といいます。 
 
  断層の要因 

  断層の形態は色々ですが、断層の生じる要因には次のようなものがあります。 
①   調査規模の変更 

  生産動態統計では、品目によっては調査効率の観点から、全体の動向に大きな影

響を与えない、規模の小さな事業所を調査対象外としており、これを「裾切り」と

いいます。従来、10 人以上の事業所を対象としていたものを、20 人以上の事業所に

変更すれば、10 人～19 人規模の事業所が新たに裾切りされるため断層が生じます。 
②  脱漏対象の拾い上げ 

  本来対象であるべき事業所が、何かの都合で対象から漏れていた場合に、それを

発見して対象に繰り入れると断層が生じます。 
③  品目の定義改正 

  品目の定義範囲の拡大・縮小や分類組み替えが代表的なものです。複雑なケース

としては、一部の機械製品のように数段階の製造工程を経る品目について、従来は

工程の段階に関わらず、その工場の最終生産物として流通又はユーザーに引渡した



ものを生産としていたものが、定義を改正して、それぞれの工程のものを別品目と

して扱うこととした場合などです。この場合、各工程における自己消費分も生産と

して計上することで断層が生じます。 
④  項目の定義改正 

  これまで生産しか調査を行っていなかったため、出荷指数の個別系列に生産の実

績値を代用していたものが、出荷の調査を開始したことから系列をそれと入れ替え

た場合に断層が生じます。また、これまで出荷に自社他工場向けを含めた系列を用

いていたものが、販売とその他出荷に分けて調査可能となったことで、販売だけを

系列として用いる変更を行った場合にも断層が生じます。 
⑤  調査対象における生産工程や取引形態等の変更 

生産されたある製品が、同一敷地内のほかの場所で消費されているケースにおい

て、従来は同一工場内の自己消費分と考えていたものが、別企業として独立した場

合に出荷系列に断層が生じます。また、従来は販売会社が独立していたために、そ

の在庫は流通在庫と考えていたものが、企業合併によって同一企業の扱いとなり、

その在庫はメーカー在庫として扱われる場合に在庫に断層を生じます。ただし、こ

のケースについては活動の実態に変化があるわけですから、断層処理を行うべきか、

それとも指数に反映すべきかを、ケース・バイ・ケースで判断しなければなりませ

ん。 
 

 なお、注意しなければならないのは、新規事業所が立地した場合による繰り入れで

す。新規事業所を繰り入れた場合は断層ではありません。数値上は一見連続していま

せんが、生産活動を始めた時期に適切に繰り入れたのであれば、生産活動の実態とし

て指数に反映させるべきであり、断層処理の必要はありません。 
 
  断層処理 － リンク係数の作成 

  断層処理の方法は、過去の数値に遡って直す場合と、将来の数値を直す場合の２通

り考えられます。一次統計の実データの時系列については、変更によって実態を反映

すべく改正された訳ですから、改正後は新しい数値で公表を行うのが一般的です。例

えば、生産動態統計では、断層が生じた旨を注記し、前年同月比を求める場合の係数

も表示しています。 
指数の場合は、断層発生前の数値と連続性が保てるように、改正後の数値にリンク

係数を乗じることで断層を処理して個別指数を作成し、断層のない総合指数を作成す

るのが一般的です。 
このように、実データでは過去の数値に遡及して直すリンク係数を作成するのに対

し、指数では将来の数値を直すリンク係数を作成します。ただし、指数の改定作業に

おける時系列整備の際のリンク係数はこの場合とは異なります。 



  リンク係数の作成方法も色々あります。ここでは指数の場合の断層処理について、

個別指数のリンク係数の作成方法の例を挙げて説明します。いずれも１月から改正が

行われたことを想定して説明します。 
 
①  新旧並行調査の実施 
 

リンク係数（�） ＝ 
旧実数(12 月) 

（又は） 
旧実数(1 月) 

新実数(12 月) 新実数(1 月) 
   個別指数用実数 ＝ 新実数 × � 
 

この方法では、改正後の定義等による 12 月時点の調査か、改正前の現行の定義等

による 1 月の調査を本来の調査と並行して行わなければなりません。改正後の定義

による 12 月調査についてはテスト調査の意味もありますが、いずれにしろ報告者

負担や費用の面などと精度との兼ね合いから、調査対象のうちどの範囲まで実施す

るかという点が問題となります。 
 
②   類似統計調査からの推計 

業界団体の自主統計や業務統計が、当該個別指数の品目について行われていれば、

それらを使用して計算することも可能です。 
 

リンク係数（�）＝ 
旧実数(12 月) 

× 
類似統計( 1 月) 

新実数( 1 月) 類似統計(12 月) 
1 月から類似統計を新実数とする場合、新実数（1 月）＝ 類似統計（1 月）なので 

        ＝ 
旧実数(12 月) 

類似統計(12 月) 
  

この場合には、生産金額から生産数量を推計することも含まれます。ただし、そ

の類似統計の連続性が維持されているかが問題となると同時に、両者の比例性（代

表度）を十分に吟味する必要があります。 
 
③  連続する部分からの推計 
 従来２つの品目がそれぞれ別の個別指数であったものが、１つの品目に統合され

た場合には、次のようにして接続させることもあります。従来 A と B という品目が

（A＋B）に統合されたとすると、改正前におけるそれぞれの構成比をリンク係数と

し、改正後の統合された品目の実数値にそれを乗じて計算します。 

A 品目リンク係数（A）＝ 
A12 

A12＋B12 
 



    A 品目個別指数用実数 ＝(A＋B)t×�A 

B 品目リンク係数（B）＝ 
B12 

A12＋B12 
 

B 品目個別指数用実数 ＝(A＋B)t×�B 
 

  従来 A と B として調査していましたが、分類の組み替えにより A'と B'になり、A
と B の合計と A'と B'の合計とでは連続しますが、個別には連続しない場合は次のよ

うな方法をとることもあります。 
 

A 品目リンク係数（A）＝ 
(A'＋B')1 

× 
A12 

(A＋B)12 A'1 
 
      A 品目個別指数用実数 ＝  A't  × �A 
 

B 品目リンク係数（B）＝ 
(A'＋B')1 

× 
B12 

(A＋B)12 B'1 
 
   B 品目個別指数用実数 ＝ B't  × �B 
 
④  脱漏回収及び裾切り等の場合 
（ⅰ）脱漏回収 

リンク係数 ＝ 
公表値(1 月)－回収分(1 月) 

公表値(12 月) 
 
（ⅱ）裾切り 

リンク係数 ＝ 
公表値(12 月) 

公表値(12 月)－裾切り分(12 月) 
 
（ⅲ）両者が同時に行われる場合 

リンク係数 ＝ 
公表値(1 月)－回収分(1 月) 

× 
公表値(12 月） 

公表値(12 月)－裾切り分(12 月) 公表値(1 月） 
 
 上記（ⅲ）のように、脱漏、裾切りなど、いくつかのケースが重なる場合は、ま

とめて係数を計算することも可能ですが、それぞれの係数同士を乗じて計算するこ

ともできます。将来行う年間補正や基準改定時の時系列整備には、ケースごとに係

数の再計算が必要となるため、その時に使用することを考慮すれば、それぞれのリ

ンク係数を把握しつつ、係数同士を乗じて使用する方法が有効でしょう。 
  通常は年計の値が中途半端にならないように、年初の１月分に脱漏回収や裾切り

による断層が発生するように運用します。以下のように脱漏回収前にテスト調査を

行う場合、前年（10～12 月等）における脱漏分の当該数値を用いてリンク係数を作



成できるため、１月の実数値を集計してから指数計算を行って公表するよりも作業

期間にゆとりができるメリットがあります。 
（ⅳ）前年の脱漏回収分数値が使用可能な場合（テスト調査を行う場合等） 

� 公表値(10 月)
公表値(10 月)+回収分(10 月)

+ 公表値(11 月)
公表値(11 月)+回収分(11 月)

+ � 公表値(11 月)
公表値(12 月)+回収分(12 月)

��

2(12 月分を用いる場合は 3 で除す)
 

※２か月又は３か月平均で計算 
 

（ⅴ）前項と同じ条件で同時に裾切りが行われる場合 

� 公表値(10 月)
公表値(10 月)+回収分(10 月)-裾切分(10 月)

+ 公表値(11 月)
公表値(11 月)+回収分(11 月)-裾切分(11 月)

+�
同様に

12 月
��

2(12 月分を用いる場合は 3 で除す)
 

 
この場合も（ⅲ）と同様に、脱漏、裾切りとケースごとにそれぞれの係数を把握して

おくことが重要です。 
 
⑤  横ばい推計 

調査票の改正やサンプル調査における設計替え等により調査内容等が大幅に変化

し、①から④までの方式によることが不可能な場合があります。この場合には、や

むを得ず 1 月は 12 月の横ばい（前月と同じ数字）と仮定して処理せざるを得ませ

ん。この方法は物価指数では「保合操作」といい、採用していた指定銘柄が市場に

なくなったため、ほかの銘柄と変更する場合に行われる１つの手法です。数量指数

の場合は物価指数に比べ季節変動が大きいので、前月値をそのまま使用せず、季節

調整済指数の系列で前月比が横ばいになるよう推計を行います。その場合のリンク

係数は以下のとおりになります。 

リンク係数 ＝ 
旧実数(12 月)×季節指数前月比(1 月) 

新実数(1 月) 
 
 
３.６.２ 新製品の出現等による指数の中間手直しの方法 

 
  中間手直しの必要性 

  鉱工業生産指数が、生産活動の実勢に対して代表性が低下してくる要因の１つに、

３．１節で述べたとおり、新製品の出現や採用品目の質的変化などによる代表率の変

化が挙げられます。経済産業省が作成する鉱工業指数は全国計のみですが、地域を区

切って指数を作成する必要がある場合などは、新規工場の立地等による産業構造の変



化の影響を受けやすく、基準時の品目構成による指数の有効性が大きく低下する場合

があります。この場合には基準時を改定し、新しい指数によって動向を観察するのが

基本的な方法です。しかし、他地域や全国との比較、あるいは現在５年ごとに作成、

改定を行っているほかの経済指標との比較対照のためには、基準時が統一されている

のが望ましく、またその都度基準改定を行うとなれば、コストの面でも大きな負担と

なります。 
  このため、５年ごとの統一的な基準改定の前に指数設計の若干の手直しを行って、

さし当たり指数の代表性を維持する方法を考えることがあります。 
  その方法には以下の２つの方法が考えられます。 
  (1) 当該新規製品の数値を、類似の採用品目に換算して組み入れる。 

  (2) 当該新規製品がその地区にとって全くの新規産業であるため、(1)のような手

法をとり得ない場合は、総和法的な考え方に立脚して、新規分を従来の指数水準

に上乗せする。 

 以下その具体例を示します。 
 
(1) 類似の採用品目に換算して合算する方法 

  例１．新たに大量の有機 EL テレビの生産が行われるようになった場合（なお、当

該地域では AV 製品として液晶テレビが生産されており、指数採用品目になっ

ているとします）。 
   ＊  液晶テレビ 
     ・2020 年（基準時）1 か月平均生産数量    2,000 台 
                                  単    価     64,000 円 
                                  ウェイト     20.0(1 万分比) 
        ・2023 年（比較時）1 か月平均生産数量     3,500 台 
                                  単    価     54,000 円 
        ・個別指数（2020 年＝100.0）            175.0 
    ＊  有機 EL テレビ 
          2023 年（比較時）1 か月平均生産数量    1,500 台 
                                  単    価     83,000 円 
 
①   2023 年の有機 EL テレビと液晶テレビの単価の比率を求めると、 

         
83,000 

＝ 1.537 
54,000 

         
となり、有機 EL テレビ 1 台の生産金額は液晶テレビ 1.537 台の生産金額に相当

します。 



②   したがって、有機 EL テレビ l,500 台の生産は液晶テレビ換算で、 
       1,500×1.537＝2,306 台 

生産したことになり、液晶テレビと有機 EL テレビの合計生産数量は液晶テレビ

換算で、 
        3,500＋2,306＝5,806 台 

となります。 
  ③  修正後の個別指数は、 
         

5,806 
×100.0＝290.3 

2,000 
         
  となります。 
④  これを液晶テレビ・有機 EL テレビ合計個別指数とし、ウェイト 20.0 で加重平

均して総合指数を算出します。 
⑤  月別指数についても全く同様の方法で組み入れ計算を行います。すなわち、当

該月の有機 EL テレビの生産数量に換算比率 1.537 を乗じた数量を液晶テレビの

生産数量に加えて、液晶テレビ・有機 EL テレビ合計数量として通常の指数計算

を行います。 
 
(2) 従来の指数水準に上乗せする方法 

   当該新製品が当該地域にとって全く新規の品目であり、例１のような手法をとる

ことができない場合は、総和法的な考え方に立脚し、新規分を従来の指数水準に上

乗せします。 
  例２．輸送機械工業の生産が皆無あるいは微小であったため、輸送機械工業という

業がなかった地域で、新たに乗用車が生産されるようになった場合 
   ＊  手直し前の鉱工業総合 
        ・2020 年(基準時)1 か月平均付加価値額                  2,000,000 千円 
        ・2023 年鉱工業総合指数                           190.0 
    ＊  手直し前の機械工業 
        ・2020 年(基準時)1 か月平均付加価値額(ウェイト基準額)    600,000 千円 
        ・ウェイト                                          3,000.0(1 万分比) 
        ・2023 年機械工業生産指数                         250.0 
    ＊  乗用車の 2023 年 1 か月平均生産数量                 1,000 台 
        ・1 台当たり単価                                   810,000 円 
        ・付加価値率                                         20.0% 
        ・1 台当たり付加価値額        810,000(円)×20.0(%)＝162,000 円 



  ①  乗用車の 2023 年 1 か月平均付加価値額 
        162,000(円)×1,000(台)＝162,000(千円) 
  ②  手直し前の機械工業の 2023 年 1 か月平均付加価値額 
       600,000×2.500＝1,500,000(千円) 
  ③  手直し後の機械工業の 2023 年 1 か月平均付加価値額 
       1,500,000＋162,000＝1,662,000 (千円) 
  ④  手直し後の 2023 年の機械工業生産指数は、 
 
 
となります。 
以上は生産数量を金額に直して合計する総和法によるやり方です。これを加重平均

法の手順に直すと以下のとおりになります。 
手直し後の 2023 年の機械工業生産指数は、 

 
 
 

 
 

= 250.0  +  0.27×100.0 ＝ 250.0  +  27.0  ＝  277.0 
 
鉱工業総合指数についても同様の考え方に基づいて手直しをすることができます。

すなわち、手直し後の 2023 年の鉱工業総合指数は、 
 
 
 

 
 
 

= 190.0＋0.081×100.0 ＝ 190.0＋8.1＝198.1 
 
もし、2024 年 1 月の乗用車の生産数量                 1,200 台 

            〃         手直し前の機械工業生産指数       260.0 
            〃         鉱工業総合指数                   195.0 
とすると、手直し後の 2024 年 1 月の機械工業生産指数は、 
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= 260.0＋0.27×120.0＝260.0＋32.4＝292.4 
となります。 
また、手直し後の 2024 年 1 月の鉱工業総合指数は、 

 
 
 

 
 
 

= 195.0＋0.081×120.0＝195.0＋97.2＝204.7 
となります。 
以上を一般式にすると次のとおりです。 

      手直し前の指数値＋（新規品目のウェイト）×（新規品目の指数） 
  この場合、新規品目のウェイトは、 

新規品目の追加年次の付加価値額 

当該業種（又は総合）の基準時のウェイト基準額 

新規品目の指数は、 
 

です。 
 
  採用品目内の構成変化に伴う手直しの具体例 

採用品目を多種の製品の合計で採用している場合で、特定の製品のみが著しく伸び

ており、当該品目一本では採用系列として不適当となった場合は、ウェイト及び採用

品目を分割することにより修正できます。 
例３．「サッシ（合計重量）」を採用品目としていた場合で、基準時にはその内訳で

あるスチールサッシの生産に比べアルミニウムサッシの生産が少なかったもの

が、その後、スチールサッシからアルミニウムサッシへの代替が進んで「サッシ

（合計重量）」では実勢を反映しなくなった（アルミニウムサッシの重量はスチ

ールサッシに比べ格段に軽い）。 
    ＊  アルミニウムサッシ 
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数量追加年次の月平均生産

当該月の生産数量



        ・2020 年 1 か月平均生産数量                 200ｔ 
       ・    〃    ｔ当たり単価                1,200 千円 
        ・2023 年 1 か月平均生産数量                 500ｔ 
    ＊  スチールサッシ 
        ・2020 年 1 か月平均生産数量                1,000ｔ 
        ・    〃    ｔ当たり単価                   500 千円 
        ・2023 年 1 か月平均生産数量                  1,100ｔ 
   ＊  サッシ（合計重量）（手直し前の採用系列） 
        ・2020 年 1 か月平均生産数量                 1,200ｔ 
        ・    〃    ｔ当たり単価                  616.7 千円 
        ・2023 年 1 か月平均生産数量                1,600ｔ 
 
①   手直し前のサッシ（合計重量）の 2023 年の個別指数は、 

 
です。 

②  アルミニウムサッシとスチールサッシが別個の採用品目であったとすると「サ

ッシ」合計の生産額ウェイト指数（付加価値率が等しければ付加価値額ウェイト

指数にもなる）は、 
 

となります。 
スチールサッシとアルミニウムサッシとでは極めて大きな価格差があり、それ

を反映したこの指数値の方が、先の①の 133.3 に比べより適切な指数であるとい

えます。 
このような場合には、先に示した換算して合算する方法を応用して手直しを行

うことができます。すなわち、全体の単価とそれぞれの単価との相対価格を換算

比率として換算重量合計を求めてから個別指数を計算します。 
換算比率は、 

    アルミニウムサッシ 
              
    ス チ ー ル サ ッ シ    です。 
 

2020 年の換算数量は、 
     500×1.946＋1,100×0.811＝1,865ｔ  となります。 

したがって、手直し後の「サッシ」の個別指数は 
 

 となり、②で計算したものと一致します。 
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  中間手直しについての判断 

  全く新しい品目を今までの生産指数に組み入れる方法を算式で示すと、次のとおり

になります。 
 
 …… 手直し前の指数 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
…… 手直し後の指数 
 

  記号について復習すると、今までの品目についての p0 は基準時１か月平均単位当た

り付加価値額、q 0 は基準時１か月平均生産数量、q t はそれぞれ観察しようとする月 

の生産数量です。 p'e は組み入れようとする品目の単位当たり付加価値額､   は m 

時点を基準とすると t 時点における組み入れ品目の個別指数です。 
  この際の問題点は、単位当たり付加価値額 p'0 について、どの時点のものを使用する

かということです。p'e はほかの品目の p 0 との相対的な大きさにおいて問題となりま

すが、基準時点の当該地域の単位当たり付加価値額は計測できないため、全国や他地

域のものをその品目の質的相違を考慮に入れながら使用しなければなりません。 
  また、当該地域のその品目の指数への組み入れ時点のものは、工場の立地が新しい

ため単価・付加価値額とも不安定なものを使用する可能性が大きく、この点を十分注

意する必要があります。さらに、基準時と最近時との価格構造に大きな変化があれば、

変化前の p 0 による品目と変化後の p'e による品目とを総合することは、生産活動の実

態を良好に示すとはいい難いことがあります。 
  しかし、新規に出現した製品の全体に対する影響度が大きく、手直し前の指数では

代表性を確保し得ないと考えるならば、組み入れるべき品目の価格評価に多少の問題

があっても、前述の方法によって手直しを行った方がまだ実態的な動きに近いという

ことになります。基準改定前の暫定的方法であっても、より実態に近い指数を作成し

た方がよいということです。 
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  なお、これによって生じる指数の見かけ上の不連続は、調査方法の変更等による断

層とは明確に区別する必要があります。調査方法等の変更による断層は、生産活動の

実態に変化がないにも関わらず生じたものですから、指数の連続性維持のために何ら

かの処理をしなければなりません。これに対して、新規品目の出現に伴う手直しは、

むしろ生産活動の実態をより適切に表現するために行ったものです。 
 
 



第４章  季節調整手法 

 
４.１  季節調整の考え方 

 
経済統計データの変動要因 

指数も含めた経済統計の時系列データ 1の変動は、一般的に次の４種類の要素から

成り立っていると考えることができます。 

 ①  傾向（すう勢）変動  Trend  T 
 ②  循環変動    Cycle  C 
 ③  季節変動    Seasonal S 
 ④  不規則変動又は偶発変動  Irregular I 

①の傾向変動は、すう勢として一方的な方向を持続する変化ですが、周期 15 年以上

の長期的な波動も含むことがあります。②の循環変動は、通常３年から 15 年までの周

期の確定していない波動や、あるいはもっと短期間での景気の好･不況を含みます。傾

向変動と循環変動をあえて区別せず、傾向・循環変動としてしばしばひとまとめにす

ることもあります。 
一方、③の季節変動は１年を周期とする定期的な波動です。また、曜日構成の違い

による変動や祝祭日の日数、うるう年など、必ずしも１年周期ではないものの、あら

かじめわかっている変動も含まれています。④の不規則変動は短期間に起きる不規則

な動きで、突発的な駆け込み需要や特需などがこれに含まれます。計算上では、上記

３つの変動の残差として捉えられます。経済統計データの分析を行う際には、この４

種類の変動要素を単独で摘出したり、除去したりすることがしばしばあります。 
指数は経済分析の道具として様々な形で利用され、中でも重要な利用目的は短期的

な動向観察です。生産指数をはじめとする各種数量指数は景気動向を判断し、更にそ

の先行きを占うために、極めて有効に使われています。 
しかし、短期的な動向を観察する上では、１年を周期として繰り返される季節変動

が含まれていると、足下の動きが毎年の定期的な動きなのか、それとも特異な動きな

のかを判断できません。そこで毎年の定期的な変動を除去することにより、分析が容

易になります。 
 
 
 
 

 
1 データを過去から未来といった時間の順序に並べたデータ。（英：time series data） 





 
（1）  乗法モデル： 
        TCI ＝ O÷S 
（2）  加法モデル： 
        TCI ＝ O－S 

 
こうして季節調整を行った系列は、「季節調整済系列」といい、特に指数の場合は

「季節調整済指数」といいます。季節変動を求める一般的な手法は、過去の実績系列

から典型的な季節パターンを摘出します。この季節変動の求め方、季節調整の仕方は、

項を変えて改めて解説します。 
 
季節変動の要因 

季節変動の要因にはいろいろなものがありますが、大まかに①天候の要因、②暦の

要因、③社会的慣習の要因、④予測の要因、と分けることができます。 
①天候の要因は、季節による寒暖や降水量などです。例えば、エアコン、ビールや

清涼飲料は夏場が需要のピークであり、生産もそれに合わせて行われます。一方で、

灯油は暖房用が主なものとなることから、冬場にピークを迎えます。 
②暦の要因は、１月の 31 日から 12 月の 31 日まで、月によって決まっている平日、

休日の日数などです。これらは工場の稼働日数を決定することから、生産活動に影響

を与えます。 
③社会的慣習の要因は、制度や風習などの社会的な慣習です。例えば我が国では３

月決算の企業が多いことから、３月の生産は上昇する傾向にあります。またボーナス

やクリスマスは消費が活発となります。ほかには、中国の春節のように部品供給、製

品の最終消費地となる他国の社会的慣習が影響を与えるケースもあります。 
最後の④予測の要因は、上記３つの要因を予測して、あらかじめ生産を行うことで

す。クリスマス商戦を見据えた生産は 12 月ではなく秋口から行われます。また、夏

場、冬場に需要期を迎える製品は、その数か月前から生産を行い、在庫を積み増しま

す。 
季節変動は以上のような様々な要因の影響を受けて、品目ごとに固有の変動を持っ

ています。そして品目を総合した業種別あるいは総合指数も季節的な変動を持ちます。 
ただし、総合指数は品目別指数とは違い、その変動要因をはっきりとは特定できな

い場合が多くなります。個々の季節変動が互いに相殺、あるいは相乗しあった結果が、

総合指数の季節変動になるからです。 
 

 

 



４.２  季節調整方法の種類 

 
経済産業省をはじめとする各官庁や日本銀行などでは、センサス局法という季節調

整方法が使用されています。これは高性能化したパソコンの使用を前提とした複雑な

計算工程を持つものです。 
一方で、手計算の時代は以下のような手法が広く使われていました。これらは季節

変動の仕組みを考える上で参考となり、また電卓で簡単に計算できることから簡便的

に季節調整済系列を得られるため、参考として紹介します。 
 
４．２．１ 計算方法 

 

月別平均法 

これは、月次ごとの値の平均をとり、それを季節変動とする方法です。月別平均値

はそのまま季節典型値となり、この総平均値を 100 として月別平均値を指数化すれば

季節変動が得られます。 
次表は、あるデータについて月別平均法による季節変動を計算したものです。 

 
 第４－１表  月別平均法の計算 

 

※ 季節要素は指数化し、季節指数としている。以下同じ。 

 
① 過去複数年（ここでは５年間）の月別平均値を出します。 
② 月別平均値の合計を求めます。 

   91.9＋97.0＋…………＋97.7＝1181.3 
③ 上記の計算では、合計が 1200 より小さくなっています。これは元のデータが下

方トレンドを持っているためです。これをそのまま季節要素として使用すると、

季節調整系列が上方修正されてしまいます。そこで、合計で 1200 を除して修正係

数を作成します。 
    1200.0÷1181.3＝1.01586 
④ 月別平均に、修正係数を乗じます。これで季節要素を計算できます。 

月別平均法は、計算は簡単で仕組みも理解しやすいのが利点です。一方、欠点と

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 修正係数
2018年 108.5 117.0 125.3 111.0 108.7 115.9 117.9 101.2 116.9 111.7 100.6 93.7
2019年 76.6 73.5 84.3 77.7 77.3 89.3 91.3 82.3 96.1 95.7 96.6 97.6
2020年 88.8 94.7 108.9 96.2 92.1 103.9 104.8 95.7 108.4 100.3 103.2 102.9
2021年 92.7 98.5 94.4 83.3 87.4 102.4 102.1 96.7 105.1 101.8 100.7 101.0
2022年 92.8 101.5 110.1 95.9 94.0 101.8 102.2 92.7 97.1 97.0 95.2 93.3
月別平均 91.9 97.0 104.6 92.8 91.9 102.7 103.7 93.7 104.7 101.3 99.3 97.7 1181.3 1.01586
季節指数 93.3 98.6 106.3 94.3 93.4 104.3 105.3 95.2 106.4 102.9 100.8 99.2



しては①単純な平均のため、直近年になるに従い季節変動のパターンが変化して

もそれはうまく反映されない、②季節変動とほかの変動との比例的関係を考えな

いで、単純に算術平均の方法で処理しているため、系列が乗法モデルの場合、傾

向変動や循環変動が大きいときに影響が強く出る、といったことが挙げられます。 
 
連環比率法 

月別平均法が各月の水準の平均を使うのに対し、前月比の平均を使用することによ

り乗法モデルに適用しようとする方法です。アメリカの統計学者パーソンズ

（W.M.Persons）が考案したのでパーソンズ法ともいいます。月別平均法と同じ時系列

データによってその計算の手順を以下に示します（適宜 100 倍あるいは 100 分の 1 に

している部分がありますが、第１章と同様、特に注記はしていません）。 
 

 第４－２表  連環比率法の計算 

 

 
①  第４－２表から、毎月の数値の前月比を計算します（2018 年２月の前月比＝

117.0÷108.5＝7.8）。これは第１章で説明した連環指数（連環比率）です。 
②  各月別に前月比の平均値を求めます。これが各月の典型値です。この際、異常

な動きを特異項 2として除くために、月ごとに最大値と最小値（表中網掛けした

値）を除外して平均しています。なお、ほかのやり方として、月ごとの中位数を

とることもあります。 
③ 前月比を月別の連関比率に直します。１月を 100 として前月比の典型値を順々

に乗じます。 
１月………100.0 
２月………100.0×106.9  ＝ 106.9 
３月………106.9×110.1  ＝ 117.7 

        ： 
 

2 特異項とは、小きざみで偶発的な不規則変動ではなく、平均によってならすことのできない例外的な変動をい

う。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 修正係数
2018年 7.8 7.1 -11.4 -2.1 6.6 1.7 -14.2 15.5 -4.4 -9.9 -6.9
2019年 -18.2 -4.0 14.7 -7.8 -0.5 15.5 2.2 -9.9 16.8 -0.4 0.9 1.0
2020年 -9.0 6.6 15.0 -11.7 -4.3 12.8 0.9 -8.7 13.3 -7.5 2.9 -0.3
2021年 -9.9 6.3 -4.2 -11.8 4.9 17.2 -0.3 -5.3 8.7 -3.1 -1.1 0.3
2022年 -8.1 9.4 8.5 -12.9 -2.0 8.3 0.4 -9.3 4.7 -0.1 -1.9 -2.0
月別平均 -9.5 6.9 10.1 -11.6 -1.5 12.2 1.0 -9.3 12.5 -2.6 -0.7 -0.7
連環比率 100.0 106.9 117.7 104.0 102.4 114.9 116.0 105.2 118.4 115.3 114.5 113.7 102.9 1.00239
調整値 1.002 1.005 1.007 1.010 1.012 1.014 1.017 1.019 1.022 1.024 1.027
調整後
連環比率

100.0 106.6 117.1 103.3 101.4 113.5 114.4 103.5 116.2 112.8 111.8 110.8 0.91507

季節指数 91.5 97.6 107.2 94.5 92.8 103.9 104.6 94.7 106.3 103.3 102.3 101.4



11 月 ………115.3×99.3  ＝ 114.5 
12 月 ………114.5×99.3  ＝ 113.7 
③  この 12 月の 113.7 に、１月の前月比の典型値を乗じます。この値は本来なら

ば１月の基準値 100 に戻らなければなりませんが、実際は 113.7×90.5＝102.9 と

なります｡この 2.9 は傾向変動です。前月比には傾向変動が含まれており、それ

が連乗で顕在化したものです。 
⑤ そこで、この傾向変動を取り除く作業を行います。まず √1.02912  ＝1.00239 と

して、１か月分の変動に直します。 
⑥ 次に２月から順に 

     106.9÷ 1.00239  ＝ 106.6 
     117.7÷(1.00239)2 ＝ 117.7 
        ： 
     113.7÷(1.00239)11 ＝110.8 
  とし、傾向変動分を取り除きます。 
⑦ 以上の方法で修正した調整後連関比率を、月別平均法と同じやり方で年平均

100 になるように調整し、季節指数とします。 

連環比率法は、月別平均法に比べ次のような長所があります。 
① 以上の方法では、月ごとに最大値と最小値を除外あるいは中位数の使用によっ

て特異項の影響を避けることができます。 
② 系列の途中に断層のある統計に対しても、使用することができます。例えば途

中で調査の範囲が変化しても、季節変動のパターンに大きな変化がない場合には、

断層部分の数値を除外して計算すれば断層の影響を受けません。 
③ この方法は乗法モデルに適用でき、極めて広範囲の系列に使うことができます。 

 
12か月移動平均法 

月別平均法の欠点を補い、乗法モデルへ適用可能とした方法に、12 か月移動平均法

があります。移動平均には、一定周期の波動を含む時系列においてその周期と同じ期

間の移動平均値を計算すれば、その波動が除去される性質があります。季節変動は 12
か月を周期とする波動ですから、原系列から 12 か月移動平均値を求めれば季節変動

は除去されることになります。 
そうなると、12 か月移動平均値そのもので動向観察を行えばよいということになり

ますが、これには３つの欠点があります。 
第１に、移動平均は不規則変動を除去し、更には循環変動の山や谷もならしてしま

います。不規則変動を除去することは、その月ごとの個別の特異な動きを見ようとす

る際には支障が出ますし、循環変動をならして歪みをもたらすことには問題がありま



す（移動平均の使い方は第５章で説明します）。 
第２に、移動平均値は系列の最初と最後に欠項が生じることです。特に最後の数か

月の数値が求められないということは、最近時点の動向観察の際には極めて不便とな

ります。 
第３に、移動平均による平均値はその期間の中央時点の値とみなされるので、偶数

月の移動平均は月と月の間の時点の値となってしまいます。例えば 2018 年１月から

2018 年 12 月までの移動平均値は、2018 年 6.5 月の値となり、2018 年２月から 2019 年

１月までの移動平均値は 2018 年 7.5 月の値となります。そのため、このままではある

月の値を見ることができません。 
そこで、移動平均で季節変動を求める場合は、以下のとおりいくつかの手順を踏み

ます。 
① 原系列の 12 か月移動平均値を計算します。移動平均による平均値は、その期間

の中央時点の値とみなされるので、12 か月の偶数月の平均をとると、その値は６

か月目と７か月目の中間点のものとなります。 

第４－３表  12か月移動平均法の計算 

 

  

② 次に隣接する２つの平均値どうしを平均します。これは、１か月多い 13 か月の

期間で平均を求める際に、最初（１か月目）と最後（13 か月目）の値に２分の１

を乗じた上で平均を求めた結果と同じになります（加重移動平均）。この結果、各

年月の移動平均値を得ることができます。ただし、上述したとおり最初の６か月

と最後の６か月に欠項が生じます。このように、隣り合わせの平均値を更に平均

することを中心化移動平均と呼びます。 

第４－４表  中心化移動平均 

 

  

0.5月 1.5月 2.5月 3.5月 4.5月 5.5月 6.5月 7.5月 8.5月 9.5月 10.5月 11.5月
2018年 110.7 108.0 104.4 101.0 98.2 95.6
2019年 93.4 91.2 89.6 87.9 86.5 86.2 86.5 87.5 89.3 91.4 92.9 94.1
2020年 95.4 96.5 97.6 98.6 99.0 99.6 100.0 100.3 100.6 99.4 98.4 98.0
2021年 97.8 97.6 97.7 97.4 97.5 97.3 97.2 97.2 97.4 98.7 99.8 100.3
2022年 100.3 100.3 100.0 99.3 98.9 98.4 97.8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 109.4 106.2 102.7 99.6 96.9 94.5
2019年 92.3 90.4 88.8 87.2 86.4 86.4 87.0 88.4 90.4 92.2 93.5 94.8
2020年 96.0 97.1 98.1 98.8 99.3 99.8 100.2 100.5 100.0 98.9 98.2 97.9
2021年 97.7 97.7 97.6 97.5 97.4 97.3 97.2 97.3 98.1 99.3 100.1 100.3
2022年 100.3 100.2 99.7 99.1 98.7 98.1



③ 原系列を、該当する月の中心化移動平均値で除します。既に述べたとおり、12
か月移動平均値は季節変動と不規則変動が除去されていますから、原系列を 12 か

月移動平均値で除した値は、月々の季節・不規則変動要素となります。 
次に各月別に平均値をとります。 

④ これを月別平均法と同様に、年平均 100 になるように調整して季節指数を得ま

す。 
 

第４－５表  中心化移動平均で除した原系列からもとめる季節指数 

 

 
４．２．２ 固定型と可変型 

今までに紹介した方法は、いずれも観察する全期間において季節変動の型を一定、

例えば１月は 2018 年も 2019 年も年が変わっても同じ値（固定型の季節指数）を適用

しました。しかし、季節変動のパターンは、これを産み出す要因、例えば社会慣習や

制度等の変化に伴って年々変化していきます。加えて、指数では品目指数の季節パタ

ーンに変化がないときでも、成長品目が総合指数へ与える相対的影響度が年々増大し

ていきますので、総合指数に対して成長品目の季節変動パターンが次第に大きく反映

されることとなります。こうしたことから、年によって季節変動のパターンが違う、

可変型の季節指数を考える必要があります。 
季節調整方法は比較的最近発達した方法であり、理論上絶対的なものではありませ

ん。また、季節調整を実際に行う際の作業面の考慮も必要です。 
そこで次項では、パソコンを使用して容易に可変型の季節指数を計算できる、セン

サス局法を紹介します。 
 
４.３  センサス局法の概要 

 
季節調整方法の略歴 

センサス局法は、米国の商務省センサス局において、主任統計官ジュリアス・シス

キン（J.Shiskin）が中心となり、大型のコンピュータ利用を考慮に入れ、経済時系列全

般に対しての汎用的適用を目標に開発したものです。1954 年にセンサス局法Ⅰを公表

し、次いで 1956 年にセンサス局法Ⅱ、X（X は Experimental の意）から始まる一連番

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 修正係数
2018年 107.8 95.3 113.8 112.1 103.8 99.2
2019年 83.0 81.3 95.0 89.1 89.5 103.4 104.9 93.1 106.4 103.9 103.3 103.0
2020年 92.5 97.6 111.0 97.4 92.7 104.1 104.6 95.3 108.4 101.4 105.1 105.1
2021年 94.9 100.9 96.8 85.5 89.7 105.3 105.0 99.4 107.2 102.6 100.6 100.7
2022年 92.5 101.3 110.5 96.8 95.3 103.8
月別平均 90.7 95.3 103.3 92.2 91.8 104.2 105.6 95.8 109.0 105.0 103.2 102.0 1198.1 1.00159
季節指数 90.8 95.5 103.5 92.4 92.0 104.4 105.8 96.0 109.2 105.2 103.4 102.2



号による形で改良型を開発してきました。一般に利用可能な形で公表したのは X-3 か

らで、1965 年にはシスキンのほかヤング（A.Young）、マスグレイブ（J.Musgrave）ら

によるセンサス局法Ⅱ（X-11）という手法を公表しました。1979 年には、カナダ統計

局がこれに ARIMA モデルを付加してセンサス局法Ⅱ（X-11-ARIMA）として公表しま

した。 
1996 年には、フィンドレー（D.Findley）、ベル（W.Bell）、モンセル（B.Moncell）ら

が中心となり、ARIMA モデルを組み込み、更に改良を加えた X-12-ARIMA が開発さ

れ、2007 年には改良版が発表されました。さらに、2017 年に、米国商務省センサス局

がスペイン銀行の協力を得て開発した X-13-ARIMA-SEATS が公表されています。現

在、X-13-ARIMA-SEATS のアプリケーションがセンサス局のサイトから無償でダウン

ロードでき、パソコンで季節調整を行うことができるようになっています。

（ https://www.census.gov/data/software/x13as.html ） 
我が国では、通商産業省（現経済産業省）が 1960 年に鉱工業指数用の独自の季節調

整方法として、MITI 法を開発しました。また、経済企画庁（現内閣府）は、1963 年に

センサス局法をベースに EPA 法を開発しました。一方、日本銀行は 1961 年にセンサ

ス局法Ⅱ（X-8）を導入し、同法の改良に歩調を合わせ 1967 年からセンサス局法Ⅱ（X-
11）を採用していました。 
こうしてしばらくの間、MITI 法、EPA 法、X-11 が並立する時期がありましたが、

異なる季節調整方法を使用することは景気判断に支障をきたすとして、1979 年に統計

審議会（現：統計委員会）の経済指標部会において、季節調整法をセンサス局法Ⅱ（X-
11）に統一する旨の提案がなされたのを契機に、各官庁の季節調整法は逐次同法に切

り替えられました。ただし、鉱工業に適用する MITI 法については、この審議会では開

発の経緯（短期間での季節調整が求められていた：４．４節（1）参照）から考えて例

外扱いとされ、引き続き MITI 法を継続することになりました。 
その後、X-12-ARIMA が 1996 年に公表されたことを受け、研究者からはこの X-12-

ARIMA と X-11、MITI 法とで季節調整の結果が異なるという指摘があり、同年に再

び、統計審議会において検討が行われた結果、「手法の適切性について一般的な評価を

受ける手法を、使用方法を公開しながら継続的に使用する」との指針が示されました。

これを受けて日本銀行、続いて経済産業省以外の官庁統計で X-12-ARIMA の導入が進

みました。 
鉱工業指数（及び第３次産業活動指数）も、1995 年（平成７年）基準改定時から X-

12-ARIMA へ移行しました。これにより、MITI 法とセンサス局法の違いによる利用者

側の混乱を避け、ほかの様々な経済指標と対比できるという大きなメリットを得るこ

とになりました。 
 

 



鉱工業指数への X-12-ARIMA導入の経緯 

ここで、鉱工業指数へ X-12-ARIMA を導入した経緯を更に詳しく見てみます。景気

の振幅が小さくなると、時系列データに与える曜日日数の影響が無視できなくなりま

す。月の長さは同じでも、年によって土・日曜の数は異なり、更に祝祭日と重なるか

どうかで変化し、これによって工場の操業日数が違ってきます。 
生産活動の場合、曜日にかかわらず連続操業、１日３交替制や２交替制の採用、平

日のみ操業といった様々な生産体制がとられていることから、全体として操業日の影

響は認められるものの、なかなか統一的な方法で明瞭に分離しにくいという事情があ

ります。このため、これらの変動を不規則変動の一部として扱って、動向の読み取り

の際に配慮するといったやり方も一つの選択肢であり、鉱工業生産指数は平成 2 年基

準指数までそのように運用してきました。 
1995 年（平成７年）基準より、曜日調整を季節調整の事前に行えるよう、当時使用

していた MITI 法ⅢＲを改良することを試みましたが、プログラムの保守などの負担

が大きくなることなどから断念し、曜日調整を事前に行うことが可能なセンサス局法

X-12-ARIMA に移行することとしました。1995 年（平成７年）基準の当初は、X-12-
ARIMA の X-11 の部分のみを用いる、いわゆる「X-11 デフォルト」で運用していまし

たが、2000 年（平成 12 年）の年間補正時（平成 12 年３月分確報 平成 12 年５月 17
日公表）から、曜日・祝祭日調整も導入して公表するようになりました。 
異常値処理については、X-12-ARIMA を導入した後もしばらくは適用しませんでし

たが、2009 年（平成 21 年）のリーマンショックによって生じた過去に例のない急激

な変動をきっかけに、エコノミスト等から異常値処理の必要性が指摘されるようにな

りました。そして 2011 年（平成 23 年）３月、東日本大震災により指数が単月におい

て大きく動いたことを受けて、異常値処理を導入することとなり、2010 年（平成 22
年）基準改定において、異常値処理を毎年行うことが新たに組み込まれました。 
 

センサス局法 X-12-ARIMA における事前調整と事後診断 

X-12-ARIMA は、従前の X-11 を改善したものです。大きな改善点は、①異常値や曜

日変動の推計方法の改善、②移動平均による末端の欠項部分の補項方法の改善です。

この改善のために、事前調整機能とそれに加えて事後診断機能を付加しました。その

ため、X-12-ARIMA は（1）regARIMA3による原型列の事前調整パート、（2）従来の X-
11 による移動平均パート、（3）事後診断パートの３つのパートから成り立っています。 
こうした改善の結果、X-12-ARIMA は個々の経済指標の性格や、季節調整を行う目

的などに応じて、各種の計算手順をユーザーが任意で設定できるようになりました。

任意項目が増えたことは、一方では使用するハードルが上がった側面はありますが、

 
3 事前調整では、回帰計算（Regression）と ARIMA モデルを組み合わせた手法が用いられるが、Regression and 
ARIMA を略して regARIMA という。 





ったデータ端が得られない問題に対処するために、予測値を作成します。この事前

調整パートは、原系列を回帰式（Regression）で表せる部分と、ARIMA モデルで表

せる部分に分解します。 
 

①  Regression 

原系列から異常値、曜日調整などを推計して、これを除去します。こうした処

理は、この後の X-11 の計算過程で移動平均を行うときに、特別な変動の影響によ

る歪みが残らないようにするためです。あらかじめ、曜日調整、月の長さの調整、

月の長さと曜日の同時調整、うるう年調整、異常値を回帰変数として設定できま

す。これに加えて、ユーザーが任意に変数を設定することもできます。例えばゴ

ールデンウィークや正月休みなど、日本独自の祝祭日はこの箇所で設定します。 
 

② ARIMA 

①Regression による除去後の原系列に対し、ARIMA モデルを用いて予測値を推

計します。X-12-ARIMA の ARIMA モデルは、seasonal ARIMA モデルで、12 か月

を周期とする変動（＝季節変動）の季節 ARIMA を毎月における通常の変動の部

分（＝通常変動）の通常 ARIMA に乗法的に取り込んだものです。 
（ｐ，ｄ，ｑ）  ×  （Ｐ，Ｄ，Ｑ） 

  通常 ARIMA  季節 ARIMA 
  p,P：AR の次数、d,D：階差の階数、q,Q：MA の次数 
 

異常値、曜日変動などをあらかじめ除去することで、安定的な予測値を作成し、

これを①除去後の原系列とつなぎ合わせて、データ端の欠項がない事前調整済原

系列を作成します。以前の X-11 では、12 か月移動平均により生じた末端の欠項

部分を、既知の実績値から計算していましたが（後方移動平均）、X-12-ARIMA で

はデータ端へ予測値を使用することにより、欠項となる部分についても中心化移

動平均値を用いることが可能となります。 
 
（2）X-11パート 

ここでは、移動平均による季節変動の抽出を行います。X-12-ARIMA の登場以前

は独立したプログラムでしたが、現在は X-12-ARIMA に組み込まれています。ちな

みに、X-11 の機能のみを用いて X-12-ARIMA を用いることも可能です（このような

運用方法を、X-11 デフォルトと呼んでいます）。 
X-11 の特徴は以下のとおりです。 

 



① 傾向・循環要素抽出の際の移動平均 

移動平均の項数を選択できるヘンダーソンの加重移動平均を使用しています。

これは３次曲線を再現する性質があります。移動平均の項数を指示しない場合は、

傾向・循環要素に対する残差としての不規則要素の相対的な大きさ（I/C）に応じ

て自動的に移動平均項数を伸縮させることとしています。 
 

② 異常値の修正 

異常値修正は、SI 要素から I を除去するよりも、原系列を修正する考えをとっ

ており、異常値が傾向・循環要素の推計値に影響を及ぼさないように配慮してい

ます。処理方法は以下のとおりです。 
ア 異常値の判定基準として通常、上限± 2.5σ 、下限± 1.5 σ という管理

限界を設けます。ここでのσとは、不規則要素の時系列から算定される５年

間の移動標準偏差です。移動標準偏差とは、例えば、10 年間のデータについ

て移動標準偏差を求めるには、1 年目から 5 年目までの 5 か年間（60 か月）

の不規則要素（I）の標準偏差を求め、それを中心年（3 年目）に適用する「移

動標準偏差」とします。同様に、計算期間を 2 年目から 6 年目、3 年目から

7 年目というように順次計算し、4 年目から 8 年目の移動標準偏差とします。

最初と最後の各 2 年間は中心年とならないために、それぞれ 1 年目から 5 年

目、6 年目から 10 年目の標準偏差を用います。 
イ この２つの管理限界のうち上限を超える不規則変動成分にはゼロのウェイ

トを付け（完全に除去する）、上限と下限間は０から１まで直線的に変化する

ウェイトを付け、下限以下の成分には１のウェイトを付けるという方法で異

常値の修正を行っています。 
｜I' － 1｜>2.5 δ1 のとき  W＝0 

1.5 δ1≦｜I' － 1｜≦2.5 δ1 のとき W＝2.5｜I′ － 1｜
δ1

 

｜I' － 1｜<1.5 δ1 のとき  W＝1 
 とし、不規則要素 I'を次式の IW に置き換えます。 

IW＝1.0＋W(I'－1.0) 
 

このように不規則要素を 5 年間ずつ移動しながら管理限界を算出し、判定基準

の安定性を高めるという方式をとっており、このため、データを追加し再計算を

行っても過去に計算した季節要素と大幅に変わることを少なくしています。さら

には、全くの特異項と修正の不必要な数値とに中間部分を設け、漸増ウェイト方

式により特異項を修正する方法をとっています。 
 



なお、X-11 は X-12-ARIMA のサブセットとして完全に組み込まれており、事前調

整と事後診断を行わなければ、X-12-ARIMA は X-11 とほぼ等しくなります（ただ

し、X-11 の一部は、X-12-ARIMA に組み込む際に改良されているため、完全に一致

するとは限りません）。 
 
（3）事後診断パート 

季節性が正しく除去されたかどうか、異常値、オプションの設定が妥当かどうか

を、統計的手法によりチェックします。季節調整の算出期間をずらした場合に、同

一時点の季節変動成分がどの程度変化するか、同一時点の季節調整済データがどの

程度変化するかを分析します。モデルの当てはまり度についても、AIC4等が計算さ

れるため、判断の目安となります。 
 
 
４．４ X-12-ARIMA の適用 

 
鉱工業指数における X-12-ARIMA運用上の特徴 

鉱工業指数では、X-12-ARIMA を適用するにあたって、従前からの運用、作業実態

に合わせて、以下のように運用しています。 
 

（1）季節指数作成計算の時点数 

センサス局法は一般に比較的長期の時系列を対象としており、計算に使用するデ

ータの時点数が最低７～８年間必要であるといわれています。以前の MITI 法を用

いていた頃は、鉱工業活動は新規製品の台頭などによって季節パターンが急激に変

化することもあるため、短い期間の季節調整が適している、との考えに基づき、５

年間の系列で運用してきましたが、X-12-ARIMA に移行するにあたって７年間のデ

ータで計算することにしました。その後、季節要素のより確実な抽出のため、計算

に使用するデータ期間を伸ばし、2010 年（平成 22 年）基準改定においては８年間、

2020 年（令和２年）基準改定においては 12 年間のデータで計算することにしまし

た。 
 
（2）暫定季節調整方式 

X-12-ARIMA は、１か月分のデータが追加されるごとに季節指数を作成、更新で

きます。しかし、そうすると公表するごとに最新月はもちろん、過去の季節調整済

指数が全て入れ替わってしまいます。あまりに頻繁な季節調整済指数の修正は、利

 
4 AIC（Akaike Information Criterion）とは、モデルの当てはまりを評価する情報量基準の一つ。数値が小さい

ほど当てはまりが良いと考えられる。 



用者にとってかえって不便となってしまいます。そこで、鉱工業指数では毎月の公

表時では季節指数を更新せず、年に１回、３月頃に行う年間補正時（指数のもとと

なる実数について、前年１年間の数値を修正し、確定値とする時）に季節指数を更

新し、季節調整値を修正しています。 
その際には、更新するのは過去１年分とし、それ以前の値については遡って修正

しません。これは季節調整済指数が頻繁に過去に遡って改定されることにより、利

用者に最終データとその変更時期が判らなくなる混乱を避けるためです。5 
なお、基準改定では実数を全て入れ替えるため、全期間について季節指数の計算

を行います。 
季節指数の作成の具体的なタイミングは次のとおりです。 

①  基準改定時は、全ての季節指数を計算し、季節調整済指数を作成します（原系

列全て入れ替えるため）。季節指数計算に使用するデータは、基準年から遡って

過去９年、基準年、基準年後２年の、計 12 年間です。 
例：2022 年（令和２年）基準改定（2023 年 6 月 20 日公表）では、以下のデータ

を使用。 
・2011～2019 年（基準年からさかのぼって過去９年） 
・2020 年（基準年） 

・2021～2022 年（基準年後２年）ただし、公表は 2018 年（平成 30 年）からの値

を公表しました。 
※ 鉱工業指数は、基準年次及びその前後２年ずつの計５年間が、当該基準での値となるため。

上記について言えば、2018 年は 2020 年基準の値、2017 年は 2015 年基準の値が公式の値とな

り、2011～2017 年について 2020 年基準で計算した値は公表しない。 
② 毎月の運用では、データが月々追加されても、その都度、季節指数の再計算は

行いません。 
③ 年間補正時には、年間補正の対象となった１年を追加して、過去 12 年間で季節

指数を計算します。この年間補正時の作成では、以下２点の特徴があります。 
ア．計算には 12 年間の原指数を使いますが、年間補正の対象となった最新の１年

分について計算した季節指数を使用し、それ以前の季節指数は、従前のものを

そのまま使用します。これは、毎年計算し直した季節指数を全て適用すると、

過去の季節調整済指数がそのたびに変わってしまい、利用する際に不便となっ

てしまうためです。6 
イ．年間補正の対象となった年の翌年の季節指数も、このときに設定します。た

 
5 現在、季節調整については、最新データを用いて計算した季節調整値で行うことが適切であり、過去の数値に

ついても、最新データを反映したものに更新すべきという考え方が主流であるため、2020 年基準からは、毎年実

施する確定値の更新を、2020 年基準で公表されている全期間（2018 年～）の値に対して行う方法に変更しま

す。 
ただし、本対応には、経済産業省のシステムの改修が必要となることから、2020 年基準期間内でシステムの改修

を行い、改修が完了次第、当該方法を実施します。 
6 脚注５と同様。 



だし、計算では出てこないので、年間補正の対象となった年の季節指数を、曜

日、祝祭日を調整した上で使用します。これを「暫定季節指数」と呼んでいま

す。暫定季節指数は、14 か月分計算します（年間補正作業は、対象となる年の

翌年１月分確報時（毎年３月頃）に行うことが通例であることから、次の年間

補正までの季節指数を計算しておくためです）。 
④ 年間補正時の季節指数再計算に使用するデータの期間は、直近の１年間を追加

し、最も古い１年間を除外した 12 年間になります。 
例：2023 年の年間補正時は、2012 年～2023 年のデータを使用 
  2024 年の年間補正時は、2013 年～2024 年のデータを使用 
再計算では 12 年分のデータを使用するため、季節指数も 12 年分が新たに計算

されますが、使用するのは年間補正の対象となった最新１年分のみとします。 
また、次の年間補正までの暫定的な季節指数として、最新１年分に曜日・祝祭

日修正を行ったものを、使用します。 
 

例：2023 年年間補正時における、季節指数の状況 
 

2022 年 基準改定時に計算したもので確定 
2023 年 暫定として 2022 年季節指数を、曜日・祝祭日修正だけ

2023 年を使用して運用していたが、年間補正で計算した

もので確定 
2024 年 2023 年季節指数を、曜日・祝祭日修正だけ 2024 年を使

用して運用。次の年間補正で季節指数を確定させる。 
 

以上の工程を、次の基準改定まで繰り返します。 
 

（3）ARIMAモデルの選定 

事前調整パートは、ARIMA モデルの設定が必要となります。2010 年（平成 22 年）

基準までの鉱工業指数では、全系列において同じモデルを使用、2015 年（平成 27
年）基準では生産指数、出荷指数、在庫指数・在庫率指数及び稼働率指数の系列ご

とに最適なモデルを設定していました。 
2020 年（令和２年）基準では、生産指数、出荷指数、在庫指数、在庫率指数及び

稼働率指数について、それぞれ業種分類及び財分類の系列ごとに最適なモデルを設

定しました。 
モデル選定の方法は以下のとおりです。 

①  ARIMA モデルの通常階差（d）、季節階差（D）を１次に固定し、AR 項、MA
項の次数選定は、モデルの複雑さを回避するため、選定対象を０次から２次まで

の間で選定。 



②  鉱工業、業種分類及び財分類について、曜日、祝祭日、うるう年調整などの各

種オプションを考慮の上、各種設定の統計的な優位性や各原系列の持つ特性を踏

まえ、BIC7の値が最小となるものを基本に ARIMA モデルを決定。また、後述（6）
の「曜日・うるう年調整及び祝祭日調整」については、最初のモデル選定では全

て設定し、有意でなかった変数があれば以降の計算から除外しました。 
 
（4）予測系列の採用 

ARIMA モデルで推計した予測系列は 2005 年（平成 17 年）基準から採用してい

ます（期間は 12 か月）。これによって、移動平均では欠損となる直近時点の結果が

安定的となっています。 
 
（5）異常値の処理 

鉱工業指数では、異常値の候補を X-12-ARIMA の異常値検出機能 8を使用して検

出し、それが経済活動から見て妥当なものであれば、異常値として設定しています。 
自動検出機能を使うのは、できるだけ恣意的な判断に寄らず、機械的に判別でき

るもののみを異常値にする、という発想によるものです。 
この異常値は、年間補正のたびに新たな１年を追加して検出、検討を行った上で、

設定をします。その際には、しきい値に達しない候補であってもそれを異常値とす

ることが妥当と判断された場合には、異常値として設定します 9。 
 
（6）曜日調整・うるう年調整及び祝祭日調整 

鉱工業指数では、X-12-ARIMA に切り替えたときから曜日・うるう年調整及び祝

祭日調整の適用可否の検討を行っています。これらは生産や出荷、稼働率などのフ

ローの系列のみについて行い、在庫指数、生産能力指数のストック系列については

行っていません 10。 
フローの系列に適用する最終的な季節指数は、以下のような各要素の掛け合わせ

になります。 
 
   最終季節指数＝曜日・うるう年要素×祝祭日要素×季節要素 
 
①  曜日要素については、regARIMA の曜日調整機能には、各曜日の効果を調整す

 
7 BIC（Bayesian Information Criterion）とは、モデルの当てはまりを評価する情報量基準の一つ。数値が小さ

いほど当てはまりが良いと考えられる。 
8 outlier コマンド。ただし、傾斜的水準変化（rp）が検出できない、デフォルトのしきい値が高い、という注意点

がある。 
9 outlier コマンドを使用すると、しきい値を超えた時点のほか、しきい値は超えないものの異常値の恐れがある時

点も異常値候補として検出する。例えば 2010 年（平成 22 年）基準では、リーマンショックは異常値としては出

なかったものの、候補としては出たことから、検討の結果、異常値として設定した。 
10 鉱工業指数では期末在庫を使用していることから、曜日、祝祭日の影響はない、という発想による。月末が平

日か祝祭日かという調整も行っていない。 



る７曜日調整と、月～金と土・日曜日の２つに分けて調整する２曜日調整があり、

2020 年基準改定では、２曜日調整を採用しています。また、うるう年調整を適

用する場合は、ダミー変数を用いた調整を行います。（regression コマンドの

td1coef 変数を使用） 
②  祝祭日要素は、日本独自のものであることから、ユーザー定義の変数を作成し、

取り込んでいます。この際、振替休日も祝日としてカウントしています。 
 

スペックファイル 

スペックファイルは、X-12-ARIMA における様々なオプションを設定するファイル

です。第４－６表のように、このファイルは基本的な命令文とそれに対応する引数及

び数値で表されます。 
また、X-12-ARIMA を実行すると、様々な出力ファイルが生成されます。季節調整

を行う際に出力される、代表的なファイルは第４－７表のとおりです。 
 
 

第４－６表 X-12-ARIMAの命令文 

命令文 内容 
series 
 
transform 
x11 
 
identify 
 
regression 
arima 
automdl 
 
estimate 
 
outlier 
check 
forecast 
slidingspans 
history 

 データ、開始時期、季節区分（四半期 or 月次）、対象とする期間、系列のタイトル

を指定する。 
 事前調整の前にデータの変換を行う際に使用。対数変換などを指定する。 
 季節調整における加法、乗法といった分解方法、保存するデータなどを指定する。 
 
 regARIMA モデルの ARIMA 部分を識別するために、自己相関・偏自己相関係数を生

成する。 
 regARIMA モデルで用いる各種回帰変数（曜日、祝祭日、異常値など）を指定する。 
 regARIMA モデルの ARIMA 部分を指定する。 
 ARIMA モデルについて、自動的に最善と考えれるモデルを比較し、その中から最適

なモデルを選び出す。 
 regression 及び arima で指定されるモデルの推定を指示し、また繰り返し推計の回数

を指定する。 
 異常値の自動検出を指定する。 
 推定されたモデルの診断に有益な統計量を生成する。 
 推定したモデルに基づく予測期間を指定する。無設定では１年間。 
 季節調整の安定性について、データ範囲をずらして検証を行う。 
 季節調整の改定値の履歴や関連する regARIMA モデルの統計量を求める。 

 
  



第４－７表 X-12-ARIMAにおける出力ファイルの一例 

出力ファイル 

拡張子 
対応する 

命令文 
内 容 

out 
err 
d10 
d11 
d12 
d13 
d16 
td 
hol 
mdl 

なし 
なし 
x11 
x11 
x11 
x11 
x11 
regression 
regression 
estimate 

X-12-ARIMA の実行結果（総括表） 
X-12-ARIMA のエラーメッセージ（エラーがなくても必ず出力される） 
季節変動（曜日変動等も加えたもの）（Ｓ） 
季節調整済系列（ＴＣ・Ｉ） 
趨勢循環成分（ＴＣ） 
不規則変動成分（Ｉ） 
季節×曜日変動 
曜日変動  
祝祭日変動 
regARIMA モデルのパラメータ（回帰パラメータ等） 

 
第４－８表に示すのは、鉱工業指数で用いている、X-12-ARIMA のスペックファイ

ルです。ここでは、命令文に対応する引数について説明しています。 
 

第４－８表 鉱工業指数のスペックファイル（2020年基準改定時点） 

なお、季節調整済指数及び各要素は、以下の計算方法で計算されます。 

  季節調整済指数 ＝ 原指数 ÷ 季節指数 
  季節指数    ＝ 季節要素 × 曜日要素 × 祝祭日要素 
 

  



（参考）曜日、祝祭日、うるう年調整用の変数の作成方法 

前述のとおり、直近の年における季節指数は、暫定方式ということで前年の季節要

素をスライドし、曜日及び祝祭日を変えて使用しています。 
曜日、うるう年及び祝祭日変数は、回帰変数と回帰パラメータにより計算されてい

るため、カレンダー情報と X-12-ARIMA の回帰パラメータから直近の年のものを作成

できます。以下では、直近の年におけるこれら変数の作成方法について記述します。 
 

①  祝祭日変数の作成方法 

スペックファイル中の file="holi.dat"で指定される、ユーザー定義による祝祭日注変

数（祝祭日パターンを表したもの）は、以下の手順で設定しています。 
ア．季節指数計算の対象年月（12 年間）について、1 月から 12 月ごとに、毎年、

平日（月曜日から金曜日）が祝祭日になる日数（Ａ）を数え、次にその 12 年間

の平均値（Ｂ）を求めます。 
イ．各年の各月について、その月の日数（Ａ）から平均値（Ｂ）を差し引いた値

を求めます。 
注：鉱工業指数の 2020 年（令和２年）基準改定時で採用した祝祭日は、以下の

とおりです（祝祭日は年によって変更があり得ることに留意）。 
元旦、成人の日、建国記念の日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、み

どりの日、こどもの日、海の日、山の日、敬老の日、秋分の日、スポーツ

（体育）の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日、国民の休日とそれ

ぞれの振替休日 
 

具体的な作成データは以下のとおりです。 

第４－９表 各年月の祝祭日の日数 

 
 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1 1 1 1 3 0 1 0 2 1 2 1
2012年 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
2013年 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1
2014年 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1
2015年 2 1 0 1 3 0 1 0 3 1 2 1
2016年 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 2 1
2017年 2 0 1 0 3 0 1 1 1 1 2 0
2018年 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1
2019年 2 1 1 2 4 0 1 1 2 2 1 0
2020年 2 2 1 1 3 0 2 1 2 0 2 0
2021年 2 2 0 1 3 0 2 1 2 0 2 0
2022年 1 2 1 1 3 0 1 1 2 1 2 0
平均 1.833 1.083 0.833 1 2.75 0 1.167 0.5 1.917 0.917 1.667 0.583



第４－１０表 祝祭日変数（各年月の日数－12年間の平均） 

 
 

② 曜日変数の作成 

曜日変数は、各年月の曜日日数表を作成し、この表に基づいて以下のように計算

します。 
 曜日変数 ＝｛月曜日の日数－（土・日曜日の日数の平均） 
    ＋ 火曜日の日数－（土・日曜日の日数の平均）＋… 
    ＋ 金曜日の日数の平均－（土・日曜日の日数の平均）｝ 
 
 

第４－１１表 各年月の曜日別の日数 

 
③ うるう年変数 

うるう年変数は、うるう年の 2 月は 0.75、うるう年以外の 2 月は-0.25、2 月以外

は 0、というダミー変数を使用します（regression コマンドの lpyear 変数を使用）。 
 
  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 -0.833 -0.083 0.167 0.000 0.250 0.000 -0.167 -0.500 0.083 0.083 0.333 0.417
2012年 0.167 -1.083 0.167 0.000 -0.750 0.000 -0.167 -0.500 -0.917 0.083 -0.667 0.417
2013年 0.167 -0.083 0.167 0.000 -0.750 0.000 -0.167 -0.500 0.083 0.083 -0.667 0.417
2014年 0.167 -0.083 0.167 0.000 -0.750 0.000 -0.167 -0.500 0.083 0.083 0.333 0.417
2015年 0.167 -0.083 -0.833 0.000 0.250 0.000 -0.167 -0.500 1.083 0.083 0.333 0.417
2016年 0.167 -0.083 0.167 0.000 0.250 0.000 -0.167 0.500 0.083 0.083 0.333 0.417
2017年 0.167 -1.083 0.167 -1.000 0.250 0.000 -0.167 0.500 -0.917 0.083 0.333 -0.583
2018年 0.167 -0.083 0.167 0.000 -0.750 0.000 -0.167 -0.500 0.083 0.083 -0.667 0.417
2019年 0.167 -0.083 0.167 1.000 1.250 0.000 -0.167 0.500 0.083 1.083 -0.667 -0.583
2020年 0.167 0.917 0.167 0.000 0.250 0.000 0.833 0.500 0.083 -0.917 0.333 -0.583
2021年 0.167 0.917 -0.833 0.000 0.250 0.000 0.833 0.500 0.083 -0.917 0.333 -0.583
2022年 -0.833 0.917 0.167 0.000 0.250 0.000 -0.167 0.500 0.083 0.083 0.333 -0.583



（補論）ARIMA モデルの考え方 

 
 時系列モデル 

センサス局法 X-12-ARIMA は、それ以前に用いてきたセンサス局法Ⅱ X-11 に事前

調整機能と事後診断機能を付加した手法です。この事前調整機能の中には、ARIMA モ

デルという時系列モデルが組み込まれています。事前調整では、原系列から異常値の

調整及び曜日調整などを回帰計算（Regression）によって処理する過程と、ARIMA モ

デルによって先行きデータを予測する過程とがあり、これらを併せた計算過程を

regARIMA モデルと呼んでいます。ここでは、ARIMA というモデルはどういうものか

についてその考え方を説明します。 
ある時系列データの先行きを予測するには、そのデータの変動要因の動きによって

予測する計量経済モデルの手法がよく用いられます。これは、当該系列自身の過去の

動きによって予測するもので、時系列モデルによる手法といいます。 
時系列モデルでは、t 期に観察されたデータ yt は過去から将来の全期間にわたる変

数の集合（この集合を確率過程、変数を確率変数と呼びます）の中から、たまたま確

率的に実現したデータであると考えられます。しかし、t 期の実現値 yt は１個しかな

いため、その平均やバラツキなどを計算することはできません。そこで一定の前提を

置きます。それは「定常確率過程」（stationary stochastic process）という前提です。 
定常とは、１．時系列データの平均（期待値）が一定（トレンドがフラット）、２．

分散が一定、３．自己相関が時点の差のみに依存という条件に当てはまる状態をいい

ます。ここで自己相関係数という言葉が出てきましたが、当該時系列について t 期の

値 yt と k 期離れた値 yt+k との相関関係を自己相関又は系列相関といい、定常性を持つ

時系列は、ある時点から k 期ズレ込んだときの自己相関係数が、どの時点をとっても

一定の値をとるというものです。すなわち、下図において yt が定常確率過程に従って

いる場合、yt と yt+k の相関と yt+s と yt+s+k の相関は等しくなります。 
 
 

 
 
そして、観察された時系列データは定常確率過程の中から得られたものと考えます。

これを前提に、AR、MA、ARMA 時系列モデルについての議論を進めます。 
  

k

yt yt+s yt+k yt+s+k

k



 AR モデル、MAモデル、ARMA モデル 

 ・AR モデル 
まず、時系列 y について、当期の値 yt は、当期のランダムな変動と過去の y の加

重和との計で表すことができる次のモデルを考えます。 
 
    yt ＝ ut＋ψ1 yt-1＋ψ2 yt-2＋……＋ψp yt-p 
 

この式は、１期前から p 期前まで自己自身の過去データの値とその期におけるラ

ンダムな動きによって当期を説明するもので、次数 p の「AR モデル」（自己回帰

Autoregressive model）と呼ばれ、AR（p）モデルと表現します。 
 
 ・MA モデル 

次に、時系列の当期の値 yt が現在及び過去 q 期までのそれぞれ固有なランダム部

分の加重和によって説明されるモデルを考えます。 
 
    yt ＝ ut＋θ1 ut-1＋θ2 ut-2＋……＋θq ut-q 
 

このモデルは次数 q の「MA モデル」（移動平均 Moving Average model）と呼ばれ、

MA（q）モデルと表現します。 
 
 ・ARMA モデル 

そして、AR（p）モデルと MA（q）を組み合せた形のモデル、すなわち、当期の

yt を過去の y の値の加重和及び当期から過去にわたる各期のランダムな変動の加重

和で説明するモデルを考え、これを「ARMA モデル」（AutoRegressive Moving Average 
model）と呼びます。 

 
    yt ＝ ψ1 yt-1＋ψ2 yt-2＋……＋ψp yt-p  
               ＋ut＋θ1 ut-1＋θ2 ut-2＋……＋θq ut-q 
 

これを ARMA（p,q）と表現します。ここでθj＝0（j＝1，……，q）とすると、こ

のモデルは AR（p）モデルとなり、ψi ＝0（i＝1，……，p）とすると MA（q）モ

デルとなります。 
なお、ARMA（p,q）で p＝q＝0 のケース、つまり、ARMA（0,0）は、ut のみのモ

デルとなります。この当期のランダム変動 utのみからなるモデルをホワイト・ノイ

ズモデル（white noise model）といいます。ホワイト・ノイズモデルは、平均 0 で、

系列無相関（それ自身の過去の数値が現在未来の数値に影響を与えることのない）

の、確率的に変動する変数です。 
 

ARMA（p,q）は、以下のように表現できましたが、 
    y t  ＝ ψ1 yt-1＋ψ2 yt-2＋……＋ψp yt-p  



               ＋ut＋θ1 ut-1＋θ2 ut-2＋……＋θq ut-q 
 
 t＋１期は次のように表すことができます。 
    y t+1  ＝ ψ1 yt＋ψ2 yt-1＋……＋ψp yt-p+1  
               ＋ut+1＋θ1 ut＋θ2 ut-1＋……＋θq ut-q+1 
 

ここで、y t，……，yt-p+1、u t，……，ut-q+1 及びパラメータψi（i＝1，……，p）、θ

j（j＝1，……，q）が既知だとすると、未知数は ut+1 だけになります。ut+1 は t 時点で

は知ることができませんが、ut はもともとランダムな変数ですから予測値も入れた

ut 全体の平均値は 0 と期待して良いということになります。そこで yt+1 の値を次に

より求めます。 
 
    yt+1 ＝ ψ1 yt＋ψ2 yt-1＋……＋ψp yt-p+1  
               ＋θ1 ut＋θ2 ut-1＋……＋θq ut-q+1 
 

以下、予測値を入れて同様の計算を繰り返すことで、t+2 期より先の値も求めるこ

とができます。ただし、繰り返すごとに実際のデータが減っていき、ついには予測

された数値のみで先を予測することになります。 
 
 ARIMA モデルとその適用 

我々が実際に観察する時系列データは、傾向変動や循環変動を持っているのが普

通ですから、平均や分散は一定ではなく、時とともに拡大したり縮小したりします。

これを時系列モデルとして処理するには、定常化しなければなりません。センサス

局法の ARIMA の手法では、平均が一定でない場合は ARIMA モデルで階差をとる

ことで、分散が一定でない場合はデータを対数変換する指定（スペックファイルの

transform の記述参照）をすることで定常な系列に調整できます。 
平均が一定でない場合の「階差」とは、もとの時系列の隣り合った数値どうしの

差です。もとの系列を（y1，y2，y3，……，yt）とすると、１階階差は（（y1－y2），（y2

－y3），……，（yt-1－yt））であり、２階階差は更にその階差となります（（y1－y2）－

（y2－y3），……，（yt－yt-1）－（yt-1－yt-2））。これによる ARMA モデルを

「integratedARMA モデル」、あるいは「ARIMA モデル」（自己回帰和分移動平均

AutoRegressive Integrated Moving Average model）と呼び、一般に階差を d 階、AR を

p 次（過去に p 次遡ったモデル）、MA を q 次（過去に q 次遡ったモデル）とする

ARIMA モデルは ARIMA（p,d,q）と表現します。予測は、このモデルで行うことに

なります。 
  



ARIMA モデルを作るためには、使用するデータ期間及び AR（自己回帰）の次数

（p）、MA（移動平均）の次数（q）、階差の階数（d）をどう決めるかが大きな問題

となります。一般にデータを多くとればモデル全体の当てはまりは良くなる反面、

過去のデータの影響が大きくなって予測の信頼度が低下することが多いですが、

AIC や BIC といった情報量基準を用いることで最適な次数や階数を判断できます。 
次の問題は、パラメータψi、θi の推計方法です。これについては、計量経済モデ

ルで最尤法（さいゆうほう）という手法がよく用いられており、この時系列モデル

でもこの手法で推計するのが一般的です。これらの内容を説明するのはやや進んだ

統計学の知識を必要とし、本書の範囲を超えるので省略します。なお、X-12-ARIMA
にこの手法が組み込まれており、パラメータψi、θi が推計できるようになっていま

す。 
 

（参考）X-12-ARIMA 内の X-11の計算手順 

  regARIMA モデルにより出力された、事前調整済原系列（曜日祝祭日変動等を取り

除いたもの）に対し、X-11 が実行されます。X-11 による各変動要素の抽出は、以下に

示す Stage1～3 を反復することによって行われます。ここでは、時系列分解を乗法モ

デルで想定しています。 
 
Stage1.初期推計 
S1-①  原系列 Yt に対し、中心化 12 項移動平均を行い、初期循環変動 Tt

(1)を算出 

 
 
S1-②  原系列 Yt を①で除し、初期季節・不規則変動 SIt

(1)を算出 
 
 
 
S1-③  ②に対し 3×3 項季節移動平均を行い、初期暫定季節変動S�t

(1)を算出 

 
 
S1-④ ③に対し、③の時点を中心とした中心化 12 項移動平均値で除し、初期季節変

動 St
(1)を算出 
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Stage3.最終循環変動と最終不規則変動 
S3-①  ヘンダーソン加重移動平均により、最終循環変動 Tt

(3)推計 
 
 
 
S3-②  季節調整結果 At

(2)を①で除し、最終不規則変動 It
(3)を算出 

 
 
 
以上、繰り返し 
 
◎反復計算後の最終的な推計結果 
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コラム  過去の鉱工業指数で使われていた季節調整法 ～MITI法の特徴～ 

MITI 法は、センサス局法と同じ可変型の季節調整手法で、経済産業省の前身である

通商産業省が鉱工業指数に適用することを主たる目的として、昭和 35 年基準で独自

に開発したものです。当時、コンピュータの性能に限りがあったことから、MITI 法で

は計算の過程を鉱工業指数の系列の特性に見合ったものに絞り込むことで計算を簡素

化し、大量の系列の同時処理を行うことを可能としていました。そして基準改定ごと

に改良を重ね、最終バージョンは MITI 法ⅢＲとなります。 
しかし、季節調整済系列は手法の違いによって相違が生ずることがありますから、

異なる季節調整を適用したものを比べようとすると利用者側は混乱してしまいます。

この点に関しては、はん用的な手法であるセンサス局法が便利でした。こうしたこと

もあり、鉱工業指数は季節調整方法について、様々な検討を経て、平成７年基準以降

は X-12-ARIMA に変更したため、現在は使用されていません。 
MITI 法ⅢＲの計算手順とその特徴は、以下のとおりとなっています。 
（1）季節性が年々変化することを想定した可変型季節変動の考えに立っています。

また、センサス局法と同様に 12 か月移動平均法を基礎としています。 
（2）原系列における傾向・循環要素を 19 項加重移動平均値で近似しています。こ

の移動平均には次の性格を持たせています。 
① 中心化 12 か月移動平均と同程度に季節性を除去する。 
② 傾向・循環変動における 3 次曲線のカーブをそのまま再現しようとする。 
③ 残る不規則変動をできるだけ小さくする。 

計算手順としては最初に 12 か月移動平均を行い、次に８項加重移動平均

を行うことにより、結果的に 19 項加重移動平均値を得る。移動平均により生

ずる両端の欠項については、ウェイトを変化させて加重平均を行い、補項を

行う。 
④ 傾向・循環要素の抽出に際し、不規則変動による移動平均の歪みをできる

限り小さくするため、異常値の調整を行うことによって安定的な傾向・循環

要素の摘出を行う。 
（3）各月の季節要素は過去５年のものを用い、これを５項加重平均することにより

求めています。この際のウェイトは、算出すべき季節変動の年ごとの動きが不

規則にならないように、言い換えれば、不規則変動に左右されることなく安定

的な季節変動を摘出するよう工夫されたものです。 
（4）計算した季節要素から暫定季節指数を求め、原系列をこれで除して暫定季節調

整済指数を作成します。さらに、暫定季節調整済指数に 11 項加重移動平均を行

い、最終的な傾向・循環要素とします。これと原系列とで最終的な季節要素を

計算します。その際、再び特異項の調整及び各月について５項加重平均を行っ

て、季節指数を作成します。 



（5）５年プラス前後各２か月、計 64 か月の原系列を用います。欠項補項等により、

結局５年間の季節・不規則変動から季節指数が算出されることとなります（35
年及び 40 年基準では、原系列を 60 か月としていました。45 年基準から 64 か

月となりました）。 
 

鉱工業指数における季節調整手法の歴史 
 

昭和 30 年基準 連環比率法 
35 年 MITI 法Ⅰ 
40 年 MITI 法Ⅱ 
45 年 MITI 法Ⅱ改良型 
50 年,55 年 MITI 法Ⅲ 
60 年,平成２年 MITI 法ⅢＲ 
７年～ X-12-ARIMA 

 
 









 
 

  となります。具体例としてγ=1.01、a=0.05 とすれば、Qt 及び Ct は第５－２図のよ

うな曲線を描きます（なお、文章中やグラフに示す数値は適宜 100 倍している場合が

ありますが、特に注意書きを行っていません。以下においても同様です）。この前年同

期比は、 
 
 

ですので、γ4 を取った循環変動のみについて前年同期比を計算して図示します。 
  原系列の前年同期比はこれにγ4（この具体例の場合は 1.0406）を乗ずればよいこと

になります。この図で明らかなように、循環変動の山・谷に比べ前年同期比のそれは

２期先行しています。 
  今、循環変動の周期を４年として計算しましたが、周期によって時期のズレ（lag）
が異なります。 
        循環変動の周期        前年同月比の 1ag 
          3 年  (12 期)          1 期 早め 
          4 年  (16 期)          2 期 早め 
          5 年  (20 期)          3 期 早め 

  今までは循環変動において上昇局面と低下局面が同じパターンで推移することを仮

定しましたが、前述景気基準日付によれば戦後の我が国における第 2～第 15 循環平均

の拡張期間は 36.2 か月、後退期間は 16.1 か月でおよそ 2：1 の比率になっています。

そこで、循環変動 Ct について次のような曲線で近似させます。 
 
 

 

  a＝0.05 とすれば、Ct 及びその前年同期比は第５－３図のとおりになります（ｎ＝

48 とし、月別に計算して前年同月比を計算しても全く同じ型になります）。 
  ４年周期の場合の循環変動は拡張局面 10 期、後退局面６期ですが、その前年同期比

はプラスが９期、マイナスが７期となり、その山・谷の形も全く違っています。循環

変動がこのような規則的数学曲線で表される場合でさえ単純ではないのに、現実の経

済活動は様々な形の推移をたどるわけですから、前年同期（月）比の動きによって景

気を観察するには十分注意することが必要です。 
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５.２  上昇寄与率と寄与度 

 
  寄与率と寄与度の計算 

  ある指標の上昇又は低下に対して、その内訳分類のうち、どれがどれだけ全体に影

響を与えたかを構成比で示したものを「上昇寄与率」又は単に「寄与率」といい、上

昇又は低下の増減分に対して内訳分類の増減分がどれだけになっているかを示したも

のを「寄与度」又は「寄与分」といいます。 
  具体的な数値例で説明します。今、t 年及び t－1 年の国内総支出が第５－１表のと

おりであるとします。t 年と t－1 年との項目ごとの増減額を求め、合計の増減額で除

して構成比に直したものが寄与率です。増減額を t－1 年の国内総支出総額でそれぞれ

項目別に除したもの、あるいは総額の前年比増分に項目別寄与率を乗じたものが寄与

度となります。 
 

第５－１表  国内総支出の項目別寄与率・寄与度 

 
指数の場合は加重平均値ですから単純には求められません。第５－２表にその数値例

を示しましたが、計算手順は以下のとおりです。 
 
①  t 年と t－1 年との分類ごとに指数水準のポイント差を求めます。 
②  これにそれぞれのウェイトを乗じます。この合計は総合の指数水準のポイント差

にウェイトを乗じたものと一致します。 
③  ウェイトを乗じたポイント差の構成比を求めれば寄与率となります。 
④  総合の前年比に寄与率を乗じればこれが寄与度となります。 
（又は、総合の t－1 年の指数×ウェイトで②を割れば寄与度を求められます） 
 
 
 

項      目
t-1年

10億円

A

ｔ年
10億円

B

増減額
B-A

増減額

構成比

（寄与率）

C％

前年比
(B-A)/A％

寄与度
D％

国 内 総 支 出 （ GDE ） 500,920.0 497,646.6 -3273.4 100.0 -0.7 -0.7

民 間 最 終 消 費 支 出 285,150.0 284,541.5 -608.5 18.6 -0.2 -0.1

政 府 最 終 消 費 支 出 86,986.3 87,403.2 416.9 -12.7 0.5 0.1

総 固 定 資 本 形 成 126,476.5 119,482.4 -6994.1 213.7 -5.5 -1.4

在 庫 品 増 加 -1,562.0 22.5 1584.5 -48.4 -101.4 0.3

財貨・サービスの純輸出 52,272.5 56,679.0 4406.5 -134.6 8.4 0.9

財貨 ・サ ービ スの 輸入 -48,403.3 -50,482.0 -2078.7 63.5 4.3 -0.4



第５－２表  生産指数の財別寄与率・寄与度 

 
  寄与度を計算するときよく誤解されるのは、内訳について水準のポイント差を使用

しているのに対し、総合については上昇率を使用していることです。内訳についても

上昇率を用い、これに基準時のウェイトを乗じた方が正確ではないかという疑問を持

つ人がいますが、これは間違いです。t－1 年に対する t 年の上昇率とは、t－1 年を基

準とした場合の t 年の伸びですから、もしこの上昇率を用いて計算したいならばウェ

イトを t－1 年のものに修正しておかなければなりません。第５－２表の例でいえば t
－1 年のそれぞれのウェイトは、 

 
 
 

 ＝(15.5%、7.6%、10.3%、15.8%、50.8%) 
 
となります。これにそれぞれの前年比を乗ずれば、当初の手順で計算したものと全く

同様の結果が得られます。 
 

第５－３表 前年ウェイトによる生産指数の寄与度 

 
  以上について、生産指数を例に説明します。 

t 時点を Q t、t－1 時点の指数を Q t -1 とします。その上昇率は です。 
 

指数
基準年
ウェイト

w

t-1年
A

t-1年
指数×ウェイト

W×A

t-1年ウェイト

(W×A構成比)
ｔ年
B

前年比
B-A/A％

寄与度
D％

総 合 100 92.0 9200.0 100.0 95.0 3.3
資 本 財 17 84.1 1429.7 15.5 85.9 2.1 0.3
建 設 財 8 87.7 701.6 7.6 85.1 -3.0 -0.2
耐 久 消 費 財 10 94.3 943.0 10.3 96.3 2.1 0.2
非耐久消費財 15 97.0 1455.0 15.8 96.0 -1.0 -0.2
生 産 財 50 93.4 4670.0 50.8 99.1 6.1 3.1
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1tt
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QQ
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指数
ウェイト

w
t-1年

A
ｔ年
B

ポイント
差

B-A

ポイント差
×ウェイト

W(B-A)

構成比
（寄与率）

C％

前年比
B-A/A％

寄与度
D％

総 合 100 92.0 95.0 3.0 300.0 100.0 3.3 3.3
資 本 財 17 84.1 85.9 1.8 30.6 10.2 2.1 0.3
建 設 財 8 87.7 85.1 -2.6 -20.8 -6.9 -3.0 -0.2
耐 久 消 費 財 10 94.3 96.3 2.0 20.0 6.7 2.1 0.2
非耐久消費財 15 97.0 96.0 -1.0 -15.0 -5.0 -1.0 -0.2
生 産 財 50 93.4 99.1 5.7 285.0 95.0 6.1 3.1



各分類のウェイトを W i、指数を Q i t、Q i t -1 とすれば、ポイント差で計算した寄与

度は、 
 
 
 

 
 
 
となります。これを変形すると、 

 
 
 
 

 
となります。 は､t－1 時点における各分類の構成比すなわちウェイト 
 
 
であり、 は各分類の上昇率になります。 
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５.３  移動平均と最小２乗法 

 
  不規則変動の要因 

  我々が観察している経済統計の時系列データには、様々な不規則的な動きが含まれ

ており、なめらかなカーブを描いて推移するとは限りません。生産活動を例にとって

も、工場の新設や主要設備の改修、値上り前の駆け込み需要を反映した生産増とその

反動減など、その要因が比較的明確な不規則変動が見られる場合から、設備の一時的

故障や製品仕様の変更によるラインの稼働ロス、配船繰りの一部遅れ等、細かな偶発

的要因が重なったため結果的に顕著な不規則変動として現れる場合など様々なケース

が生じます。我々が時系列の分析を行う際、その時々の上昇低下について、その不規

則変動の要因を探ることがよく行われます。しかし、もっと大切なことは、不規則変

動をならして最近の傾向は上昇基調にあるのか、低下基調にあるのか、あるいは、景

気の転換点にあるのかを判断することです。 
不規則変動の要因が明確なときにはその影響を推定し、除去する場合があります。

例えば、ストライキがあった場合、その工場の直前数日間の日産量を用いてストライ

キによる減産量を推計し、ストライキ補正後の生産量に調整することはよく行われて

います。しかし、偶発的な小要因による不規則を個別に摘出してその補正を行うこと

は事実上不可能です。そこで、そういった場合には以下で述べる手法が用いられます。 
 
  移動平均によるスムージング 

  時系列に含まれている不規則変動をならすことを「スムージング（Smoothing）」と

いいます。スムージングを行うために最も多く使われる手法が「移動平均」です。 
  移動平均には、不規則変動をならすほかに、一定周期を有する時系列にその周期と

等しい項数の移動平均を行えば、その周期変動もならすという性質もあり、季節指数

の作成に応用されていますが、これについては第４章を参照してください。 
  さて具体例をもとに説明しましょう。第５－４表 A 欄は、ある年の鉱工業生産の推

移を示したものですが、これを移動平均します。 
 
①  ３か月移動平均の場合 

1 月 
2 月   (87.5+91.0+103.7)÷3＝94.1 

   3 月   (91.0+103.7+90.7)÷3＝95.1 
                     ： 
           ： 
  11 月   (100.8+97.9+98.7)÷3＝99.1 
  12 月 

3
11 +− ++

= ttt QQQQ



第５－４表 移動平均の計算 
 

すなわち、連続する３か月の数値を平均して、その値を当該３か月の中央月の値と

します。次に、１か月移動させ同様の計算を行います。以下その手順を繰り返します。

それぞれ平均した数値はその中央月の値としますから、最初の１か月と最後の１か月

に欠項が生じます。 
 
②  ５か月移動平均の場合  

   1 月    
   2 月    

 3 月   (87.5+91.0+103.7+90.7+90.0)÷5＝92.6 
   4 月   (91.0+103.7+90.7+90.0+95.0)÷5＝94.1 
                        ： 
              ： 
  10 月   (85.7+101.3+100.8+97.9+98.7)÷5＝96.9 
  11 月    
  12 月    

平均する月数を５か月にし、①と同様の手順を行います。欠項は最初と最後各２

か月ずつになります。 
 
③  ４か月移動平均の場合 

第４章でも紹介しましたが、偶数月による移動平均は、その中央時点が月と月と

の中間点となり不都合です。そこで、１回計算した結果について更に平均を取る「中

心化移動平均」を行います。 

原系列
A

3か月
移動平均

B

5か月
移動平均

C

4か月
移動平均

D
1月 87.5 - - -
2月 91.0 94.1 - -
3月 103.7 95.1 92.6 93.5
4月 90.7 94.8 94.1 94.4
5月 90.0 91.9 95.3 94.1
6月 95.0 94.1 91.7 92.6
7月 97.3 92.7 93.9 93.4
8月 85.7 94.8 96.0 95.6
9月 101.3 95.9 96.6 96.4

10月 100.8 100.0 96.9 98.1
11月 97.9 99.1 - -
12月 98.7 - - -
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              平均（中心化前）                中心化移動平均 

  1 月                                     
      ＞ 
  2 月                                     
      ＞ (87.5+91.0+103.7+90.7)÷4＝93.23 
  3 月                                      (93.23+93.85)÷2＝93.5 
      ＞ (91.0+103.7+90.7+90.0)÷4＝93.85 
  4 月                                      (93.85+94.85)÷2＝94.4 
      ＞ (103.7+90.7+90.0+95.0)÷4＝94.85 
  5 月 
                      ：                           ： 
                      ：                           ： 
  9 月 
      ＞ (85.7+101.3+100.8+97.9)÷4＝96.43 
 10 月                                      (96.43+99.68)÷2＝98.1 
      ＞ (101.3+100.8+97.9+98.7)÷4＝99.68 
 11 月                                      
      ＞ 
 12 月                                      
 
  四捨五入をどの位置で行うかにより数値に微妙な差異が生じますが、ここでは中心

化前の移動平均は小数点以下３桁目で四捨五入をしておき、それで中心化を行いまし

た。なお、この方法は両端月の数値を 1／2 にして５か月を加え、４で割り算を行った

場合と同じ結果になります。 
 
 
 
  例えば 3 月の場合は、 
    (87.5×1/2+91.0+103.7+90.7+90.0×1/2)÷4＝93.5 
 

原系列、３か月移動平均及び５か月移動平均を行った結果の比較をグラフに示すと、

第５－４図のとおりです。 
これからもわかるとおり、移動平均の項数を多くとればとるほど、なめらかな動き

になります。 
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数である傾向値は、以下の計算式で表すことができます。 
 
 

a0 及び a1 は「パラメータ」です。これを求めれば直線の型が決定します。系列の項数

を N とすれば、原系列と傾向値との差の平方和は、 
 
 
 

以下、Σ記号における t＝1 及び N を省略して式を展開すると、 
 
 

 
 …(1) 
 
 …(2) 

 
(1)式は a0 についての２次曲線、(2)については a1 についての２次曲線と考えることが 
 

できます。一般に y=ax2+bx+c を微分すると y'=2ax+b ですから、 の時にそ 
 
の値は最小になります。したがって、 が最小になるには a0 及び a1 は、 

 
((1)式より）                             

 
 

((2)式より）             
 
 
 

を満さなければなりません。結局、連立方程式 

        ΣQ t＝Na 0＋a 1Σt 
    ΣtQ t＝a 0Σt＋a 1Σt 2 

を解いて、a0 及び a1 を求めることになります。この方程式を「正規方程式」といいま

す。 
 
  先ほどの 1 月から 12 月のデータによって直線傾向線を推計します。正規方程式 
      1139.6＝12 a0＋78 a1 
      7511.1＝78 a0＋650 a1 
を解いて、 
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第５－５表  最小２乗法による直線のあてはめ 

 
 

第５－６図  最小２乗法による傾向線のあてはめ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ＝90.253 +0.725t 
 

  傾向値の推計 
        1 月    90.253  +  0.725  ×  1  ＝ 91.0 
        2 月    90.253  +  0.725  ×  2  ＝  91.7 

( ) ( )
( ) 253.90

787865012
781.75116506.1139a 0 =

×−×
×−×

=

( ) ( )
( ) ( ) 725175.0

126507878
121.7511786.1139a1 =

×−×
×−×

=

tQ̂

t
1 1 87.5 87.5 91.0
2 4 91.0 182.0 91.7
3 9 103.7 311.1 92.4
4 16 90.7 362.8 93.2
5 25 90.0 450.0 93.9
6 36 95.0 570.0 94.6
7 49 97.3 681.1 95.3
8 64 85.7 685.6 96.1
9 81 101.3 911.7 96.8

10 100 100.8 1008.0 97.5
11 121 97.9 1076.9 98.2
12 144 98.7 1184.4 99.0
78 650 1139.6 7511.1

2t tQ
tQ̂ttQ

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

原系列

回帰による傾向線

月



                          ： 
                          ： 
        l2 月    90.253  +  0.725  × 12  ＝ 99.0 
  次に２次曲線の当てはめを行います。２次方程式 
 
    ＝a 0＋a1t＋a 2t 2  
 

  のパラメータを求める正規方程式は 
     ΣQ t＝N a 0＋a1Σt＋a 2Σt 2  
     ΣtQ t＝a 0Σt＋a1Σt 2＋a 2Σt 3 
     Σt 2Q t＝a 0Σt 2＋a1Σt 3＋a 2Σt 4 

となります。同じデータに２次曲線を当てはめると次のとおりになります。 
 

第５－６表  最小２乗法による２次曲線の当てはめ 

    1139.6  ＝ l2 a 0 ＋78 a1 ＋650 a 2 
    7511.1  ＝ 78 a 0 ＋650 a1 ＋6084 a 2 
   63102.5  ＝ 650 a 0 ＋6084 a1 ＋60710 a 2 
  （ a 0 ＝ 90.845、  a1 ＝ 0.4713、   a 

2 ＝ 0.01953） 

＝90.845＋0.4713t＋0.01953t 2     
 

  このデータの場合では t2 のパラメータ a2が 0.01953 と小さいために、直線を当ては

めた場合に等しい値となっています。 
            
  

tQ̂

tQ̂

t
1 1 1 1 87.5 87.5 87.5 91.0
2 4 8 16 91.0 182.0 364.0 91.7
3 9 27 81 103.7 311.1 933.3 92.4
4 16 64 256 90.7 362.8 1451.2 93.2
5 25 125 625 90.0 450.0 2250.0 93.9
6 36 216 1296 95.0 570.0 3420.0 94.6
7 49 343 2401 97.3 681.1 4767.7 95.3
8 64 512 4096 85.7 685.6 5484.8 96.1
9 81 729 6561 101.3 911.7 8205.3 96.8

10 100 1000 10000 100.8 1008.0 10080.0 97.5
11 121 1331 14641 97.9 1076.9 11845.9 98.2
12 144 1728 20736 98.7 1184.4 14212.8 99.0
78 650 6084 60710 1139.6 7511.1 63102.5

2t tQ
tQ̂ttQ3t 4t t

2Qt



５.４  年率・ゲタ・達成見込み率 

 
  年率の計算 

  時系列で景気の局面を判断しようとするとき、期間の異なる上昇率を比較しようと

することがあります。例えば、今回の景気拡張期の現在までの上昇テンポと、過去の

景気拡張期の全期間における上昇テンポとでどちらが速かったかなどがよく議論され

ます。このときには、比較しようとする２つの期間を同じ長さにそろえて比較した方

がその動きがよくわかります。今 t－4 月から t 月までの生産指数が、それぞれ 97.8、
96.9、96.6、98.2、99.5 であったとします。 
  t－3 月から t 月までの前月比は、それぞれ 99.1、99.7、101.7、101.3 ということにな

ります。まず１か月平均の上昇率を計算します（ここでも適宜%表示あるいは 100 倍

による表示を行っていますが、特に断っていません）。 
 
 
  1.004、つまり 0.4%が平均上昇率ということになります。これはまた、 
 
 
 
の計算を行ったことであり、最初から の計算を行ったものと同じ結 
 
果になります。一般に t－n 月から t 月にかけての月平均上昇率は t－n 月から t 月にか

けての上昇率を計算し n 乗根を開けばよいことになります（これは月を期や年に置き

換えて考えた場合も同様です）。 
  期間の異なる時系列の上昇率はそれぞれ１か月平均の上昇率に直せば比較可能とな

りますが、「政府経済見通し」をはじめ、予測や目標が年間で策定している場合が多い

ので年間の上昇率に換算した方が便利なときが多く、よく計算されます。これを「年

率」といいます。 
 
年率＝ 

 
  先程の例では、 となります。 
年率は、新聞等において「瞬間風速」と呼ぶことがあります。これに対して１か月平

均上昇率を「月率」といいます。 
 
  前年比とゲタ 

  年率に換算した上昇率と、前年比の関係はどうなっているでしょうか。数値例で説
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明します。t－1 年及び t 年の生産指数が第５－７表のように推移したとすると、t－1
年平均指数は 94.9 です。もし、t 年において t－1 年 12 月の水準のまま、t 年の 12 月

まで推移すると考えれば、その水準は 97.8 ですから、その場合の前年比は、 
      97.8÷94.9＝103.1(%) 
となります。しかし、t 年においても上昇傾向で推移しており、その年間の上昇率は 
      102.7÷97.8＝105.0(%) 
であり、その月率は 1.004 です。t 年の平均指数は 99.8 ですので前年比は、 
      99.8÷94.9＝105.2(%) 
であり、年間の上昇率を上回っています。前年 12 月以降に横ばいでも 3.1%前年を上

回るのですから、t 年を通して低い上昇率で推移したとしても、前年比は大きくなりま

す。つまり、前年に達成した上昇のうち、前年平均に対する前年 12 月水準の分だけ当

年の前年比にずれ込んでいることになります。このずれ込み分の比率 
      97.8÷94.9＝103.1(%) 
を通称「ゲタ」と呼んでいます。 
  年間の見通しを行ったり、計画を立てたりする場合には、ゲタの大きさに十分に注

意する必要があります。ゲタが大きい場合には、その年における上昇の実勢が弱い（年

間上昇率が低い）ときでも高い前年比が達成できることになります。逆に、ゲタがゼ

ロ又はマイナスのときには、月々高い上昇率で推移したとしても低い前年比にとどま

ることになります。 
 

第５－７図  前年比、ゲタ、年間上昇率の関係 

  



 

第５－７表  時系列の仮設例 

 
  先の数値例を再び使います。t－1 年の年平均は 94.9、t－1 年 12 月は 97.8 です。も

し、t 年に月率 0.4 すなわち年間上昇率(1.004)12＝1.049 が見込まれる場合には、t 年の

前年比はいくらになるでしょうか。 
            1 月推計値      97.8× 1.004  ＝ (98.2) 
            2 月  〃        97.8×(1.004)2  ＝ (98.6)   前年比 
                      ：     ：        ：         
                      ：     ：        ：         
                      ：     ：        ：         
           12 月推計値      97.8×(1.005)12＝(102.6)       
              平均                       100.4                  5.8％ 
 
  答えは 5.8％上昇です。これは、次のやり方でも求めることができます。 
           1 月       1.004          ゲタ 
          2 月      (1.004)2             
           ：          ： 
           ：          ：  
           ：          ：           前年比       
          12 月      (1.004)12          103.1×1.026＝105.8 
          平均       1.026                                    5.8％ 
 
  つまり、ゲタがわかる場合、その後の上昇率の大きさ（上昇速度）を推定すれば簡

単に前年比を計算することができます。ちなみに、t 年平均 99.8、t 年 12 月が 102.7 の

場合、そのゲタは 102.7÷99.8＝102.9 ですから、t＋1 年の月率が t 年と同じ 0.4％であ

っても 102.9×1.026＝105.6 となり、前年比はゲタの割合だけ鈍化することになりま

す。 
  上の計算では、月率は(1＋r)とすると 

100.4 
＝105.8 94.9 

97.8 
＝103.1 94.9 

月 ｔ－１年 ｔ年

1 93.3 96.9
2 93.3 96.6
3 94.9 98.2
4 92.9 99.5
5 94.6 99.1
6 93.8 100.6
7 94.5 100.1
8 95.0 101.6
9 95.8 99.4

10 95.9 101.1
11 97.1 101.5
12 97.8 102.7

年平均 94.9 99.8



 

を計算し、それにゲタを乗じて前年比を求めました。ここで、r があまり大きくないと

きには 
   (1 ＋r) n ＝ 1 ＋nr 
に近似させることができます。そのときには 

 
となり、暗算でゲタに月率の約７倍を加えて前年比の見当をつけることができます。 
 
  年の途中からの上昇率 

  これまで、1 月から 12 月までといった年間を通しての上昇について考えてきまし

た。この考え方は、4 月から翌年 3 月までの会計年度でも全く同様です。しかし、我

々は年や年度の区切りではもちろんですが、年の途中で今までの実績を見て今後どう

なるかを考えることがよくあります。先ほどの数値例で、t 年 8 月まで表に示すよう

な推移をしてきたとします。8 月は 101.6 ですから、t 年に入ってからの月率は以下の

とおりです。 
 
 
 
今後同じく 0.5%ずつ上昇した場合、年平均指数はどうなるでしょうか。 
  1 月～8 月の実績値平均 
        (96.9＋96.6＋………＋100.1＋101.6)÷8＝99.075 
        9 月推計値    101.6× 1.005  ＝(102.1) 
       10 月  〃      101.6×(1.005)2＝(102.6) 
       11 月  〃      101.6×(1.005)3＝(103.1) 
       12 月  〃      101.6×(1.005)4＝(103.6)    
      平  均                         102.8764 
  年平均指数 
 
 
 
  当然ながら、これは 1 月～8 月までの実績の累計値 
         96.9＋96.6＋………＋100.1＋101.6＝792.6 

(1+r) + (1+r)2 + … + (1+r)11 + (1+r)12 
12 

r + 2r + … + 11r + 12r 
12 

=6.5r 
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と、これからの推計値の累計値 
        (102.1)＋……＋(103.6)＝411.5 
を加えて 12 か月で除したものと等しくなります。 
        (792.6＋411.5)÷12＝1204.1÷12＝100.3 
 
  達成見込み率 

  今までは、過去の実績値と今後の推計上昇率によって年の数値を推計しました。逆

に、年全体の目標値や計画値を設定し、これに到達するには今後どのような上昇テン

ポでいかなければならないかを考えることがあります。あらかじめ設定された年や年

度の予測値や計画値に対して、それを達成するためには今後月々どの程度の上昇率に

なるかを計算したものが「達成見込み率」です。 
  政府は毎年度経済見通しを策定し、国内総生産をはじめ、鉱工業生産など主要経済

指標の予測を行っていますが、これらの実績値が月々公表されたときに、年度内の残

りの月でもって１か月平均何パーセントの上昇率で推移すれば、当初策定の予測値が

達成可能であるかが常に問題とされます。達成見込み率を求める算式を導くには、若

干の数式の展開が必要です。しかし、難しい数学の証明を目的としているものではあ

りませんから、これを省略し最終的な手順のみを示します。同じ数値例で 1 月から 8
月までの実績値が分かっているものとします。年平均指数の予測値が 99.8 になるため

には 9 月以降残り 4 か月で何％上昇しなければならないでしょうか。 
①  まず、年平均指数を達成するには残りの月の平均指数がいくらにならなければな

らないかを計算します。 

 
②  8 月の実績値は 101.6 です。これと達成すべき残りの 4 か月の平均指数との比を

計算します。 
    101.25÷101.6＝0.9966 
③  達成見込み率を(1＋r)としますと、 
 
 
 
となります。この r を求めるのは若干面倒ですから、一つの方法として、たし算の型

に直してみます。 
 
 

99.8×12－(96.9+96.6+…+100.1+101.6) 
4 

=101.25 

( ) ( ) ( ) ( ) 9966.0
4
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  つまり、達成見込み率は-0.14%ということになります。r があまり大きくない場合は

この方法で十分です。この方法で求めた r によって検算してみて、もし若干の相違が

生じた場合は、その値を適当に修正して検算してみます。小型の電子式卓上計算機で

計算するとして、数回の試行計算を行えば目標の年数値に見合う達成見込み率に収束

します。 
④  もう一つの方式は数学の公式に値を当てはめて解くものです。残りの月数を n、
実績値のある最後の月を Q 0、残りの月で達成すべき指数の平均値を Qt とし、あら

かじめ、 
 
 
 
 
 
 
 
を計算しておき、公式 
 
 
に数値を入れれば求められます。 
  今までの例では、n＝4(残り 4 か月)、Q0＝101.6(8 月の実績)、Qt＝99.8 ですから、 
 
 
 
 
 
 
 
となり、 
 
 
 
ということになります。 

 

  

( ) 0014.0
10

449966.0r −=
−×

=

( )( )
6

1n
6

1n1nA
2 −

=
−+

=

4
1nB +

=

( )
0

t0

Q
QQC −

=

A
ACBBr

2 −+−
=

( )( ) 5.2
6

1414A =
−+

=

( ) 25.1
4

14B =
+

=

( ) 003445.0
6.101

25.1016.101C =
−

=

0014.0
5.2

008612.05625.125.1r =
−+−

=



５.５  指数の組み替え・再編成 

 
  組み替えの必要性 

  生産指数における分類では、「鉱工業」のほかに、「鉄鋼・非鉄金属工業」、「汎用・

業務用機械工業」等の業種分類や、「資本財」、「建設財」等の財分類がありますが、さ

らに「鉱工業（速報採用品目）」、「製造工業（能力指数品目）」など、系列を組み替え

た分析用分類の指数も作成されています。また、例えば企業物価指数においても、基

本分類による系列のほかに、需要段階別・用途別指数などの参考系列がつくられてい

ます。 
  どのような総合指数の系列を作成するかについては、基準改定作業の中で利用面・

データ面から十分検討し決定します。 
  しかし、指数の対象である鉱工業生産等の経済活動は「いきもの」ですから、基準

改定時に想定できなかった現象が起こり、その現象を分析するための組み替え指数の

作成が必要となることがあります。また、特定の経済政策に合わせて、スポット的に

その関連品目の総合的な動きを見るための指数が必要とされることがあります。また、

物価指数をデフレータとして使用するとき、その対象となる名目金額系列と整合性を

とるために、その物価指数を組み替えることもあります。 
  組み替えの方法は、通常の総合指数の作成方法と全く同じですが、手順として加算

法と控除法の２つのやり方があり、適宜選択されます。加算法は、通常の総合指数計

算方法と全く同様の手順により行います。総合しようとする指数系列を、その系列の

持つウェイトで加重平均します。控除法は、必要な系列を含む総合系列から、不必要

な系列を差し引いて求める方法です。具体的手法は、まず総合指数の水準にそのウェ

イトを乗じたものから、除こうとする指数の水準にそのウェイトを乗じたものを差し

引きます。そして元の総合指数のウェイトから除こうとする部分のウェイトを差し引

いたもので除算します。 
  ここで留意しなければならないのはウェイトの問題です。指数の個別系列のウェイ

トや細分類系列等のウェイトは、全ての系列について必ずしも整合的に作成されてい

るとは限りません。既に見たとおり、非採用品目のウェイトは採用品目に膨らましが

なされますが、その方法は業種・財等の様々な段階で行われます。このため、膨らま

し率は採用品目の属する分類によってそれぞれ異なり、結局、各採用品目に加えられ

た非採用品目のウェイト分の比率が異なることになります。もちろん、ウェイトとは

単に各系列の相対的な大きさを示すものであり、作成しようとする組み替え指数を使

っての分析の目標精度にも依存しますが、l00%の完璧さが要求されているわけではあ

りません。しかし、ウェイトの相対的な大きさが歪んでいれば、作成した組み替え指

数も歪むことになります。分析に堪えることのできないほど指数の動きがおかしけれ

ば、その系列にとって適正なウェイトを新たに作成し直さなければなりません。 



 
  地域別指数の場合 

  別々に作成された指数を、何らかの形で総合する場合があります。例えば、経済産

業局が独自で指数を作成する際に、東北経済産業局指数に新潟県指数を加えて「東北

７県指数」を作成したり、関東経済産業局管内のうち「関東７都県指数」を作成した

りするようなケースです。 
  ただし、このような作業を行う場合には、ウェイトの整合性のほかに、系列の整合

性も考慮に入れることが求められます。各経済産業局、各都府県がウェイト算定の基

礎資料を作成する場合、経済産業省と同様に経済センサス‐活動調査が中心となって

いるようですが、それぞれの地域特性に応じて加工されていることも多く、経済産業

局のウェイト基準額が管内の県のウェイト基準額の合計と一致したり、８経済産業局

のウェイト基準額計に沖縄県のそれを加えれば経済産業省が作成している全国のウェ

イトに一致したりする仕組みになっているわけではありません。 
  また、採用系列の基礎資料は、経済産業省と同様に生産動態統計を使用しているこ

とが多いと思われますが、これについてもそれぞれの地域において代表性の高い品目

が選択され、場合によっては地場産業等の品目について、局又は県独自で調査を補完

して採用するなど、それぞれ地域ごとに最良の指数を作成する工夫がなされています。

このため、当然のことながら経済産業省の作成する指数と経済産業局指数を総合した

もの、あるいは、経済産業局指数と管内県別指数を総合したものとは、相違が生じる

ことになります。この点は、消費者物価指数が市町村別の価格から全国総合指数へと

一貫した積み上げ方式をとっていることとは異なります。なお、この相違は、対象と

する経済活動の経済的・統計的特性、データそのものの特性及び調査の仕組みの相違

等によるものです。 
 
  分割再編成指数 

  指数を構成する最小単位は個別指数ですが、これを分割し再編成することにより、

別の角度からみた総合指数を作成する試みがなされ、分析面において成果をあげてき

ています。生産・出荷・在庫・在庫率指数における用途別分類指数は、当初は１個別

系列を１財（１用途）に格付けし、財ごとに総合していたので単なる組み替え指数に

過ぎませんでした。しかし、昭和 50 年基準から、いくつかの個別系列についてウェイ

トを分割し、異なった財に個別指数の動きを反映させるようになり、分割再編成指数

の色あいがでてきました。 
  説明の都合上、組み替え指数と分割再編成指数に分けましたが、理論的にはこの分

類はあまり意味がありません。要するに、指数は加重算術平均法でできていますから、

分析の目的に合った指数を作成するためにその加重算術平均法を応用すればいいので

す。例えば、指数と他の統計を組合せて「鉱工業出荷内訳表」と「鉱工業総供給表」



を作成しています。鉱工業出荷内訳表は、鉱工業出荷指数を内需と輸出に分けたもの

で、貿易統計（輸出）を使って鉱工業出荷指数から輸出分を分離し内需を算出してい

ます。この指標は消費や設備投資等の内外需動向分析のために有効に使われています。

また、鉱工業総供給表は、鉱工業出荷内訳表で作成した国内向け出荷指数に貿易統計

から作成した輸入分を加えて、国内総供給（＝総需要）を見るための指標として作ら

れています。 
 
  



５.６  在庫・在庫率・在庫投資の整合性 

 
  生産・出荷・在庫のバランス 

  月々の数量指数の動きを見ていくと、生産が低下し、出荷が上昇したのに在庫が上

昇したり、生産の伸びが出荷の伸びを上回ったのに在庫が低下したりしていることが

あります。そのことをもって、指数計算にミスがあるのではないか、指数構造上欠陥

があるのではないかと疑問を持つ人がいます。しかし、総合された指数のみならず、

１品目の場合をとっても生産・出荷・在庫の関係は単純ではありません。第２章でも

述べたように、これらのバランスは海外からの受入などの増加により、必ずしも成り

立たなくなっているのが現状です。ここでは、受入のほとんど無い品目を想定し、生

産・出荷・在庫のバランスが成り立つ品目について見てみます。 
  今、ある品目の t－1 月と t 月の実績が次のとおりであったとします。 

          月初在庫      生  産     出  荷    月末在庫 
    t－1 月      85 台        110 台       95 台      100 台 
    t   月     100          105         100        105 

前月比                 ▲ 4.5%       5.3%        5.0% 

  両月とも月初在庫＋生産＝出荷＋月末在庫のバランスがとれており、前月末在庫と

当月初在庫が一致しているのに、生産低下、出荷上昇、在庫上昇という関係になって

います。前月に比べ在庫水準が上昇したか低下したか、すなわち在庫投資がプラスで

あったかマイナスであったかは、生産・出荷が上昇したか低下したかでは決定できま

せん。上の数値例では次のような関係があります。 

      生産      出荷     月末在庫     月初在庫（＝前期末在庫） 
      105   －  100   ＝  105     －    100 

つまり、在庫投資がプラスであったかマイナスであったかは、あくまで当月内におけ

る生産と出荷との差によって決定されることになります。 
  ここでは、生産・出荷・在庫のバランスがとれている極めて単純な例を挙げました

が、現実の生産活動には、自己消費や受入の問題などがあり、さらに複雑になります。

その上、多数の品目を総合して指数化した場合には、生産・出荷・在庫の関係に、以

下の要因が加わることとなります。 
①  生産及び出荷指数で採用品目としていても、在庫指数で採用していない品目があ

る。また、各指数で採用している品目でも、その定義が整合的でない場合がある。 
②  我々が通常使用する指数は、生産が付加価値額ウェイトであるのに対し、出荷・

在庫はそれぞれ出荷額・在庫額ウェイトであり、ウェイトが整合的でない。 
③  各月や各四半期の上昇率は、通常、季節調整済系列により計算するが、そのため



の季節指数はそれぞれの系列ごとに独立して作成されており、季節指数が整合的で

ない。 
  以上のように、生産・出荷・在庫指数の関係は複雑であり、そのうちの二つからほ

かの一つを推測できるような仕組みにはなっていません。 
 
  出荷・在庫と在庫率の関係 

  また、総合指数の場合、出荷が上昇し、在庫が低下したのに在庫率が上昇を示すこ

とがあります。在庫率指数の算式は第２章で見たように、先に品目ごとに在庫率を計

算してからそれを総合するため、総合指数ではたまにこのようなことが生じます（個

別指数においては生じません）。これを数値例で示しておきます。 
 

第５－８表  出荷・在庫・在庫率の関係 

  
  在庫と在庫投資の動き 

  在庫の過不足が在庫投資の増減を招き、それが生産活動に影響を与え、景気循環を

形成することはよく知られています。この景気循環は「キチンの波」と呼ばれており、

アメリカのキチン（J.Kitchin）達により提唱されたものです。キチンの波は景気波動の

中で最も短いもので、彼らによれば、第二次世界大戦前の欧米については、40 か月程

度のサイクルを持っているとのことです。戦後の日本においては、本章５．１節で述

べたとおり平均４年程度のサイクルを描いています。一般に、景気循環の１サイクル

において、在庫がどのような推移をたどるかを考えると次のようになります。景気の

拡張期には、各企業は取引を円滑に行うため在庫を増加させます。これが「意図した

在庫増」です。そして、景気がピークを過ぎ後退期に入ると、その初期には企業は需

要の急速な減退を予想できず、売上げの減少に対して生産はそれほど低下せず在庫が

増え続けます。これが「意図せざる在庫増」です。やがて過剰在庫を削減するため減

産体制をとることによって在庫調整が始まり、在庫が適正在庫水準に戻るまで在庫が

指数の種類 品目 ウェイト 基準数量 t-1月実績 t月実績 t-1月指数 t月指数

A 60 400千ｔ 800 900 200.0 225.0
B 40 200万台 300 250 150.0 125.0

総合 100 180.0 185.0
A 75 500千ｔ 1200 1000 240.0 200.0
B 25 125万台 250 375 200.0 300.0

総合 100 230.0 225.0
A 75 500÷400= 1200÷800= 1000÷900=

1.250 1.500 1.111 120.0 88.9
B 25 125÷200=  250÷300=  375÷250=

0.625 0.833 1.500 133.3 240.0
総合 100 123.3 126.7

出荷

在庫

在庫率



減少し続けることとなります。 
  生産と在庫、在庫投資の一般的関係を類型化し、数値例により示すことはなかなか

困難ですが、例えば 2018 年～2023 年の生産及び在庫指数を用いて、その動向につい

て考えてみます。ちなみに、この期間における「景気基準日付」は四半期基準日付で

は、2018 年 10-12 月（第４四半期）が山、2020 年４-６月（第２四半期）が谷となりま

す。生産指数、在庫指数及び在庫投資の動きを第５－８図に示します。 
  2018 年第２四半期から 2020 年第１四半期までの生産の低下期において、本来であ

れば在庫調整により在庫水準の低下がみられそうですが、在庫投資はプラスとマイナ

スを繰り返し、在庫指数は横ばいが続いています。これは需要の動きが弱く在庫調整

が長引いていたことがうかがえます。 
2020 年は新型コロナウイルス感染症の流行により、国内外での需要の減少、部品供

給の遅れ、感染拡大防止のための工場の稼働停止等が生じ、2020 年第２四半期の生産

は急速に低下します。これに伴い在庫も低下局面に入ります。2020 年第３四半期以降

は、経済活動の再開、世界的な半導体不足による半導体関連設備等の需要増加により

生産は持ち直します。在庫も生産から３四半期分のラグをもって 2021 年第１四半期

に底入れし、在庫積み増し局面に入り、在庫投資もプラスとなります。 
その後、2022 年夏頃をピークに半導体需要はメモリを中心に低下局面に入る一方

で、自動車生産等が半導体不足の影響緩和等により持ち直しの動きをみせ、2022 年第

４四半期以降、生産は一進一退で推移しています。また、在庫は 2022 年第３四半期に

上昇し、その傾向が足下の 2023 年第３四半期まで続いています。これは、需要の動き

が弱いため在庫調整が進まないという点もありますが、コロナ禍に生じた半導体不足

等の供給制約を経て、企業はジャストインタイムによる生産管理で極力在庫を持たな

いのではなく、ジャストインケースによる万一の備えとして、一定の在庫を保持して

おく行動変容が生じているという見方も考えられます。 
  このように、近年における在庫の動向は、過去とは若干異なるように見えますが、

生産と在庫のサイクルにラグがあることは理解できたと思います。また、在庫水準と

在庫投資は、前者がストック（期末時点での在庫残高）であるのに対し、後者がフロ

ー（当月の在庫残高－前月の在庫変動）であることから、全く異なる動きをすること

も理解できたと思います。 
 



第５－８図  生産、在庫、在庫投資の推移(季節調整済) 

 

  さらに我々は在庫投資について前期（月）との増減を見て動向を判断しようとする

ことがあります。当然のことながら、在庫投資が連続的に行われ在庫水準が上昇を続

けている時期や、逆に在庫縮小が連続的に行われ在庫水準が低下を続けている時期で

あっても、そのテンポに変化がなければ在庫投資の増減は変化しません。在庫が横ば

いから上昇へ、上昇から横ばいへ、横ばいから低下へ、低下から横ばいへといった水

準の屈折時点において変化が現れるということです。 
 

 



第６章  鉱工業指数を用いた経済分析 

 
６.１   鉱工業指数と経済分析 

 
  重要な鉱工業指数 

  一国の経済活動においては、様々な活動が営まれています。財・サービスの生産活

動、生産された財・サービスに対する需要としての消費活動、投資活動などのほか、

こうした実物面の活動と密接な関連をもつ金融活動など、多種多様な経済的な活動が

あり、こうした経済全体の動きをつかむために、数多くの経済指標が作成、公表され

ています。 
  鉱工業指数は、我が国の財の生産、出荷、在庫に関連する諸活動を体系的にとらえ

るものです。例えば鉱工業生産指数は、様々な製品が産み出されている我が国の、多

様な生産活動の総合的な生産水準を示すものとして作成されています。この生産指数

をもとに、鉱工業の生産動向を把握することはもとより、財に関連する経済活動の動

きを通して経済全体の動きをつかむためにも活用されており、生産指数は経済指標の

中でも注目度の高い指標の一つです。 
  生産指数をはじめとする鉱工業指数が、経済全体の動きを見る上でなぜ重要な指標

となるのでしょうか。 
  その第１の理由は、鉱工業生産に関連する活動の我が国の経済活動全体（国内総生

産：GDP）への影響が大きいことです。鉱工業の占めるウェイトは約２割ですが、卸

売業、小売業、運輸業などは鉱工業製品の流通を担っており、鉱工業生産活動と密接

に関連しています。こうした産業を考慮すると、鉱工業生産関連の産業が国内総生産

に占めるウェイトは約４割になります。 
  第２の理由は、鉱工業指数が景気の動きに敏感であることです。鉱工業生産は、景

気の状況に応じて大きな変動を示します。景気が悪くなり在庫が積み上がれば、生産

を縮小して在庫調整を行い、逆に景気が良くなれば将来の拡大を見込んで在庫を積み

増すなど、活動の振れが大きいのが特徴です。在庫循環などの景気変動は鉱工業指数

から読みとることができます。一方、サービス業等の第３次産業などでは卸売・小売

業は大きな動きをしますが、前述したとおり鉱工業生産はこれと密接に関連します。

このため、鉱工業生産指数の動きから GDP の変化方向を読みとることができます。 
  第３の理由は、速報性があることです。生産、出荷、在庫などの指数は翌月の下旬

には速報が公表されます。経済活動の実物面の動きを表す統計としては公表が早い部

類に入ります。経済政策、企業活動などにおいては足もとの経済の現状を機敏に判断

することが極めて重要なことであり、鉱工業指数はこのために広く利用されています。 
 



  データとしての鉱工業指数の特徴 

  経済分析を行うには、まず分析目的を明確にする必要があります。分析によって何

を明らかにしたいのか、分析のねらいを設定しなければなりません。次に、この目的

を達成するためにはどのようなデータと手法を使えばよいのかを検討し、適当なデー

タと手法を設定したら、具体的な計算作業を行います。分析目的に照らして十分な結

果が得られれば作業は終了しますが、結果が思わしくないときは、別のデータ、手法

を採用して分析を繰り返し行うことになります。このように、経済分析を円滑に行う

には、データや手法に対する基本的な知識を幅広く身につけておく必要があります。 
  まず、鉱工業指数のデータとしての特徴を整理すると次のように要約されます。 
①  全国ベースのデータ…経済産業省が毎月公表している鉱工業指数は、我が国全体

の生産活動を総合化したもので、全国ベースの生産活動の水準を表したものです。

また、業種別の指数は全国の当該業種の生産活動全体の水準を示すものです。この

ほか、各経済産業局、都道府県が地域別の指数を作成している場合もあります。 
②  実質経済の動向を示すデータ…鉱工業指数は数量指数（基準時に対する数量の動

きをウェイトで総合化したもの）ですから、その動きは物価変動が含まれない実質

ベースの経済活動の動きを示しています。 
③  月次データ…鉱工業指数は毎月分の指数が公表される月次データです。このため、

１か月単位に動向を把握でき機敏な景気判断に役立つとともに、適宜四半期データ、

年データ、年度データとしての利用も可能となります。 
 
  鉱工業指数を用いて行う分析のタイプ 

  鉱工業指数を利用して様々な経済分析がなされていますが、これらを分析のタイプ

によって整理すると次の３つにまとめることができます。 
  第１に、動向分析が挙げられます。鉱工業指数を基に短期的な経済動向をつかもう

とする分析です。分析のポイントをどこに置くかにより、生産動向分析、需要動向分

析、景気動向分析に分けることができます。 
  生産動向分析は、鉱工業生産指数を使って鉱工業全体あるいは業種別の生産水準、

その変動及び変動の要因などについて分析しようとするものです。 
  需要動向分析は、主に出荷指数を用いて我が国の最終需要の動向を把握しようとす

るものです。 
  景気動向分析は、生産、需要の動きや在庫の動向などから景気の局面、すなわち後

退局面なのか上昇局面なのか、景気の転換点はどこかなどについて分析を行うもので

す。 
  需要動向、景気動向分析においては、単に鉱工業分野の動きを見るというよりも、

財の動きを通して我が国の経済全体の最終需要、景気動向をつかもうとするものです。

鉱工業指数を用いた動向分析を広義の生産動向分析という場合もあります。 



  第２は、構造分析です。短期的な経済動向ではなく、中長期的に構造的な変化をつ

かもうとする分析です。動向分析が上昇率を主として用いる分析とすれば、構造分析

は水準比較（原単位等）を主として用いる分析といえるでしょう。 
  第３の利用タイプとしては、経済変数としての利用が挙げられます。これは、前の

２つの利用タイプとは観点が異なり、鉱工業指数を計量モデルの変数として用いる方

法です。この場合、指数は単に指数の対象範囲の事象を示すものとしてではなく、し

ばしばより幅広い経済事象の動向を代理する変数（代理変数）として利用されます。

計量モデルにおいて、我が国の生産活動全体を示す変数として、また国内市場の需給

状態、景気動向を示す変数として意味づけられ利用されます。 
  この３つの分析タイプごとに基本的な分析の手法、事例について、以下で説明をし

ていくこととします。 
 
 
６.２  指数による動向分析 

 
  生産動向分析 

①  鉱工業生産動向の把握 

  鉱工業生産指数は、基準時（現行は 2015 年（平成 27 年）基準）の月平均生産水準

を 100 として、我が国の鉱工業生産水準を指数化して表したものです。指数の水準を

見ることにより、基準時に対する比較時の生産水準をつかむことができます（生産水

準の把握）。また、指数の推移を追うことにより、生産活動の変動が把握できます（生

産変動の把握）。数年間にわたる生産動向の観察から、足もとの生産活動の状況判断

などに利用されています。 
 
(事例１)  生産水準の把握 

  2019 年の生産指数水準は 101.1 であり、2019 年の生産活動は 2015 年の水準に比べ

1.1%上回っている。 
 

第６－１図  鉱工業生産の推移（2015年＝100、原指数） 



(事例２)  生産動向の把握 

  鉱工業生産は、2014 年 4～6 月期に大きく低下した後、ほぼ横ばいで推移し、2016
年 7～9 月期から上昇傾向に転じた。2017 年に入ってからは指数水準が 100 を大きく

上回って推移していたが、2019 年 7～9 月期から 2 期連続で低下している。 
 

第６－２図  鉱工業生産の四半期の推移（2015年＝100、季節調整済指数） 

生産動向の分析に月データ、四半期データを利用する場合は、季節調整済指数を用

いることが一般的で、指数水準の動き、前月（期）比などから動向を把握します。年

データの場合は原指数を使用します。 
  生産指数は、基準時の生産活動に基づき採用系列が選定されており、その後の技術

革新により産み出される新製品については生産指数の中に織り込まれていません。こ

の分、生産指数が下方になっているのではという懸念もあります。 
  しかし、新製品は上昇率が高くてもトータルの金額のウェイトはあまり大きくない

こと、また技術的にはラスパイレス・バイアスの上方への振れの方が大きいことなど

から、実際の利用上は全く問題がないと考えられます。 
 
② 業種別生産動向の把握 

  業種別の生産指数を用いて、各業種の生産動向、業種間のばらつきなどをつかむこ

とができます。 
 
(事例３)  電子部品・デバイス工業と石油・石炭製品工業の生産動向 

  電子部品・デバイス工業の生産は、2016 年 4～6 月期から上昇傾向が続いていたが、

2018 年 10～12 月期をピークに低下に転じ、大きく水準を下げている。一方、石油・

石炭製品工業では大きい上下動は見られないが、2016 年 4～6 月期からは緩やかな低

下傾向が続いている。 



第６－３図  電子部品・デバイス工業、石油・石炭製品工業の生産の推移                      

（2015年＝100、季節調整済指数） 

 
 
 生産指数は、「生産動態統計」などの統計を基にして作成されており、品目ベース

のデータが基礎となっています。この主要品目の生産動向から「生産用機械工業」な

どの各業種の動向を示すものです。言い換えると、生産指数における「電生産用機械

工業」の生産とは、「生産用機械を生産する活動の動向」を表すものであって、生産

用機械メーカーの生産活動を示すものではありません（生産用機械メーカーは、生産

用機械以外の製品を作っていることも考えられます）。 
  業種をより細分化した細分類業種（生産用機械工業では、農業用機械、建設・鉱山

機械など、パルプ・紙・紙加工品工業では、板紙、紙加工品など）の指数を用いて、

業種内の動向についても分析が可能です。 
 
③ 生産変動の要因分析(業種別寄与度) 

  鉱工業生産の変動が、いかなる要因に基づくものかをつかむためには、業種別生産

指数を用いて、まず、どの業種の生産変動が鉱工業生産の変動をもたらしたのか（業

種別寄与度）を観察します。次に、寄与の高い業種についてその生産変動の要因を調

べることになります。 
 
(事例４)  2019年の生産低下に対する業種別寄与度 

  2019 年の鉱工業生産は、前年比▲3.0%の低下となった。低下に大きく寄与したのは

生産用機械工業（同 8.6％、前年比寄与度▲0.68％ポイント）と電子部品・デバイス工

業（同 11.0％、前年比寄与度▲0.66％ポイント）で、次いで、汎用・業務用機械工業、

鉄鋼・非鉄金属工業の順に寄与が大きかった。 



第６－４図  鉱工業生産の前年比と業種別寄与度の推移 

 
  既述のとおり、寄与度は次の計算方法で求めます。 
  生産指数（Q）は、全体のウェイトを 1 とした場合（実際の生産指数におけるウェ

イト合計は 10,000 です）、Σi 業種のウェイト（Wi）×i 業種の生産指数（Qi）で求め

られるので、生産指数の前年比は次のように分解できます。 
 

 
 

 
したがって、i 業種の寄与度は、 となります。 
 
  季節調整済指数で寄与度を計算した場合、業種別指数の積み上げは必ずしも鉱工業

生産指数とは一致しません。これは、業種別、総合とそれぞれの系列ごとに季節調整

を行うためです。ただ実際には、四半期、月次の生産変化の業種別の寄与を求める場

合に、季節調整済指数を用いざるを得ませんが、大きな差異は生じずに利用できる場

合がほとんどです。 
  生産の変化については、業種の変化により一応は説明できますが、先行きを占うた

めにはこれだけでは不十分です。個々の業種の中の細分類業種の動きを見たり、生産

活動に影響を与える需要動向などを検討したりする必要があります。 
 
  需要動向分析 

① 最終需要動向の把握 

  生産者製品出荷指数の財分類の指数を用いて、耐久消費財、資本財などの財の需要

動向や、財の動きを通して国内最終需要の動きを把握することができます。毎月の出

荷状況が翌月下旬には公表されるので、国民所得統計速報、家計調査などの発表の前
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に最終需要の変動を知る手がかりとなります。 
  消費動向を見るには、消費財出荷指数や、その内訳である耐久消費財出荷指数、非

耐久消費財出荷指数が用いられます。また、設備投資動向には、資本財出荷指数を用

いますが、特に製造設備の需要動向を見るためには資本財出荷指数（除．輸送機械）

が使われています。建設活動を見るには建設財出荷指数が用いられます。 
 
(事例５)  最終需要の動向 

  資本財（除．輸送機械）の出荷指数と建設財出荷指数の動きを見ると、資本財（除．

輸送機械）出荷は 2017 年から 2018 年にかけて高水準で推移したものの、2019 年 10～
12 月期に大きく低下したことが見てとれる。一方、建設財出荷は 2014 年 4 月の消費

税増税前に駆け込み需要が発生し、2014 年 1～3 月期は高水準であったが、その後急

落し、2015 年からは一進一退の状況が続いている。 
 

第６－５図  資本財（除．輸送機械）と建設財の出荷の推移 

（2015年＝100、季節調整済指数） 

 

  出荷指数は、財（物）の出荷状況を示すものです。つまり、出荷指数による最終需

要動向の把握は、物に対する需要から関連する需要項目全体の動向を読もうとするア

プローチです。このため、より詳しく消費動向を見るときには、消費財出荷指数に加

え、サービスに対する需要動向を示すデータを確認することも必要です（経済産業省

調査統計グループでは第３次産業活動指数を発表しており、その中でサービス業等の



動きを見ることができます）。 
  建設財出荷に対応する需要項目は、民間住宅投資（住宅建設）、民間設備投資（工

場、ビル建設）、公的固定資本形成（公共事業等）です。 
  出荷指数は、製造者（メーカー）からの出荷段階でとらえており、最終需要者の購

入段階の需要を直接示すものではありません。したがって、流通部門を経由して最終

需要者へ届くまでのラグ、流通部門での在庫増減等を考慮して最終需要の動きを読む

必要があります。 
  また、注意すべき点は、出荷指数はメーカーからの出荷全体をとらえており、輸出

向け国内向けの双方を含んだものとなっていることです。このため、国内最終需要の

動きを見るには、出荷の中から輸出向けを除去する必要があります。ただし、輸出向

けと国内向けの出荷比率が変化していないと考えられる場合、本来輸出向けはほとん

どない財（例えば、非耐久消費財、建設財等）の場合は、財別の出荷指数をそのまま

使って分析することもよく行われます。 
 
② 内外需動向の把握 

  出荷指数を、国内向け出荷と輸出向けの出荷に分割することができれば、国内の最

終需要動向をより正確にとらえることができますし、輸出を鉱工業生産、出荷と関連

付けて分析することも可能となります。こうした観点から、経済産業省調査統計グル

ープでは、出荷指数と貿易統計を基に業種別、財別の出荷指数の内外需内訳（国内向

け・輸出向け出荷）を表す「鉱工業出荷内訳表」を作成し公表しています。 
  この指数を用いて、①出荷に対する内外需別寄与の分析、②鉱工業製品輸出の業種

別、財別内訳を用いた分析、③国内最終需要動向のより適確な把握などができます。 
 
(事例６)  出荷の内外需別寄与度 

  2014 年 4～6 月期に消費税率が 8％に上昇したこと等による大きな出荷低下から回

復した後は、小幅な変化が続いた。輸出は 2016 年 10～12 月期以降好調だったが、2018
年 7～9 月期からは前期比マイナスが続いた。2019 年 1～3 月期に出荷が低下した際

は、国内向け消費財は上昇していたが、10～12 月期には国内向けの各財も輸出も全て

低下している。 
  



第６－６図  内外需別寄与度（2015年＝100、季節調整済前期比） 

 
(事例７) 設備投資と国内向け資本財出荷 

  民間企業設備はほぼ一貫して前年同期比プラスで推移しているが、資本財出荷は

2015 年 1～3 月期に前縁同期比が大きく低下し、2016 年半ばまでは両者の動きにかい

離が見られる。2016 年 10～12 月期からは、資本財出荷全体よりも国内向け資本財出

荷の伸びが鈍くなり、2018 年 10～12 月期からは逆転したが、2019 年 10～12 月期には

民間企業設備も含めてそろって前年同期比が大きく低下した。 
 

第６－７図  設備投資と資本財出荷指数の前年同期比の推移 

 
資料:「四半期別ＧＤＰ速報」（内閣府）、鉱工業出荷内訳表（季節調整済指数）、2015 年＝100.0） 



  出荷内訳表は、鉱工業出荷指数と財務省の貿易統計を用いて、鉱工業製品の出荷が

内需、外需のいずれによるものか定量的に把握することを目的として、毎月作成、公

表されています。 
出荷内訳表の作成手順は次のとおりです。 

1)  貿易統計（通関統計と言われることもある）から、出荷指数に対応する品目

の数量データを取り出し、品目別の輸出数量指数を作成します。 
2)  品目別輸出数量指数を加重平均することにより、業種別、財別の輸出向け出

荷指数（原指数）を作成します。 
3)  品目別の出荷指数（原指数）から対応する輸出向け出荷指数を用いて輸出分

を差し引き、品目別国内向け出荷指数を作成します。 
4)  品目別国内向け出荷指数を加重平均して、業種別、財別の国内向け出荷指数

（原指数）を作成します。 
5)  最後に、業種別、財別の各々の輸出向け出荷指数と国内向け出荷指数を季節

調整します。 
  出荷内訳表では、出荷と通関との間のラグは調整を行っていません。品目によって

は出荷に計算される月の翌月に通関されることがあることや、そもそも鉱工業指数と

貿易統計の品目定義が一致しないものがあることから、出荷と貿易統計の動きが対応

しない場合があります。しかし、品目ごとのラグ調整は作成上難しいことから、調整

は行っていません。 
  出荷内訳表では、為替が円安となっても海外現地生産の進展により国内工場の出荷

が思ったほど伸びないなど、出荷指数だけでは見極められない状況を、輸出向け、国

内向けに分けて把握することにより、動向の要因をより詳細に把握できます。 
 
景気動向分析 

① 景気指標としての鉱工業指数 

  鉱工業指数は、経済全体の動きをつかみ、景気判断を行うための指標、景気指標と

して活用されています。景気局面を示す『景気動向指数』（内閣府作成）に採用され

ている 30 系列のうちの７系列が鉱工業指数です。 
 
(事例８)  鉱工業指数と景気局面 

  生産指数が低迷すれば景気の後退局面であり、順調に上昇している時が景気の上昇

局面であることが見てとれる。また、在庫指数は景気に対して遅行する。 
 
 
  







第６－１０図  生産と在庫率の推移（2015年＝100、季節調整済指数） 

 
 
近年、在庫管理技術の進展に伴い在庫投資の規模が小さくなってきているといわれ

ています。在庫循環図でも、直近の方が増減差は縮小しており、需要へいち早く対応

して生産、在庫を調整しているものと考えられます。ただし、上述のとおり在庫局面

の変化は生産活動と密接な関係があり、景気の判断をする場合、依然として在庫局面

の把握は重要なものです。 
 
  在庫自体は景気に対して遅行性をもっています。景気後退期に入ってからも需要（出

荷）の伸び悩みから在庫は積み上っていきます。このため、景気の山の後に在庫の山

が見られることになります。回復期に入ってからも、生産の拡大が出荷の拡大に追い

つかないことから在庫はしばらくの間減少を続けます。その後、在庫は上昇に転じ、

在庫の谷は、景気の谷に遅れて観察されることになります。 
  一方、上述したとおり在庫率は景気に対して先行性をもちます。これは、需要の変

化に生産の対応が遅れ、その分が在庫で調整されることによるものです。つまり、景

気が上昇し始めたときは、分母の出荷水準が上昇する一方、在庫は生産の対応の遅れ

から期待した水準よりも低下し、在庫率は低下することになり、景気の後退期は逆に

在庫率は上昇を示します。 
  



６.３  指数による生産性・原単位分析 

   
  生産性・原単位分析 

  生産過程における投入・産出構造、いわば技術構造の実態やその変化をつかむため

に、生産性、原単位などが用いられます。生産性とは、生産活動において生産要素等

の投入量１単位あたりの産出量のことです。原単位とは、逆に、産出量１単位の生産

に必要な投入量のことです。同一の生産活動、生産要素を対象とすれば、生産性は原

単位の逆数になります。 
  生産指数を用いて、我が国全体の鉱工業生産及び個別業種における生産性分析、原

単位分析が容易に行えます。 
 
(事例 11)  製造業におけるエネルギー原単位の推移 

  製造業の生産活動におけるエネルギー原単位（製造工業の生産指数１ポイントあた

りの製造業エネルギー消費量）の変化を見ると、2 回のオイルショックの起こった 1970
年代以降、原単位は低下傾向で推移した。その後は低い水準の中で小幅な上昇と低下

を見せたが、2011 年度からは東日本大震災以降の節電意識の高まりなどによって、一

層の低下が進んでいる。 
 

第６－１１図  製造業におけるエネルギー原単位の推移 

 
  （注）１．エネルギー原単位＝エネルギー消費量÷生産指数 
     ２．エネルギー消費量は年度、生産指数は暦年である。 
   資料：「総合エネルギー統計」（資源エネルギー庁） 
 
 
 



(事例 12)  原単位変動要因分析の考え方 

  製造業及び個別業種の生産指数を各々Q、Qi、同じく石油消費量を各々E、Ei、とす

ると、Q=ΣWiQi、E＝ΣEi であり、製造業及び各業種の石油原単位は 
 
となる。 

 
 
 
 

したがって、 
 
交絡項 
 

 
 

       原単位向上要因  産業構造変化要因 
 

  投入と生産の関係を見るために、かつては弾性値（弾力性ともいう）がよく利用さ

れていました。弾性値とは、ある経済量が１％変化するとき、それと因果関係にある

経済量が何％変化するかを表したものです。今も、輸出の価格弾性値、税収の所得弾

性値等に利用されています。 
  生産活動への石油投入について見れば、石油ショック以降、減量経営が進展したこ

とにより、生産量が増加しているにもかかわらず生産過程への投入量は減少してきて

おり、弾性値を計算するとマイナスの値となるなど、毎年の値が大きく振れます。こ

のように安定的な弾性値が得られない場合、弾性値を用いた分析、例えば投入量の予

測などの分析（生産の伸びがわかっている場合、投入量の伸び=弾性値×生産の伸びか

ら予測できます）は不可能です。原単位分析を行えば、原単位の変化の傾向を踏まえ

原単位の先行きを想定した上での予測ができます（投入予測量=想定原単位×生産の

予測値）。 
  ちなみに、業種内の品目の構成は基準時から離れるにしたがって変化していきます。

そのため例えばある業種の原単位が小さくなっても、その業種の中で原単位が大きい

品目の生産が減少し、原単位の小さい品目の生産が増加している可能性があります。

この場合、業種全体では原単位の向上が見られますが、技術的に生産工程の改善等が

なされたとは必ずしもいえないことには留意が必要です。 
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６.４  経済変数としての鉱工業指数 

 
  生産活動を表す変数 － 生産指数 

  鉱工業指数は、月次、四半期、年ベースの時系列データとして計量分析に利用され

ています。 
  生産指数は、鉱工業生産の生産量を示すデータとして用いられるだけでなく、生産

活動全体を表すデータとして生産関数などに用いられます。 
 
(事例 13)  生産関数の推計 

  生産関数とは、生産要素と産出量の技術的関係を表したものである。例えば、コブ

・ダグラス型生産関数 1は一般的に次の形で表される。 
 

     Y＝A・Kα・Lβ 
 

A：技術進歩などで変化する係数 
Y：産出量 
K：資本量 
L：労働量 
α：資本分配率 
β：労働分配率 
を表しており、つまり、産出量 Y を、資本量 K、労働量 L で説明する関数となって

いる。αとβは正のパラメータで、資本と労働の生産弾力性を表している。 
 

     logY＝αlogK＋βlogL＋logA 
 

  この式は、線型の方程式となるので、最小２乗法などの手法により、α、βを求め

ることができる。 
  製造業の生産関数を推計する場合、産出量 Y として製造業生産指数、K として製造

業資本ストック×製造業稼働率指数、L として製造業総実労働時間数×製造業従業者

数などを用いる。同様の考え方で、個別業種の生産関数も推計できる。 
  生産関数は、各生産要素の生産拡大への貢献度を見る場合や、需給ギャップ（生産

能力と現実の生産とのギャップ）を推計する場合などに利用されている。 
 
 
 
 
 

 
1 経済学者チャールズ・コブとポール・ダグラスが 1928 年に提案した、生産量を労働力と資本力で表した関数 



６.５  鉱工業指数と他統計との組合せ 

 
鉱工業指数は、複数の１次統計を加工して作成されていますが、更に、鉱工業指数

とほかの統計を組み合わせることで、新たな指数を作成し、経済動向等を分析するこ

とが可能となります。 
 
(事例 14)  鉱工業出荷内訳表 

鉱工業出荷内訳表を用いて、内外需の動向を見ると、2020 年は出荷が大きく落ち込

んだが、これは国内要因による影響が大きかったことがわかる。 
 

第６－１２図  国内出荷・輸出の推移（原指数、2015年＝100.0） 

 
鉱工業出荷内訳表は、鉱工業指数（出荷指数）と、財務省の貿易統計を組み合せて

作成された指数で、鉱工業出荷指数を輸出向け出荷と国内向け出荷とに分割し、鉱工

業製品に対する需要が内外需のいずれによるものかを定量的に把握することができま

す。 
（指数の作成方法） 
鉱工業出荷内訳表は、品目別の出荷指数に対応する貿易統計の輸出品目を選定して、

品目別の輸出向け出荷指数と、輸出額ウェイトを作成します。作成した輸出向け出荷

指数を、出荷指数から輸出向けウェイトを用いて差し引くことにより、国内向け出荷

指数を作成します。作成したそれぞれの品目別指数を統合することで、業種別・財別

の出荷内訳表ができあがります。 







鉱工業生産で生み出される付加価値額は、国内で生産される付加価値額の約２割を

占める一方で、第３次産業から生み出される付加価値額は約７割を占めます。 
鉱工業と第３次産業を統合した動きを見ることで、国内全体の大まかな産業の動き

を把握することができるため、第３次産業の活動を表す「第３次産業活動指数」と、

鉱工業指数を統合した指数を作成し、分析を行っています。 
（指数の作成方法） 

2015 年（平成 27 年）基準の鉱工業生産指数と、第３次産業活動指数双方の公表指

数値を、2015 年の産業連関表の粗付加価値額構成割合をウェイトとして加重平均する

ことにより、鉱工業指数及と第３次産業活動指数を統合した指数を作成することがで

きます。 
 

統計 系列名 構成割合 
鉱工業指数（生産・出荷・在庫指数） 鉱工業総合（生産指数） 22.96 
第３次産業活動指数 第３次産業総合 77.04 

 
 

 
６.６ 鉱工業指数を使った分析の応用例 

 
鉱工業指数は、見方を変えることで、様々な分析が可能となります。経済産業省で

は、これまで鉱工業指数を使った様々な分析を行っていますが、分析の応用例として

いくつかの分析事例を紹介します。 
 

(事例 17)  基準改定時の産業のウェイト変化から見る産業構造変化 

鉱工業指数では、構成する品目ウェイトを、基準年の各品目の付加価値額に基づい

て作成しているため、ウェイトの変化を見ることで、産業構造の変化を見ることがで

きる。 
戦後復興期を反映した 1955 年基準では、繊維工業のウェイトが大きなものとなっ

ている。また、高度経済成長期を反映した 1975 年基準になると、小型自動車やカラー

テレビが各家庭に普及が進んだことにより、汎用・生産用・事務用機械工業の比率が

高まっている。さらに、バブル景気まで経済が拡大した 1990 年基準では、国産パソコ

ンや大型コンピュータの普及を背景に、電気機械工業のウェイトが高まっている。足

下の 2015 年基準では、海外生産シフトにより電気機械工業のウェイトは下がり、日本

の産業を牽引する自動車産業の進展により、輸送機械工業に比重が高まっている。 
 



第６－１５図  鉱工業指数の産業別ウェイトの変化 

 
(事例 18)  財分類から見る鉱工業製品の生産動向 

2020 年の新型コロナ感染症拡大の影響について財分類別に見ると、耐久消費財が大

きく落ち込んでいる。耐久消費財は、最終消費者向けの自動車や家電製品といった長

期間使用される製品であり、感染症拡大の影響から、自動車産業で大幅な生産調整が

行われた影響が表れている。また、資本財（除．輸送機械）は、企業の設備投資に係

る製品だが、2020 年は低下傾向にあり、感染症拡大による設備投資の冷え込みが影響

したことがわかる。 
第６－１６図  最終需要財（内訳系列）の生産推移 

（2015年＝100、季節調整済指数） 

 



(事例 19)  鉱工業指数の国際比較 

日米の鉱工業指数について、リーマンショック時と新型コロナ感染症拡大時におけ

る動向を比較してみると、米国では、生産の落ち込み方は、新型コロナ感染症拡大時

の方がリーマンショック時よりも大きいものの、底を打って回復に転じるまでの期間

は、感染症拡大時の方が短いことがわかる。一方、日本では、リーマンショック時の

方が落ち込み方も大きく、回復に転じるまでの期間も長くなっており、日米における

リーマンショックと感染症拡大の生産への影響に違いが見られる。 
 

第６－１７図 リーマンショック時と新型コロナウイルス感染症拡大時における 

日本と米国の鉱工業生産指数の推移と比較 

リーマンショック：2008年 9月＝100 として加工 

今 回 の 感 染 症：2020 年 1月＝100 として加工 

 資料：鉱工業生産指数［季節調整済］（経済産業省、アメリカ連邦準備制度理事会） 



鉱工業指数は、日本だけでなく、諸外国でも作成されています。また、その作成方

法については、国際連合が工業生産指数に係る国際マニュアルを２度にわたり公表す

るなど、作成方法の統一化などが国際的にも進められていることから、国際的に比較

ができるものとなっています。 
 

(事例 20)  企業の生産計画分析 

鉱工業生産予測指数における、生産計画から生産実績へのぶれ（実現率）を見ると、

輸送機械工業は比較的、計画と実績に差が小さい（実現率の振れ幅が小さい）一方で、

電気・情報通信機械工業は、計画と実績の差が大きくなっており、業種により特徴が

異なることがわかる。 
第６－１８図 予測指数の生産計画と実績の比較 

（2015年＝100、季節調整済指数） 

 



鉱工業指数の概要

第 1 版

























































鉱工業指数の作成方法

第 1 版







































鉱工業指数の基準改定

第 1 版






















































































